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一－ 1766年英露通商条約の経済的＠政治的意義一一
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はじめに

既に別稿において指摘したところであるが、 18世紀ヨーロッパ世界におけるロシアの国際的地

位に関しては対瞭的な二つの解釈が存在していると思われる。すなわち、まず経済史研究の場合、

イギリス商業革命の一端をなすバノレト海貿易の成長、及びイギリス通高史上最初の本格的最恵国待

遇条項を内包する 1734・66年英露通高条約の締結、以上を通じてロシア市場は勃興するイギリス

産業資本に対する製品輸入市場・原料供給市場として機能し、イギリスを中継とするヨーロッパ世

界経済において従属的・受動的地位を点めたことが指摘されている。（I）他方、外交史研究の場合、

ロシア南下政策を牽引する一連の露土戦争の展開、とりわけオスマン外交史上初めて黒海自由航行

・領内キリスト教徒保護を承認した 1774年キュチュク＠カイナノレジ条約の締結、以上を通じてロ

シア帝国はオスマン帝国＠バルカン地域に対する侵賂国家・覇権国家として台頭し、東方問題をめ

ぐるヨーロッパ国際政治において主導的。能動的役割を果たしたことが示唆されている。（2)

このような相互に矛麗する史像を統一的に把握するため、先の別稿では通衛問題と外交問題とを

媒介する結節点として通商条約の意義を分析し、当面以下の結論を得た。第一にピョートノレ大帯（在

位： 1682- 1725年）よりアンナ女帝（在位： 1730 -40年）に至る世紀前半については、 1734

英露通商条約の結果、経済的にはイギリス商人に対する優遇条件の承認によってバルト海経由イギ

リス製品輸入・イギリス向け原料輪出が発展する一方、外交的にはイギリス政府による好意的中立

の保障によって露土戦争（1736- 39年）の遂行＠アゾフ海の領有が実現した。（3）第二に世紀中葉

のエリザヴェータ女帝（在位： 1741 - 62年）時代に関しては、まずオーストリア継承戦争（1740

-48年）に伴う 1742年英露同盟の結果、経済的には追加条項における通商特権の継続によって対

英バルト瀧貿易がー題発援する一方、外交的には新たな軍事条項の設定によって当該戦争に対する

ロシアの参戦 e 露土戦争に対するイギリスの支援が期待された。しかしながら七年戦争（1756-63 

年）に伴う 1756年仏露関盟の結果、経済的には新たな黒海経由フランス通商が模索される

外交的にはオスマン帝国の友邦フランスを仲介とした黒瀧開放が志向され、ここにロシア通語＠外

交の基本路線は！日来の北方 e バルト海方面から寵方 e 黒構方揺へと転換することになる。（4)

以上の検討を踏まえ、小稿は続く第三階梯として 18世紀後半のヱカチェリーナ二世（在位： 1762

一%年）時代を分析の温上に乗せ、引き続き通商条約問題を媒分とした識外貿易と外交政策との

存機的な把握を試みたい。その藤、同帝治世は 17鉛－ 70年代及び 1780ー鈎年代の前後に分けて

j績次設討するのが妥当である故、小稿ではその謡半を対象とし、 17弱年の英露通語条約を焦点に、

経済的な対英パノレト海貿易と外交的な露土戦争（176喜一 74年）と
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〔1〕エカチエリーナニ蛍時代の国際環境

エカチェリーナ二世が即位する 1760年代初頭は世界史上イギリスのヨーロッパ覇権が確立する

画期に相当し、経済的には一世紀にわたるイギリス海外貿易の量的激増・質的再編z f商業革命j

Commercial Revolution ( R ・デーヴィス）が完了する一方、（I)政治的にはオーストリア継承戦争。

七年戦争の二大戦争を通じてイギリス植民地帝国が完成する。（2）以下、イギリス優位のヨーロッパ

世界におけるロシアの地位について、経済的な貿易関係と政治的な外交関係の両面から整理しよう。

什）ヨー口ッパ楼界経済と口シア海外露易

① イギリス海外翼易とロシア？葬場

18世紀のイギリス長距離海上貿易は依然として特許会社に独占され、周知の f東インド会社jEast 

India Company ( 1600年設立.1657年改組）が東洋貿易を支配したほか、 fイーストランド会社j

主astland Company ( 1579年年設立・ 1672年改組）は東歌諮問とのバルト海貿易を、「レヴァント会

社jLevant Company (1582年設立）はオスマン帝国との地中溝貿易を、そして fロシア会社jRussia 

Company (1555年設立.1699年改組）はロシア貿易を支配した。ただし共和制期＠復古王政時代

の一連の規制緩和・組織再編によって各社とも自由高人の新規加盟＠貿易参入を承認し、この結果

1660 - 1760年に商業活動は劇的に増大したが、 18世紀中葉はその最終局面に控置している。（3)

まずイギリス権外貿易の趨勢を見れば（函 1）、 1740-60年代において輪出。輸入総額とも 1.5

倍に成長し、貿易黒字は倍増した。相手市場としては（図 2）、輸出・輪入とも新大陸＠アジア貿

易の地位が上昇してヨーロッパ市場の比重は下鋒し、なかでもレヴァント貿易が停滞・縮小したが、

(4）例外的にバルト海貿易は輸入市場として著実に成長している。取引品目としては、まず輪出の場

合、繊維以外の国産製品・外来の植民地産品が急増する一方、伝統的な羊毛製品は後退し、その基

軸も 113来の紡毛製品から新興の椛毛製品へと移行した。また檎入の場合、高級者移品（飲料＠議維）

・植民地物産（砂塘 e態草）に加え、各種原料（捧鉄。木材＠蘇類）が一定の比重を保った。

次lこイギリスのロシア貿易を見れば（図 3）、まず輸入はイギリス輪入総額の成長と連動して世

紀中葉より急増し、ヨーロッパ産品輸入に占める叱重は l割に達する。対照的に輸出はイギリ

出総額の動向と相関せず停滞し、ヨ｝ロッパ向け翰出に占める地位も無視しうる範閣にとどまり、

このためイギリスの対露収支はほぼ一貫して入超を記録した。輪入品目では、大麻 hempがその強

靭性・酎水性から船舶装具（ロープ＠ケープ、ノレ）の原料として、亜麻設axはその柔軟性・弾力性

から家斑用品（シーツ・クロス）の原料として、持者の交織は船舶i乳布＠穀類碕袋の材料として、

いずれも累領アイノレランドの蘇織物業で高い需要をもち、イギリスは大麻＠亜麻輪入のヲ割以上を

ロシア市場に依存した（表 1）。なお蘇織物 linenについてはアイルランド製品が高い比重を占め、

ロシア製品の地位は低い。（5）次に木材は、商業革命・国際紛争に伴う民開高齢＠海軍鑑誕の増強、

都市人口の増加に伴う住宅建築によって需要が増大し、うちマスト用太柱ついては、北米植民地が

当初期待された供給墓地として機能しなかったため、運送経費の抵擦なデンマーク領ノノレウェーが

主な源泉として発達したが、その森林資源が枯渇した世紀中葉には東欧・口シアが供給地帯として

台頭した（函4）。なお建材＠家具向け木材、及び木炭を蒸留した防水塗料ピッチ＠ターノレについ

てもロシア市場が一定の比重を占める。（6）また棒鉄はコークス精錬法の普及に伴うパーミンガム製

＠金農工業の蕗進によって需要が急増し、世紀前半には良質棒鉄に対するイギリス海軍の選好か

らスウェーデン市場が圧倒的比重を占めたものの、世紀中葉には安価棒鉄に対する民間造鉛企業の

需要からロシア市場の地位が上昇した（園 5）。めなおイギリスは 1760年代に都市人口の増大＠食
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糧需要の高騰に伴い穀物自給。翰出留から穀物輸入国へと転換し（図 6）、以後東欧・ロシア市場

は穀物供給地帯としても機能する。｛宮｝他方、輸出品目の詳細は不明であるが、ロシアの気候条件に

適合した紡毛製品とともに、宮廷貴族の奪修需要・ベルシア向け再輪出を充足する椋毛製品・植民

地産品が一定の比重を占めたと推定される。以上の知くバルト海市場はイギリス高業革命の展開に

不可欠な各種 f船舶用品jnaval sto陀 s（麻類・木材・棒鉄）の供給地帯として機能し、なかでもロ

シアは旧来の東欧・北欧諸国を代替する有望な新興市場として期待されていたと言えよう。

② 毘シア海外繋易と

視点を転じてロシア海外繋易の動向を見れば（図 7）、輸出・翰入とも 18世紀中葉を通じて倍

増し、貿易収支は出超傾向を維持するとともに、その黒字総額は拡大傾向にある。。｝相手市場とし

てはヨーロッパ貿易が 9割以上を占めるとされ、東洋貿易は I割に満たない。（閉

まずヨーロッパ諸国との貿易活動は、（II）専ら海運能力で勝るヨーロッパ帝人によって媒介され、

バルト海藷港を出帆する外国商船の船籍内訳を見る寂り（園 8）、リガではオランダ商船、聖ペテ

ノレブルクではイギリス商船が中核をなす。相手市場の編成は資料的な制約のため間接的な情報から

類推せざるを得ないが、輪出貿易の場合、上記の船籍内訳から判断すれば、オランダ商船について

はフランスその他第三国向け輪出を考慮する必要があるものの、基本的にイギリス・オランダ両国

が二大市場を構成したものと推定される。また先に検討したイギリスのロシア産品輸入総額（ポン

ド）からロシアのイギリス向け輪出総額（ループ、引を逆算してロシア輪出総額と照合すれば（図

9③）、イギリスはロシア輪出貿易の 4劉を吸収する最大の仕向け先であったことが判明する。輸

入貿易の場合、同じくイギリスのロシア向け輸出総額からロシアのイギリス産品輸入総額を算出す

れば（図 9②）、イギリスの比重は 18世紀中葉に急務しており、したがってオランダ又はオランダ

商船の仲介する第三国が太宗を占めたものと思われる。品目構成の詳締も不明であるが、主要港湾

の断片的な統計から概観すれば、輪出品目の場合（表 2 • 3）、工業原料の大麻＠亜麻が 3割前後

を維持する一方、伝統産品の皮革 a 毛皮は l割未満まで急落し、むしろ麻織物・捧鉄が各々全体の l

脅iを占める有力産品へと成長している。また木材は、比護こそ 5%前後と低位ながら、世紀を通じ

てその水準を維持した。輪入品目の場合（表4 • 5）、羊毛製品が一貫して築頭である一方、金属

製品の急務＠染料の上昇が顕著であるが、これらは冶金工業＠織維工業の勃興を示唆している。飽

に宮廷貴族の需要から者移的飲料＠績民地産品が安定した地位を維持した。

以上の概要を踏まえ、個々の取引品目について取引総量＠取引拠点＠相手市場を確認しよう。

まず輸出品目を見れば、主力産品の蘇類は（関 10）、 3割が大蘇、 6割が亜蘇から成り、いずれ

も輪出総量は倍増したが、搬出拠点としては、護士震を好む大蘇の場合、主要産地の内陸地帯（ベ

ラルーシ＠ウクライナ）を控える翠ベテ／レブ、ノレクが、軽土質の適する亜麻の場合、生産拠点のバル

ト海沿岸地替を擁するリガが、それぞれ基斡をなす。輪出相手としてはオランダが一定水準を維持

する反語、イギリスが急増して過半を占め、またフランス市場も登場している。

段低く、国際市場におけるオラン夕、完成品（燐織物）、シュレジェン半製品（麻糸＠麻布）、ロシ

ア原料（大蘇＠藍蘇〉、という浮列関接、が定着している。｛ロ）次に木材は（菌 11)、

傾向にあるが、国擦紛争が勃発した 17特.50年代には敵国向け供給を警戒するイギリ

よって半減している。

ルラントを控えるリガ、及び撃材 hardwood（広葉嶺）の産地フィンランド湾岸を臨むナルヴァが

り、仕向け先としてはオラン夕、が首位にあるが、世紀中葉にはイギリスも上昇した。（13)

（密 12）、ウラノレ鉱山関発を背景に急速に輪出能力を高めたが、その搬出は水利。



鳥取大学大学教育総合センター紀要第 4号（2007) 5 

体系によってウラル地方と連結する聾ベテノレブ、ノレクが独占し、仕向け先としてはイギリスが 90% 

以上を占める。例穀物は（図 13・表6）、世紀中葉には不規財な輪出を示すにすぎず、搬出拠点と

してはポーランド穀倉地帯を控えるリガが、仕向け先としてはオランダが、それぞれ重要である。

（防総じてリガは重量・安価な蕗品（木材・穀物）のオランダ向け供給地帯として、聖ベテノレプノレ

クは戦略物資（大麻・棒鉄）のイギリス向け輸出拠点として、それぞれ成長したと言えよう。

また輸入品目に関しては、まず織維製品は（関 14）、大半が羊毛製品から成り、その基軸は高値

な上質織物から安価な並質織物へと移行するが、いずれも聖ペテノレプルクがヲ割を吸収する。相手

市場としては、並質織物の場合イギリスの独市状態にあり、上質織物の主軸もオランダからイギリ

スへと移行した。（凶｝なお非毛織物はオランダが優位を保ち、その品議はオランダ経由の東洋産品

（絹・綿織物トフランス製品（絹織物）と推定される。（Iη 次に構民地産品は（図 15）、国際紛争

に伴う変動を受けながらも一定水準を維持し、撮入拠点としては聖ベテルブ、ノレクの比重が高く、供

給源泉としては世紀中葉までオランダが首位を占めたものの、以後イギリス＠プランスも台頭して

いる。（18）また葡萄酒は（図 16）、短期的に変動しながらも傾向的に上昇し、受入拠点としては聖ベ

テルブルクの割合が高く、輸入市場はフランスが基軸をなす。｛問かくして輪入貿易の拠点が聖ベ

チノレブルク一極に集中するなか、繊維製品＠植民地産品の供給をめぐってイギリス＠オランダが競

合する一方、葡萄潜に関してはフランスが独占体制を構築し、三国の競合状態を確認できょう。

次にアジア諸国との貿易関係としてベルシア＠黒海貿易に付言しておこう。まずカスピ海北岸の

港湾都市アストラハンを拠点とするベルシア貿易は、ロシア商人＠アルメニア商人によって遂行さ

れ、（20）純粋なロシア外国貿易としての側面とロシア領内を通過する東西中継貿易としての側面が

混寵している。まず輸出商品としてはロシア産品の毛皮・粗質安価毛織物＠金属製品に加え、ヨー

口ッパ工業製品・植民地産品、とりわけオランダ＠イギリスの染色z 仕上げ済上質毛織物＠各種染

料が一定割合を占め、また輪入高品は生糸・縞織物＠綿織物＠高級皮革＠鏑・宝苓＠米穀 e果実か

ら成るが、これらはロシア国内で禅費されるほか、ヨーロッパ市場にも再輸出されている。貿易収

支は擁ね蒜字額向にあり、ペルシア貿易はヨーロツノミカ瓦らアジアへの国際的な銀移動の迂回路を構

成していた。（21）対照的に黒海地方は fオスマン帝層の湖jOttoman Lakeとして世界市場から隔離

され、オスマン臣民たるギリシア蔚人が貿易活動を独占し、なかでもルーマニア両国（モノレダヴィ

ア＠ワラキア）は帝都コンスタンチノープノレ向け食糧供給基地として機能した。 18世紀にはフラ

ンス重商主義のレヴァント進出とエジプト太守の分離傾向によってオスマン帝国の地中海覇権が動

揺したため、オスマン政蔚は帝国経済の生命殺としてルーマニア穀物貿易を中核とする黒海独占体

制の再編・強化を志向しており、ロシア商人の黒海貿易は密難な状況にあった。間

最後に海外貿易の成長に伴う産業構造の編成を見れば、まず農業部門の場合、一次産品輪出の成

長が市場向け生産を刺激する一方、審修品翰入の｛申張は宮廷貴族の家計支出＠貨幣需要を拡大し、

農奴労働に立脚する領主経済を促進することになった。ただし貴族階級は土地＠農奴保有の代欝と

して軍隊・官庁勤務を義務付けられ、自弓所領lこ常駐して集約的な直接経営を実擁するのは図難で

あったから、地代収入を拡大する手段としては主に農地面積の量的拡大 e 鍵幣地代（オプ、ローク）

の年額引上を選好している。この結果 18世紀中葉を通じて農民逃亡が頻発し、なかでも 1749• 54 

年の凶作に伴う離村額向誌深刻な社会問題となった。（怒）次に工業部門の場合、織維製品の流入が

国内産業の育成を阻害した反語、船舶用品輸出の拡大は廓織物業＠冶金工業の成長を刺激し、また

ペルシア生糸輪入の増大は結畿物業の勃輿を促した。経営形態としては農奴労働に基づく

マニュファクチュアが発達し、有力貴族の経営する世襲領マニュファクチュアに加え、商業資本の
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題8：ロシア出競鎗鮪（鉛籍内訳）
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圏13：ロシア穀鞠輪出（パJレト薬事経由〉
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大蘇（cwt) 亜 麻 （cwt)

平均総量 ロシア % 平均総量 ロシア % 
1753 - 57 316,510 272,499 86.1 
1758 -62 306,069 283,296 92.6 
1764 -69 296,005 273,837 92.5 136,689 125,824 92.1 
1770 -74 379,082 363,904 96.0 126,800 107,366 84.7 
1775 - 79 364,670 351,655 96.4 135,828 113,534 83.6 
1780 - 84 379,996 376,092 99.0 114,285 97,507 85.3 
1785 - 89 380,148 369,904 97.3 149,287 126,761 84.9 
1790 -94 502,296 483,252 96.2 162,251 131,524 81.1 
1795 -99 571.276 560.080 98.0 172 052 130 677 75.9 

麻織物（£）
平均総額 ロシア ； 払 ドイツ： % アイルランド ：弘

1700 954,242 11,271 : 1.2 562,603 59.0 9,573 LO 
1730 1,148,487 47,908 4.2 696,793 60.7 131,018 11.4 
1755 1,189,678 116,949 9.8 523,632 44.0 377,549 31.7 

1772 -74 1,342,269 147,663 11.0 352,562 26.3 654,229 48.7 
1775 - 79 1,133,920 131,617 11.6 289,156 25.5 655,598 57.8 
1780 84 1,125,137 119,596 10.6 296,092 26.3 648,440 57.6 
1785 89 139,981 
1790 -94 131,841 
1795 - 99 201 236 I 

〔典拠〕 H.H. Kaplan，“Russia’s Impact on the Indu柑 ialRevolution in Great Britain during the Second 
Half of the 18th Century: The Significance of International CommerceヘForschungenzur osteurop必

ischen Geschichte, Bd. 29, 1981, pp. 51・52,55; A. Kahan, op. cit., pp. 203” 205, 214網 215；馬場哲

『ドイツ農村工業史一一一プロト工業化・地域・世界市場一一』東大出版会 1993年、 110頁。

2：口シア輪出欝易（品盟内訳〉 （%） 

品目 農業産品 酪農関連産品 林業 加工製品 その他
大蘇 i亜麻 蘇議 穀物 計 獣脂 皮革 計 産品 蘇布 棒鉄 計

1710 34.4 I 3.3 0.04 2.9 37.8 11.4 39.0 50.4 5.1 3.3 0.0 3.3 0.6 
1745 23.3 23.5 4.5 
1747 35.6 17.5 6.1 
1751 22.8 19.3 9.7 
1752 31.6 14.2 16. 
1755 31.3 21.8 14. 
1769 18.8 I 11.3 3.5 16.9 5む.5 5.0 7.5 12.5 4.5 13 2.8 9.7 
1793 20.2 I 12.6 3.4 6.9 43.1 11.3 6.8 18.1 4.2 10.2 22.2 12.4 
〔典拠〕 A.Kah加， op.cit., p. 168; B. H.ヤコフツェアスキー（石川部男訳）『封建農奴制ロシヤにおける麗人資

本J未来社 1956年、ヰ9頁。

（品爵内訳）

(1,000ノレーブリ・%）

鉄 I その他
6 c20.4) I 2吟532(35.5) 

51 c21.2) I 3.357 (40.6) 
I.671 (16.8) I 3.769 (38.1 
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ノ勺レト 自海経由 蓮寺位fiけτ 計

小麦 大変 ライ麦 空室と 小麦 ライ棄 轟努 小討 小麦 う亡参 ライ麦 小言
1701 10 0 0 0.063 0.063 1.7 0.221 3.452 。3.673 98.3 。。。。0.0 3.736 100.0 
1711 -20 0.097 1.485 25.765 。27.347 29.0 4.781 62.259 。67.040 71.0 。。。。0.0 94.387 100.0 
1721 30 0.006 0.295 12.518 0.122 12.941 100.0 。 。。 。0.0 。。。。0.0 12.941 100.。
1731 -40 5.190 13.497 89.260 0.126 108.073 88.1 。14.538 。14.538 11.9 。。。。0.0 122.611 100.0 
1741 -50 2.979 2.428 31.779 。37.186 72.5 2.000 12.115 。14.115 27.5 。。。。0.0 51.301 100.0 
1751 -60 0.451 1.662 14.438 0.210 16.761 45.4 。20.157 。20.157 54.6 。。。。0.0 36.918 100.0 
1761 70 12.221 7.394 149.695 6.309 175.619 85.9 13.266 15.447 0.015 28.728 14.l 。。。 。0.0 204.347 100.0 
1771 -80 65.430 23.824 253.260 12.647 355.161 71.4 35.033 106.875 0.069 141.977 28.51 0.182 。。0.182 0.0 497.320 100.01 
1781 -90 40.158 ~~：~~； 226.729 27.224 314.363 79.5 20.771 45.436 0.298 66.505 16.8 14.136 0.005 0.314 14.455 3.7 395.323 100.0 
179ト1800 87.255 188 672 10.336 335.608 75.8 20.915 0.030 1.064 22.471 5.1 77.277 4.246 3.150 84.673 19.1 442.752 100.0 

ト4

心3

〔典拠〕 A.Kah舶， op.cit., pp. 169・170,172働 175.
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農奴購入に立脚する商人マニュファクチュア（ヤロスラヴリ商人 I・D・ ザトラペズノブ Ivan

Dmitrievich Zatrapeznovの亜麻織物工場、 N・ デミドフ Ni対話 Demidovのウラノレ鉱山・治金工場）

が輿蜂している。なお一部の農村地帯では小藷品生産者の両極分解と自自な契約労働に立脚する本

来的マニュブァクチュア（ウラジミール県イヴォノヴォ村の亜麻織物工場）も発生した。（24)

(2）ヨーロッパ国際政治とロシア外交関儀

① ヨー毘ツパ主要列強とロシア

18世紀中葉の二大紛争においてエリザヴェータ女子智時代のロシアは独自の外交政策を展開し、

国際政治における存在意義を高めている。まずオーストリア継承戦争では、英壌同盟＠仏普同盟が

対立するなか、ロシアは基本的に中立を維持したものの、 1742年.47年の英露関盟・ 1746年の壊

露同盟によって戦争末期の 1748年よりフランスに宣戦し、イギリスに有利な講和条約の成立に貢

献している。｛お）次に七年戦争では、同盟体系の再編（口外交革命）によって英普同盟・仏壊問盟

が敏対するなか、ロシアは 1756年の仏露関盟.1757年の壊露関盟によって仏壊両国と提携し、プ

ロイセンと交戦した。続くピョートノレ三世（主位：蕗暦 1761年 12丹 25日… 1762年 6月 29s) 

の場合、 1762年 4月 24日（5月 5告）の聖ペテノレブ、ノレク条約により一転して休戦＠撤退し、その

後の戦祝（仏壊劣勢＠英普攻勢）と七年戦争の帰趨を左右している。間以上の如く口シアは勢力

均衡体系の重要な一角として機能し、以後列強はロシアの動勢に多大な関心を払うことになる。以

下、エカチェヲーナ二世の即位前後における国際関係、の枠組を確認しよう。

まずフランスの場合、国王ノレイ十五世（在位： 1715- 74年）の愛人ポンパドウーノレ夫人（1721

64年）と癒着するショワズーノレEtienneFrarn;ois Choiseul （外務郷： 1758-61年＠睦軍＝海軍郷

: 1761 - 66年・外務＝睦軍郷： 1766- 70年）が国務会議の実権を握り、従兄の外務卿プララン

CesaトむabrielPraslin （在任： 1761-66年）とともに外交政策を主導した。ショワズーノレは英普開

国の興隆に対抗するべくブ、ノレボン＠ハプスブノレク同盟を保っとともに、海外領土を縮小するなか蕗

インド費易・レヴァント貿易を死守するべく、スペイン王国とのブルボン連合を強化する一方、オ

スマン帝国との友好関係を維持し、いわゆる f南方体総JSouthern Systemの形成に努めた。加え

てバルト海方面ではスウェーデンの親仏派閥を支援し、かくしてオスマン帝国からハプスブ、ルク悲

国＠ポーランド・ザクセンを経てスウェーデンに至る f東方障壁Jbarriるrede I' est/ Eastern hηier 

の再建を志向しており、実費的にロシア包間体棋を構築している。（幻｝

次にオーストリアの場合、マリア＠テレジア（在位： 1740 -80年）・フランツ一世（在位： 1745 

-65年）の共同統治のもと、宰相カウニッツ WenzelAnton Kaunitz （在任： 1753-92年）が外交

政策を牽引し、語数プロイセンに対抗するべくハプスブノレク＠ブノレボン両家の紐帯を維持した。し

かしながら中欧での覇権回復が難航するなか、領土拡張の方向としては以後ハンガリー・バルカン

方童話に活路を見いださざるを得ず、この点で古来オスマン常国と友好関係を維持するフランスとの

同盟関係、は根本的な矛震を内包していたと言える。バルカン進出の後震としては、同じく南下政策

を展開してオスマン帝国と対立するロシアとの軍事同盟がむしろ必要であった。（28)

他方イギリスでは、イギリス生まれの国王ジョージ三世（在位： 1760- 1820年）の部位によっ

て王室のハノーヴァー利害を動機とする大陸外交が後退する一方、議院内閣の整備によって基幹産

業の経済科書を考醸した対外政策の展関が原則となった。｛問このため歴代内閣は、北米植民地に

対する経済統制を強める一方、ヨーロッパ大陸では、戦路物資の調達源泉であるパノレト海貿易を維

持する観点から、またフランスのブルボン連合＠南方体制に対抗する意味から、北欧・東欧諸国と
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の友好関係に専心した。なかでもロシアはイギリス最大の鉛舶用品輪入市場にしてフランス包囲に

不可欠な睦軍大国である一方、イギリスはロシア最大の輪出相手にしてヨーロッパ髄ーの海軍国家

で、あったから、両国は相互の経済・政治利害が一致する f天然の同盟相手jNa加ralAlliesとみなさ

れた。既に七年戦争時代においてデ、ヴオンシャー内閣 Devonshire（在任： 1756-57年）＠ニューカ

スノレ内閣Newc部 tie（在任： 1757-62年）の北部担当毘務大臣W・l::°ット William P協は、植民地

戦線に兵力を集中する必要から英露関係の維持に努め、 1758年に英露関盟が失効したにもかかわ

らず、藤代の駐露大捷C・ ハンパリ一口ウィリアムズCharlesHanbury” Williams （在任： 1755-58 

年）及びR・ ケイツ Robert Keith （在任： 1758- 62年）を通じて中立関係を確保している。戦後

もピュート内閣 Bute（在任： 1762- 63 年）の北部担当国務大臣G• グレンヴィル George むrenville

及び後任ハリファクス Halifaxが英露関係を重視し、新たに駐露大使3・バッキンガムシャー John

Buckinghamshire （在任： 1762-64年）を派遣して同盟関係の更新を交渉している。｛拘

またプロイセン国王フリードリヒ二世（在位： 1740- 86年）は、周知の如く中欧覇権＠シュレ

ジェン領有をめぐってオーストリアと対抗する一方、新たにプランヂンブノレク＠プロイセンの連結

ポーランド領土の接収）とケーニヒスベノレクの海外貿易をめぐってザクセンと対立を深めてい

た。ザクセン選帝侯国はポーランド主題と同君連合（ザクセン朝： 1697 - 1764年）を形成し、当

時はザクセン選帝侯アウグスト三世 August III （在位： 1733- 63年〉がポーランド国王に即位し

て強力な軍事。財政改革を展開する一方、港湾都市ダンツィヒを領有してその貿易活動を推進し、

プロイセンを政治的。経済的に圧迫していたのである。しかもその三男カーノレ＠クリスチャンKarl

Christi加（在位： 1740- 62年）はポーランド王国に臣従するクールラント公国の君主に部位し、

同国のリパウ Libau＠ウィンダウ Windau跨港もパノレト海における不凍港の北限として重要な商業

機能を果たしていた。フリードリヒ二世はザクセンココポーランド連合を包圏する手段として英露両

国との同盟関係を模索したが、なかでもロシアの場合、かつてアンナ女帝がクーノレラント公妃（1710

-30年）を、その寵臣E • J .ピロン ErnstJohann von Biron ( 1690 - 1772年）が公国君主（在位

: 1735-40年）を務めた経緯から、クーノレラント問題をめぐって緊密な連携が期待された。（31)

② パJレト議議題とロシア

バルト海諸国との関係を理解するには、ホノレシュタインz ゴットノレプ公爵とロマノブ皇家との関

係、を把握することが必要である。ピョートノレ大帝は北方戦争（1700- 21年）において軍事作戦と

ともに間盟＠婚娼政策によってスウェーデ、ン包盟体制を構築し、 1724年にはホノレシュタイン公国

君主カール e フリードリヒ Karl Friedrichコエロマノブ皇女アンナ e ベトローヴナの縁組が成立した

が、その長子力一ノレ＠ベーター・ウノレリヒ KarlPeter Urlich ( 1728 -62年：露名ピョートノレ＠ブヨ

ードロヴィチ PetrFedorovich ・後の皇帝ピョートノレ三世）は、 173ヲ年よりホノレシュタイン公留君主

に即位する一方、 1761年 12月（1762年 1月）には口シア皇帝ピョートノレ三世として郎位し、ここ

にホノレシュタインz ロシア開君連合が成立している。しかも皐活エカチェリーナ＠アレクセーヴナ

主katerina Alekseevna ( 1729 -96年：後の女帝エカチェリーナ二世）は母方の実家がホノレシュタイ

ン公家であり、また皇太子パーヴェ／レPavelPetrovich ( 17 54 - 1801年：後の皇帝パーヴェノレ一世）

はホノレシュタイン公留の次期公位継承権を保持したから、ホノレシュタインはロシア皇室の撞国＝「ロ

シア販のハノーヴァーJとして機能し、この事実が北欧外交に少なからぬ影響を与えた。（め

まずデ、ンマーク 1 ノルウェ一連合王留の場合、国王ブレゼリク五世FrederikV （在｛立： 1746…66

年）はバルト海貿易の要衝ズンド海峡の支記をめぐって寵敷スウェーヂンと対抗する一方、北方戦

争時代に占領したシュレスヴィヒの帰属をめぐって隣爵ホノレシュタイン公爵と対立しており、した
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がってホノレシュタイン公国と連合するロシアとも敵対関係にあった。現にピョートノレ三世は部位後

間もなくデンマークに対するシュレスヴィと奪回戦争の準備に着手している。（お｝

またスウェーデン王国の場合、国王アドルフ・プレードリック Adolf Fredrik （在位： 1751-71 

年）はホノレシュタイン公園の出身で、ピョートノレ三世の実父の従兄・エカチェリーナ二世の伯父に

該当し、王妃ノレヴ、ィーザ・ウノレリカ LouisaUlrikaはフリードリヒ二世の実妹であったから、王室に

関する限りスウェーデ、ンは普露両国の君公と親或関係にあった。しかしながらスウェーデ、ンは北方

戦争に伴う 1721年の二スタット条約でバルト海南岸一帯を普露両国に割譲し、また瑞露戦争（1741

-43年）に伴う 1743年の才一ボ条約ではフィンランド湾岸北部（キュミ河以東）を喪失したため、

一般にロシアに対する国民感情は低調で、あった。しかもスウェーデンでは、 1720年憲法（「新教法

体jConstitution）を基礎とする「自由の時代j Age of Liberty ( 1720 -72年）において、君主権力

の制限・：£思議会の優位が保証され、外交政策の策定においては王室の家内利害よりも議会多数派

の意向が重要な意味をもっていたが、当時の王国議会では、ロシアとの友好関係・平和外交を志向

する穏健派メッサ党が後退し、ロシアへの復欝戦争・失地回復を主張する強硬派ハット党が蕗進し

ていたため、ロシア包間体制を構築するべくフランスとの協調外交が推進された。（対）

なおハノーヴァー選帝侯留はエノレベ河を挟んでホルシュタイン公国と隣接し、したがって前者の

向君連合イギリスと後者の同君連合ロシアとはそれぞれハノーヴァー・ホルシュタインを防衛する

べく相互の動勢に留意してきた。しかしながら国王ジョージ三世が即位するに及び、ハノーヴァー

＠ホルシュタイン問題は英露関係の焦点から後退している。

③ 才スマン帯留とロシア

オスマン帝国は 17世紀末より 18世紀高官半にかけて黒海＠バルカン半島への進出を図るロシア・

オーストリア両国と一連の戦争を展開している。この過程においてオスマン帝国はハンガリーこそ

喪失したものの、レヴァント貿易の振興 eハプスプ、ノレク帝国の包囲に専心するフランスとの紐帯を

維持し、依然として黒海沿岸に対する支配体制を維持していた。その後オーストリア継承戦争期に

はオスマン帝国がペノレシア戦争（1742- 46年）に従事する一方、七年戦争期には壊露両国ともオ

スマン帯留の友邦フランスと同盟したため、オスマン三世（在位： 1754 - 57年）・アブメット三

世（在位： 1757一昨年）治世前半を通じて露土関係は例外的に平和な時代を経験した。間

とはいえ来るべき露土戦争に備えた同理交渉が試みられていたことは注隠される。すなわち、オ

ーストリア継承戦争期の 1747年英露関盟に際しては、露土戦争に対するイギジスの資金援助が交

渉される一方（ただしイギリスの拒否で挫折）、七年戦争期の 1757年仏露関盟においては露土戦争

に対するフランスの資金援助が約束され（ただしプランスの拒否で撤回）、さらし一一

した壌露関盟（1746・57年）は基本的に対土戦争における共同歩調を確認していた。｛お）ピョート

ノレ三世の即位に伴う仏露関盟の破棄によって対土戦争を阻害する条件は解消されたが、しかしなが

らオスマン帝国がブ、ルボン連合を基軸とする甫方体制の一角を占め、また対露戦争における

盟邦オーストリアが仏壌同盟を通して甫方体苦手！と提携している以上、ロシアが対土戦争に着手する

にはi者方体制に対読する独患の問盟体系を整備してゆく必要があったと言える。

アンナ女帝＠ウオノレポール政権時代の 1734年英露通商条約は、エリザヴェータ女帝＠カートレ

ット内閣時代の 1742年英露関盟＠付帯条項で更新され、 18世紀中葉における英露両国の経済的な
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バルト海貿易・政治的な対仏包囲体制の基盤として機能した。当該条約は、形式的には双務的な互

恵条約の体裁を示す反面、実費的には片務的な不平等条約の性格を内包している。｛問

まず両国は相互に最恵国待遇を承認し、それぞれ相手国の商人に対して自国領内での自由通商を

保証するが（第2条）、現実にはイギリス商人がその圧倒的海運力によってバルト海貿易を牽引し、

ロシア商人の媒介がほとんどなかった以上、当該条項の患恵は専らイギヲス商人の享受したと言え

る。なお当該条項の適用範囲は両国の保脊するヨーロッパ領土に限定され、イギリス蔀人の露領ア

ジア費易・ロシア商人の英領植民地貿易は禁止されたが、例外としてイギリス商人はロシア経由ペ

ルシア通商の特権を認められた（第 8条）。またイギリス商人はロシア国内において現地商人と対

等な輪出関税のみ負担した一方（第4条）、ロシア蕗人はイギリス領内において 1660年の続権条令

が規定する差別税率を適用された。さらにイギリス寵人は園内通貨ループ、リでの関税納入を承認さ

れ（第 5条）、！日来通り国際通貨ターレノレでの関投納入を義務付けられたオランダ商人に対して鐙

位に立っとともに、イギリス羊毛製品に対する口シア輸入関税には一定の上限が設定され（第 27

条）、ロシア市場をめぐるプロイセン・フランス製品との競争でも有利な立場を確保した。以上の

優遇措置を挺子にイギリスはバルト海貿易を推進し、ロシア市場の独占に成功したのである。（38)

しかしながらバルト海貿易が発展するに伴い、ロシア圏内ではイギリス商人の独占体制と通商条

約の片務規定に対する批判が次第に高まった。なかで、も輪出貿易iこ従事する翠ペテルブルクの蕗業

資本、及び農奴労働に立脚するマニュブァクチュア企業は、 1760年以降エリザヴェータ女帝に対

して陳情を提出し、ロシア商人は対外関税。内国組税・各種公課を負担するのに対してイギリス薦

人は同率の対外関税しか納付しないこと、ロシア領内におけるイギリス商人相互の直接取引（現地

商館による産品質付・卸売と貿易商人によるその購入・対外輪出）がロシア商人の国内商業＠貿易

活動を阻害していること、イギリス羊毛製品への優遇税率がロシア国内産業の発展を圧迫している

こと、以上の如き通商条約の弊害を指摘しつつ、通商条約の早期改正を訴えた。側

他方でイギリス商人も 1734年の通高条約に対して不満を強めていた。まず当該条約は両国のヨ

ーロッパ領土全域を対象としたが、港湾都市リガは自治特権によって当該条約の適用を免除され、

1756年の f通商規制j Trading Ordinanceも独自の関税＠通商制度を認めており、このためリガにお

いてイギリス商人は一連の通商特権を行使できず、むしろオランダ詣人が伝統的な取引関係を基盤

に復位を保った。しかし穀物輸入が拡大するにつれ、イギリスにとって穀倉地帯を控えるリガとの

通商関係は死活問題となり、リガにおける通識障壁の撤廃＠通商条約の適用が要請された。側ま

た当該条約はイギリス商人のベルシア通商を承認したが、ペルシア国境の緊迫に伴いエリザヴェー

タ女脅は 1746年の勅令によってこの特権を禁止したため、その撮回とベルシア通商特権の回復も

重大な課題とされた。（41）かくしてロシア会社総裁R・ ネトノレトン良め側Nettleton（在任： 1749-74 

年）は、ピュート内閣に対して弊害是正＠条約改正を求める組織的な諜構を展開する。

② 条約故正交惑の開始

1742年の英露関盟は 1758年に満了したが、エリザヴェータ女帝は 1759年雪月 1813 (2予防の

勅令によって通商条項の失効を猶予し、 1734年の通商条約は従来通り機能した。しかし七年戦争

末期において英露両国ともそれぞれ対仏＠対普戦争を展開するなか、両国i立政治的に相互の中立維

持に腐心する一方、経済的にはロシア政府が輪出貿易の拡大と戦時財政の再建を、またイギリス政

府は木材議入の維持と海軍鑑援の増強を志向し、正式な条約改正 e更新に向けて交渉を開始する。

まずエジザヴェータ政府は 1761年号丹に改正原案を提示し、イギリス商人に対する最恵国待遇

の撤廃（第 2条〉、英露醸人に対する平等な輪出関税の廃止、及びロシア領内におけるイギリス寵
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人相互取引の禁止（第 4条）、相手国の敵対諸国に対するど需物資（兵器・弾薬）の輸出禁止、及

び民需物資（大麻・亜蘇・帆布・捧鉄＠穀物）の輸出許可、禁輸規定に違反しない船舶に対する不

法傘捕の禁止（第 8・9・11・12条）、以上を提案しており、総じてイギリス商人の独占体制を打破

してロシア商人の貿易活動を支援する方針を示した。続く新帝ピョートノレ三世は、ヂンマーク戦争

を準備するなか、通高条約の付帯条項としてデンマーク包囲同盟の締結さえ要求している。これに

対してピュート内閣・北部担当国務大臣G・ グレンヴィノレは 1761年 11月に対抗草案を示し、イギ

リス商人に対する最恵国待遇の維持（第2条）、ロシア領内におけるイギリス海人相互取引の自由、

ロシア領内での英露商人に対する平等課税の維持、及びイギリス領内でのロシア蔀人に対する統権

条令の適用（第4条）、ロシア領内経由ベルシア貿易特権の回復（第8条）、及びロシア領内経由ベ

ルシア向け再翰出品に対する輪入関税の一部払戻（第 10条）、敵国向け禁輸品目の拡充と船舶マス

ト用木材に対する禁輸規定の適用（第 9条）、ロシア蕗人の債務不履行に対する訴訟制度の改善（第

沙・ 20条）、総じてイギリス商人に対する優遇措置の維持・強化を要求している。｛明

かくして両国の利害は鋭く対立し、その調停はエカチェリーナ二世時代まで持ち越された。
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〔E〕支母体制の蒋鐘

次にエカチェリーナ二世帝権の史的投格・統治構造を確認しよう。 18世紀ツアーリズム国家の

性格規定をめぐって、一般に113ソ連学界の階級史観は貴族身分（ドヴ、オリャンストヴォ Dvoryanstvo)

の土地利害を代弁する地主国家 er農奴主国家J.「貴族帝国J）として把握し、名門貴族（ボヤー

リン Boyarin）の割拠する近世モスクワ公園からブノレジョワジーの台頭する近代ツアーリズム国家

への転換過程に位置する段階的性絡を強調する。対して歌米学界の行政史学の場合、むしろ国家独

自の運動法員ljに立脚した f官僚絶対主義jBureaucratic Absolutism ( R • E ・ジョーンズ）ぺ規律国

家j Well Ordered Police State ( M ・ラエフ）の萌芽を認め、 18世紀ヨーロッパ世界に留有な f軍事

・官僚国家iMilitary Bureaucratic Monarchyの一角として同時代的性格を重視する傾向にある。 ω

かかる研究動向を踏まえ、当該期における貴族勢力の動向とツアーリ権力の構造を概観しよう。（2)

( 1)驚族勢力の動向

① 守！日勢力の残存

1762年 6月 28日（7月 9日）の政変によってピョートノレ三世は失脚し、 ドイツ出身の皇后エカ

チェリーナが女帝ヱカチェリーナ二世として即位する。その際、地の新帝候補としてはロマノフ皇

室の血統を継ぐこ人の男子、すなわちエリザヴェータ女帝の政変に伴い廃位・幽閉されたイヴァン

六世Ivan IV (1740 -64年・在位： 1740-41年）、及び自身の長子たる皇太子パーヴェノレ、両名

が存在した。（3）エカチェリーナ二世は対立候補を牽制するため支配体制の確立を急ぎ、政変に荷担

したエリザヴェータ女帝・ピョートノレ三世時代の宮廷貴族を高級官僚として継続任用している。

まずエヲザヴェータ女子者時代の勢力は、一般にピョートノレ三世から冷遇されたためヱカチェリー

ナ二世への期待も強く、その支持基盤として機能した。まずA・P・ ベストゥージェブココリユーミ

ンAlekseiPetrovich Bestuzhev綱 Riumin( 1693 - 1766年）は、説宰棺 Vice-Ch加 cellor(1741一科年）

＠宰相 Chancellor( 1744 - 58年）を歴任したが、 1756年に皇太子妃エカチェリーナの却｛立を画策

して失脚・服役しており、同妃の帝権獲得によって政界に復帰している。（のその甥M・N・ ヴオノレ

コンスキー MikhailNikitich Volkonsky ( 1713 -88年）は、伯父の後盾で外交鏡節（1742年オスマ

ン特使・ 1746年ポーランド特使）を務めたが、伯父の患赦をめぐってピョートノレ三世と対立を深

め、間帯の廃位を支援して女帯から信頼された。｛のまたY・P・ シャホブスコイ Yakov Petrovich 

Shakovskoi ( 1705 -77年）は、宗務院総長（1741- 53年ト参謀本部識遠局長（1753- 60年ト

検事総長 Procurator鴫 General( 1760 - 62年）の要職を歴任して財務行政に譲れ、ピョートノレ三世時

代の更迭を経て公務に復帰している。（6)

なおエリザ、ヴェータ時代以来一貫してその地位を維持した宮廷貴族も存在する。まず武官貴族p

. s .サノレトゥイコブ PeterSemenovich Saltykov ( 1698 - 1772年）、（η及びP・A・ ノレミアンツェ

ブPetr Aleksandrovich Rumiantsev ( 1725 -96年）は七年戦争の実績を評価され、国防の観点から

続く諾者に重用された。（めまたウクライナ貴族K・G・ ラズモアスキ－ Kirill Grigorevich Razmovsky 

(1728 - 1803年〉は、寵臣A・G・ ラズモアスキ… AlekseiGrigorevich Rasmovsky ( 1709 -71年）

の実弟として科学アカデミー会長（1746- 65年トウクライナ総督（1750- 64）を務めたが、帝

位の交代にかかわらずその地位を保っている。｛ヲ）文官貴族A・V・ オノレスフェア Adam V asilievich 

Olsufev ( 1720 －斜年）もその学識 e 実務能力を評価され、官房長官邸rectorof Cabinet ( 1758ー斜

年）の職務に生渡留まった。 (10）逆にエリザヴェータ時代に輿隆したシュヴァーロフ兄弟は急速に

没落しており、警視総監A・ I ・シュヴァーロフ AlexanderIvanovich Shuvalov ( 1710 -72年ト通
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商官僚P・I.シュヴァーロフ Pe汀 (1711- 62年）が引退・逝去する一方、従弟の寵臣 I• I • 

シュヴァーロブ Ivan(1727 -97年）もフランスlこ亡命している。（叫

次にピョートノレ三世時代の勢力としては、ベストゥージェブを更迭した後任宰相M ・I・ ヴォロ

ンツオフ Mi泊ailIllarionovich Vorontsov ( 1714 -67年・在任： 1758-67年）、（めその推薦で駐英

大使（在任： 1755-62年）から栄転した語lj宰相A・M・ ゴリツイン AleksandrMikhailovich Golitsyn 

(1723 - 1807年・在任： 1762- 75年）、｛問シャホブスコイを継承した検事総長A • I ・グレヴ

オフ AlexanderI vanovich Glebov ( 1717 -90年・在託： 1762-64年）、（14）以上は政変への態度が畷

昧で、あったが、いずれも当面欝任している。またD ・V・ ヴオノレコブ Dmi汀iiV asilevich Volkov ( 1718 

- 85年）は、ヱリザヴ、ェータ女帝時代における宮廷会議＠商業委員会での功績によって、ピョー

トノレ三世から腹心の枢密顧問 Privy Secretary ( 1762年）として抜擢され、そのためエカチェリーナ

二世の警戒を受けて辺境のオレンブ、ノレク副知事（1762- 63年） ~こ左遷されたが、その行政能力 e

経済見識を評備されて工業参議会長官（1764-76年）に就任している。（路｝最後にドイツ人将校B

. c .ミュニッヒ Bur財閥dChristoph von Milnnich ( 1683 - 1767年）は、アンナ女帝時代の菌防参

として露土戦争（1736- 39年）を指揮したものの、幼帝イヴァン六世時代に政権掌謹を

画策して失脚し、エリザヴェータ時代には高lj宰相ベストゥージェブによってシベリア流荊に処され

ていたが、親普派の新帯ピョートノレ三世の部位に伴い私設顧問に登用され、続くエカチェリーナ二

世時代にも軍事・国訪問題の識者として強い発言権を保持した。州

② 新鍵勢力の台頭

エカチェリナ二世は並行して有力貴族の家門利害に拘束されない独自の支持基盤を追求し、無名

の中流貴族から有能な人材を発掘することに努め、この結果新たな宮廷派閥が撃場している。

第一の勢力は将校G・G・ オノレロブ GrigoriiGrigorevich Orlov ( 1734 -83年）及びその兄弟であ

る。 G・G・ オノレロブは皇太子妃時代における女帝の愛人であり、政変前夜の 1762年 4月には私

生児A・G・ ボプリンスキー AlekseyGrigorevich Bobrinsky ( 1762 - 1813年）さえ誕生していた。

オノレロブは僚錫女帝との正式な婚姻を通じた支配権力の掌握を志向してクーデターを先導し、その

兄弟関名（長兄イヴァン Ivan＠三男アレクセイ Aleksei・西男ブヨードノレ Fedor・ 末弟ウラディミー

ノレVladimir）拾いずれも軍部要職iこ登用され、郎位当初における女帯の支配体制を支えた。 (17)

第二の勢力は外務官簸N • I・パーニンNiki抱 IvanovichPanin (1718 -83年）及びその血族で

ある。 N • I ・パーニンは、エリザヴェータ女帝時代にデンマーク大使（1747- 48年）＠スウェ

ーデン大使（1748- 60年）を歴任して国際状勢に構通する一方、帰国後は皇太子夫妻の長子パー

ヴ、エノレの個人教師（1760- 73年）を務め、その能力＠見識は皇太子妃エカチェリーナから高く評

値されていた。（JS）パーニンは北欧状勢の識者としてピョートル三世のデンマーク戦争計爾を危鎮

し、同帝の療位に荷担する一方、自身の弟子たる皇太子パーヴェノレの新帝郎位と皇太后エカチェリ

ーナの摂政就任を期待したが、最終的には将来的なパーヴェノレの即位を条件として暫定的なエカチ

ェリーナの即位を認め、 1762年 7月3自の芸評位宣言 Manifestoの起草にも携わった。｛問）パーニンは

有力家内との政路結婚を挺子として派閥形成に努め、間まず実弟の将校p . I・パーニン Petr

Ivanovich Panin ( 1721 -89年）の場合、｛刊ヴェデノレ姉妹Vedelと婚姻してその親族チェルヌイシ

ェフ一門に議近し、長男の元老院議員P・G・ チェルヌイシェフ PetrGrigorevich Chemyshev ( 1712 

- 73年）、次男の菌防参議会副長官Z。G・ チェノレヌイシェフ Za始ar(1722 - 84年）、三男の海

軍参議会副長吉 I• G ・チェノレヌイシェフ Ivan(1726一例年）との紐帯を形成した。｛めまた実妹

アンナ Annaは外務官僚 I• I ・ネプノレイエフ IvanIv釘iovichNepluyev ( 1693 - 1773年）と、間末
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妹アレクサンドラ AleksandraはA・B・クラーキン AleksandrBorisovich Kura孟in(1697 - 1749年）

と婚婚したが、後者の実子8・A・ クラーキン BorisAleksan曲。vich瓦町北in(1733 -64年）は財

務官僚、及びその娘婿N・V・レプニンNiki砲 Vasilevich R＇句nin(1734 - 1801年）は外務官鍛と

して重要であった。（24）かくしてパーニン派鵠は外務官僚・軍部で強い影響力を保持した。

また、血縁関係こそ無いものの、パーニン派閥と連携した高等文官として以下の二名が注目され

る。まずG・N・ テプロブ GrigoryNikolayevich Teplov ( 1717 -79年）は平氏出身ながら科学アカ

デミ一通訳として高い学識を有し、エリザヴェータ時代にはK・G・ ラズモブスキーの個人教師を

務め、その欧州留学（1743- 46年）に髄行して西欧思想＠官房主義を摂取する一方、帰国後はア

カデミー会長ラズモアスキーを補佐してその学術活動を統括している。このためどョートル三世時

代にはむしろ危険分子として拘留されたが、それ故にテプロフは同情の廃位を積撞的に支援し、 N

• I .パーニンとともに 1762年 7月 3自の即位宣言を執筆する一方、女帝から経瀦開題の権威と

して重用された。（25）また中流貴族D • I・フォンピジン DenisIvanovich Fonvizin ( 1744 -92年）

は、モスクワ大学で政治学者として活動していたが、 N • I ・パーニンから外務参議会秘書（1762

-69年ト私設秘書（1769- 82年）として整用され、以後各種の外国文献を翻訳する一方、制限

君主制に関する文筆活動を展開し、パーニンの政治活動を実務的＠思想的に補住している。｛お）

③ 

先行諸帝の治世より留任した有力貴族は、宰相職をめぐるミュニッヒ＠ベストゥージェブ。ヴォ

ロンツオフの確執、検事総長職をめぐるシャホフスコイ・グレヴオフの対抗に象徴される如き仇敵

関係を内包し、またエカチェリーナ二世の登用した新興勢力も、女者との血縁欝係を追求するオノレ

ロア勢力と皇太子パーヴェノレの早期即位を志向するパーニン勢力とが相互に対立しており、新i自派

閥はそれぞれの散対勢力に対抗するべく世代を績断して連携している。まず長年の抑留生活より復

婚した老齢のベストゥージェブは、かつての問僚＠部下に代わる新たな支持基盤を追求する一方、

下級貴族のオルロブ兄弟はこれまで宮廷政治に関与した経験を持たないため有力家内の後躍を模索

し、相互の連携を強めた。またミュニッヒ e ヴォロンツオブ両者は、政敵ベストゥージェフの復権

とオノレロフ一族の成り上りに反発し、パーニン派関と連携している。｛均二大勢力が主導権争いを

展開するなか、 1763年 2月にパーニン起草の f者盟会議j 計画（後述）が挫折し、 1763年 8月に

は宰相M • I ・ヴ、オロンツオフが体調不良から休職したため、この間オルロブ口ベストゥ…ジェブ

勢力が実権を握った。｛お｝しかし続く 1763年 10月にベストゥージェブ主導の「十月会議J（後述）

が破綻し、関年末にベストゥージェフが政界を引退して自己所領に帰郷するに及び、パーニン派閥

が鐙位を確立する。（2型）さらに 1764年 7月4日、将校V・Y・ ミR ヴィッチ Mirovi chが外来女帯に

反発してイヴァン六世の釈放＠復位を画策したが erミロヴィッチ事件jMirovich A音針。、パーニ

ンはこの陰謀を鎮圧してイヴァン六世を暗殺し、この結果エカチェリーナ二世は帝｛立の安定を確保

する一方、パーニンへの信頼を強め、続く 1764年雪月に宰相ヴォロンツオフを実質的に解任して

ノミーニン勢力の支配体制を支援した。（却）以上の宮廷抗争は特定派閥の政権掌握を未然に防止し、

エカチェリーナ二世の脅イ立確立・権力強化を保証する効果をもったとされる。

なお能の脊力家門を一瞥すれば、まずヴォロンツオフ一族は、家長たる宰相ヴォロンツオブこそ

失脚したものの、その長兄R 。I.ヴォロンツオフ RomanIllarionovich Vorontsov ( 1707 -83年）

の子息は依然重要な役割を果たしている。まず長女エリザ、ヴェー夕日izaveta致。部anovnaVorontsova 

は先帝ピョートノレ三世の清嬬で、あったが、三女エカチェリーナ EkaterinaRomanovna Dashkovaロダ

ーシコワ公爵夫人（1743- 1810年）は女帝の宮廷女宮として寵愛され、また長男A・R・ ヴォロ
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ンツオフ Alexander Romano vi ch Vorontsov ( 17 41 - 1805年）は駐英大使（1762-65年）・ノ、ーグ

大使（1765-68年〉・商業参議会長官（1773-94年）を歴在する一方、次男 S・R・ ヴォロンツ

オブ SemenRomanovich Vorontsov ( 1744 - 1832年）は軍隊勤務を経てヴェネツィア大使（1782-84 

年）・駐英大使 (1785- 96年）を務めた。（幻）またゴリツイン一族の場合、副宰相A ・M・ ゴリツ

インが副宰相の地位を長期にわたり維持する一方、 D・A・ゴリツイン DmitriiAlekseievich Golitsyn 

(1734 - 1803年）は駐仏公使（1754-62年ト駐仏大使（1762-68年トノ＼ーグ、大使（1769- 1803 

年）を歴任し、またD・M・ ゴリツイン Dmitrii Mikhailovich Golitsyn ( 1721 -93年）は駐壊大使

として活動している。｛党）以上の勢力は、宮廷抗争から一定の距離を保つことで家門利害の維持を

困る一方、豊富な外留経験によって西欧思想、の流入を媒介したことが注目される。

(2）ツアーワ権力の伸議

① 中央行政

エカチェリーナ二世は即位直後の帯権不安から貴族利害を壊柔する必要を認識し、 1762年 8月 31

日の詔勅において貴族勢力の組織する f者国会議jImperial Councilの設立を公約するとともに、

N • I ・パーニンに原案作成を指示した。パーニンは、膝代諸帝の非公式。臨時的な諮問機関（エ

カチェリーナ一世の「最高枢密院jSupreme Privy Council ・アンナ女帝の「官房jCabinet/ Council of 

Ministers －エリザヴェータ女帝の「宮廷会議jConference at出eImperial Court）が寵庄の台頭を招

き、この結果ツアーリ権力と貴族勢力との有機的連関を遮断した事実を反省する一方、北欧諸国（デ

ンマーク・スウェーデ、ン）での勤務経験からヨーロッパ型の制限君主制に傾倒し、以下の組織計画

を提示している。まず帝国会議は、外務・内務・国防の主要「参議会jColleges （コレギア Kollegii)

の長官を含む6-8名の高級官簸によって編成される公式的・恒久的な常置機関とされ、その機能

は法律の捧内における政策方針の助言にとどまるものの、フランス高等法践を模倣した建白権の行

使によってツアーリ権力・寵臣の専横を防止することが期待された。同時に「元老読j Senateは参

議会の編成に対応した内務・立法・商務・司法・国防・辺境統治の六大「部局JDep紅加1entに分離

され、各部局長は参議会長宮・帝国会議成員を兼任する一方、各部局は多数決原理による独立の法

律制定権を保証された。全体としてパーニンの計画は、元老院の六大部局を介して新設の帝国会議

と既存の参議会群を有機的・効率的に接合し、ツアーリ権力の統制を図るもので、あった。間

この計画をめくやって、ヴ、オロンツオフ一家は専制君主・寵臣勢力の抑制と貴族利害の防衛を実現

する観点から支持を表明する一方、オノレロブ＝ベストゥージェブ派閥はその後盾たるツアーリ権力

の後退と貴族寡頭体制の現出を警戒して反対している。最終的にヱカチェリーナ二世は 1762年 12

月 28日の勅令によって計画を承認し、者国会議の成員として 8名（A ・P・ ベストゥージェブ

ジューミン、 M・N・ ヴオノレコンスキー、 Y・P・ シャホフスコイ、 K・G・ ラズモアスキー、 M

• I .ヴォロンツオフ Z・G・ チェノレヌイシェフ N • I ・パーニン、 G・N・ テプロブ）を内

定した。しかし実際にはその後脅国会議は召集されていなし＼0 （到なお 1763年 10丹、エカチェリ

ーナ二世はポーランド継承問題の緊迫に対応する必要から、ベストゥージェフの建議に基づいて急

f十月会議JOctober Conferenceを召集し、 6名（ベストゥージェブ、 A・M・ ゴリツイン、 N

• I .パ…ニン、 Y・P・ シャホフスコイ、 I • I ・ネプノレイヱブ、 A・V・ オノレスフェア）を任

命している。ただし当該会議も当面の外交政策を助言する暫定組織にすぎず、危機終息ととも

消された。｛明かくして貴族身分の合議機関によるツアーリ統制の試みは挫折したと言えよう。

以後エカチェリーナ二世は支配体制の安定に伴いツアーリ権力の強化を指向し、 1763年 12月 15
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自の勅令によって統治機構の再編を図っている。まず貴族勢力の牙城たる元老院は、パーニンの原

案に準拠して六大部局に改組され、うち第一部局は商業参議会・鉱業＝工業参議会・各種金融＝財

務機関（貴族銀行・商業銀行・専売局・造幣局）・外務参議会を統括する一方、第二部局は司法参

議会・土地調査局を、第三部局は辺境自治（パノレト海沿岸・ウクライナト文教関係・公衆衛生・

公共事業を、第四部局は国防・内地植民を、それぞれ管轄した。名門貴族の拠点モスクワには専属

の第五・第六部局が設置され、それぞれ上記第一・第二部局の業務を担当している。これら六大部

局は、パーニンの原案では帝国会議による統制が提案されていたにもかかわらず、勅令では fツア

ーリの限j たる検事総長によって統括されることが規定された。さらに各部局の法律制定は全会一

致を原則としたため、元老院の立法機能は形骸化し、その権限は専ら司法・行政分野に制限される

結果となった。｛%）以後エカチェリーナ二世は自らの人選で元老院議員を任命・解任する一方、新

たな検事総長として武官貴族A・A・ ヴャゼムスキーAleksandrAlekseevich Viazemsky ( 1727 -93 

年・在任： 1764-92年）を起用し、ツアーリ権力による元老院統制を強化している。。7)

また当該勅令は外交＠国防政策の中枢たる外務＠国防・海軍参議会を全てツアーリの直轄とし、

これまで対外政策を専権事項としてきた宰相・爵j宰相（口外務参議会長官・副長官）の役割を大幅

に縮小した。しかもエカチェリーナ二世は、宰相M • I ・ヴォロンツオブが 1763年 8月に休職・

1764年 9月に辞任した後も正式な後任宰相を任命せず、したがって説宰相A ・M・ ゴリツインを

新宰相に昇格させることもなく、むしろ国擦状勢の識者N • I。パーニンに外交政策の権限を集中

している。この結果エカチェリーナ二世は、宰相・副宰棺職をめぐる無用な宮廷抗争を防止する一

方、ツアーリ権力の制限を志向するパーニン派閥の政治活動を牽制することができた。

さらにエカチェリーナ二世は内外政務を補佐する実務機関として f官房jCabinetを整備し、

記j State SecretaryとしてG・N・ テブロブ、 A ・V・ オ／レスブエブ、 I • p・エラーギン Ivan

Perfilevich Elagin ( 1728 -94年）が就任したほか、後者の私設秘書。通訳（1762-69年）として

N • I ・パーニンの庇護する外務参議会官僚D • I ・フォンピジンが出向している。官房審記は女

帯宛て報告・藷額の受付・分析、官庁宛て文書の作成＠発送、その他皇室資産の管理＠運営に従事

し、検事総長・外務参議会と並ぶ第三の権力中枢として機能した。側

以上の知くエカチェリーナ二世は、帝権維持の危機を内包した即位産後においてこそ貴族利害に

配慮した国制改革の意向を示したが、支記体制が確立するにつれてツアーリ権力の拡充に努め、帯

国会議の設立＠ツアーリ権力の抑制を回避したのみならず、元老院の改革・強自の官僚人事を通じ

て派閥利害から独立した支配体制の整備を志向した点が注目されよう。

② 地方行政

エカチェリーナ二世は中央官庁の整備と並行して地方行政の統制にも強い関心を払った。ロシア

本土（大ロシア GreatRussia）はピョートル大帝の 1708年改革によって県Provinces（グーベノレニア

Gubemii)・区Counties（プロヴィンツィア針。vintsii）。郡Districts（ウエーズドUezdy）に区分され、

元老院の任命する県知事 Governor（幹部itel)・区長官＠郡長官（ヴォエヴ、ォダ voevoda）が派遣さ

れていたが、専門官僚の不足・国家財源の逼迫から専ら武官貴族が地方官舘に就任する一方、末端

官吏は劣悪な待遇条件に霞かれ、地方行政の非効率・不公正が顕在化しており、エカチェリーナ二

世は 1762年 7月23自の勅命によって元老践に地方行政の実体調査を掲示している。これに対して

Y・P・ シャホブスコイは 1762年 12月 10Eに党蓄を示し、地方宮僚の基軸を武官から文官に軽

し、その職務内容 e 責在範留を確定すること、行政区域の規壌を縮小すると同時に中央派遣の地

方文官を増員すること、郡レベルでは地元貴族＠現地商人から無給の行政官俊を選出 e 登用するこ
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と、総じて官僚制度・自治制度の混成による地方統治を進言した。またベストゥージェブも、地方

文官を充足する措置として、国家勤務より引退した地方貴族の議員を提案している。（3め

これに対してエカチェリーナ二世は、地方行政の弊害を解消する必要こそ認めたものの、その手

段として在地嚢族を活用する構想は拒否し、むしろ中央官僚の合理的＠組織的な地方統制を志向し

ている。まず 1763年 12月 15日の f官僚規員IJJS鵠ffRegulationsは、上述した元老院・参議会改革

の勅令と同時に公布されたものであるが、従来各県ぱらぱらで、あった末端宮吏の定数・官等＠給与

を統一・改善し、兼務的な軍人宮僚から専門的な文民官きまへの人材の転換を図る一方、各県に 2名

の副知事 Vice駒 Governor(Tovarishchi) を配置して知事を補佐するとともに、県＠区・郡の費任関係

を整序して徴税機能を各区長官に集約した。続く 1764年 4月 21日の f知事奇11令j Instruction to the 

Governor」 Generalは知事の職務内容を規定し、財政運営・租税徴収＠兵士徴募の基本任務に加え、

教育機関＠道路設備・防災組織の管理、人口動態・地勢＠習俗＠経済事構の把握＠報告を義務付け、

各課知事を単なる中央官庁の道具から f県販の啓蒙専寄せ君主jthe provincial version of釦 enlightened

despotへと転換している。また知事任免の権販をツアーリに移管し、元老院＠参議会の知事統制を

緩和する一方、各県検事 Procuracyの派遣を通じて検事総長の知事監督を強化した。 1760年代には、

モスクワ知事P ・s.サノレトゥイコフ（在任： 1763- 71年）の事例が象徴する如く、

退役将校が長期の軍隊勤務＠戦功に対する報償として知事に就任する場合が依然として多かった

が、女帝が独自に選任した文官としてエストニア出身のノヴゴロド知事 J • J .ジープヱノレス

Jacob Johann von Sievers ( 1731 - 1808年・在任： 1764- 81年）が注目される。（側

他方、対外戦争を経て編入された辺境地帯では、主に援隊統制＠財政拡充の観点から支配体制が

強化された。まずノミノレト海沿岸のりヴ、オニア Livonia（リーフラント Livl飢 d）・エストニア Estonia

（エストラント Estland）両県は、ドイツ騎士回国家＠ハンザ在外商館にその起源を有し、 17世紀

のスウェーデン支配を経て、 1721年のこスタット条約でロシア績に編入された。以後歴代ツアー

リはスウェーデンの統治方針を継承し、ノレター派の信｛印。等族議会の維持を法認するとともに、司

法参議会 fリーフラント eエストラント。フィンランド部局jDepartment of Livland, Estland, Finland 

A的 irの監替下における独自の財務・司法体系を容認してきた。これに対してエカチェリーナ二世

は自治特権の縮小＠中央統制の強化を指向し、ジヴォニア知事としてアイノレランド出身の将校G・

ブラウン GeorgeBrown ( 1698… 1792年・在任 1762- 92年）を任命する一方、 1764年には女帝自

ら雨果の首都レヴァノレ・リガを摩訪・視察し、続く 1765年のリヴォニア議会ではリヴォニア貴族

の農民支配を緩和する反語、ツアーリ権力の農民課税aを強化することに成功している。（41)

またドニエプノレ左岸 Left話器lkU主raine( r小ロシアjLittle Russia）は、 1667年のアンドルソヴォ

条約におけるウクライナ東西分割に伴いポーランドより割譲され、以後コサック首領の総督（へト

マン He回 an）を媒介とした間接支配＠自治制度が展開されてきた。 1734- 50年iこは藍轄支配が

導入されるものの、エリザ、ヴェータ時代後半にはウクライナ貴族の寵臣A。G・ ラズモブスキーの

強い意向で総督制度が復活し、その幼弟K・G・ ラズモフスキーがウクライナ総督を務めた。しか

しその個人教師G・N・ テプロブは、総督に路行してウクライナに滞在するなかその経済価値に対

する関心を強め、エカチェリーナ二世の官房審記に就任するに及び、 1763年 6J}の覚書でウクラ

イナ直轄支配の必要を建議している（「ラズモアスキーへの裏切J）。この結果 1764年 6月に総督制

度は廃止され、小ロシア知事P・A・ ノレミアンツェブ（在任： 1764- 96年）が就任している。（42)
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(3）勤務制度の蒋籍

① 覧族の自由に関する欝雲愛護義金

18世紀のロシアでは、人的資源・国家財源の不足から近代的な藍轄宮僚の整錆が遅滞したのみ

ならず、売官制度の欠如からフランス型の保有官僚の組織も密難であったため、一殺に貴族制度に

依存したプロイセン型の官僚貴族・勤務貴族 Dienstadelが発達している。なかでもピョートル大帝

は、消極的には 1714年の一子相続制が貴族子弟の所領諜寵を抑制、官庁勤務を誘導する一方、

機的には 1722年の官等表（14等級制）が、世襲貴族に対して保有官等iこ相応な軍隊・官庁勤務を

強制するとともに、下級貴族＠平民身分には霞家勤務の能力・実績に照応した叙勲・身分昇格（14

等級より一代貴族・ 8等級より永代貴族）を認め、かくして勤務制度の法的基盤が確立した。開）

しかし貴族身分の国家勤務をめぐって、一方の貴族勢力が、市場向け生産の発達に伴い、行政的

な奉仕活動を敬遠して経済的な所領経営を選好したとすれば、地方の燈代ツアーリは、行政活動の

拡大に伴い、反抗的な貴族官擦の撃肘を警戒して独立的な職業吉積の養成を志舟し、かくして勤務

制度は漸次縮小している。まずアンナ女子苦は 1730年に分割相続制を復活し、 1736年には国家勤務

の上限をお年に制限する一方、続くエリザ、ヴェータ女帝時代の「立法委員会jLegislative Commission 

(1754 - 66年）は官等制震の廃止・国家勤務の縮小を勧告し、最終的にピョートノレ三世は 1762

年2月7日（18日）の f貴族の自由に関する布告jManifest on the Liberザ ofthe Nobility ( 

放令J）によって勤務制度の撤廃 e貴族身分の解放を承認するに至った。｛判｝

とはいえ、名門貴族は f成り上り j貴族の氾濫に対する警戒から軍隊勤務・威信確保の必要に閤

執する一方、中小貴族は分割相続・所領縮小に停う地代減少＠生計危機から宮庁勤務＠俸給生活の

機会を追求し、またツアーリ権力は依然として人材不足・財政危機から貴族官僚の登用に依存せざ

るを得ず、エカチェリーナ二世にとって貴族勤務の全廃を部座に追認することは図難で、あった。こ

のため女子若は 1763年 2月 11日の勅令で「貴族の自由に関する調査委員会JCommission on Noble 

Freedomを組織し、その委員として上記の帝国会議に内定した有力貴族 g名を充て、勤務制度の是

非について換討を指示した。まず宰相ヴォロンツオフは、貴族身分の地位は国家勤務の実態ではな

く家柄＠爵位に由来すること、貴族身分の爵位は保有官職の等級ではなく支配所領・保事農奴の規

模に由来すること、以上を主張して貴族身分と勤務制度との内的関保を否定した。またベストゥー

ジェブも、貴族階級の綾拠がツアーリによる爵位授与にあり、その特権が土地＠農奴保有にあるの

に対して、国家富紫の基盤は官等表による宮職保有にあり、その権利は俸給受領にとどまる以上、

両者を明確に区別する必要を訴えた。対してパーニンは、自身の出世をを外勤務の実績に負ったこ

とから官等制度の意義を高く評鏑しており、まず新輿貴族の過剰発生を抑制するべく、貴族身分の

按拠を菌家勤務ではなく爵位授与に求める見解iこ同意した反面、また名門貴族の勤務忌遊を牽制す

るべく、農奴保有の特権を保有身分の如何ではなく国家勤務の有無に求める意見を支持した。

会は 1763年 3月 18日に報告を提出し、①貴族身分は授与爵位に由来し、保有官職に由来しないこ

と、②農奴保存の特権は貴族身分に婦賎し、平民官僚に婦属しないこと、③貴族身分の国家勤務は

自由意思に由来し、強制義務ではないこと、以上を勧告している。しかしエカチェリーナ二世は勧

告になお明確な態度を示さず、ピョートノレ三世の貴族解放に対する公式見解を保留した。間）

② 立法議最会

その後エカチェリーナ二世は権力関採＠社会構造を規定する法典編纂の必要を実感し、 1766年 12

月 14自の勅令によって f立法委員会JLegislative Commissionのそスクワ苔集を布告する一方、｛必｝

1767年 7月初日に「語11令jInstruction （ナカーズ Nakaz）の本文（20章・ 526条）を、続く 1768
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年2月28日.4月8日にそれぞれ饗察・財政関係の追加条項（2章・ 129条）を、公布した。｛初｝立

法委員会を編成した諸身分・諸地域の代表 564名は、選出母体の別では、国家官僚29名、貴族 142

名、ウクライナ地主22名、都市209名、国有地農民42名、自由農民29名、コサック 44名、異民

族 54名から成り、うち異民族を除いた身分・職業の別では、貴族205名、商人 167名、職人7名、

農民 169名、その飽 19名の編成となる。また各代表団が立法委員会に器示した陳構は合計 1,441

通にのぼるが、うち国家宮僚 10通、費族代表 155通、都市代表 210通、農村代表 1,066通に達し、

農民関係の陳構が圧倒的比重を占める。｛必｝立法委員会の代表が貴族・薦人のほか農民・異民族・

異教徒を含んだことは広く帝国領内 e 社会各層の利害を吸収する意閣を示し、また立法委員会の拠

点が113都モスクワに置かれたことは守！日寅族の意向に対する配慮を意味しており、あるべき国制と

して独裁政治を拒否する女帝の態度を暗示するものと言える。（49）しかしながらエカチェリーナ二

世は、続く訓令の作成に際して、周知の如くその大半をそンテスキュー『法の精神』（1748年）・

ベッカリア Beccaria『犯罪と刑罰』（1764年）から転用する一方、原典の趣旨に反した怒意的な補

－修正を加えている。まず箆家形態に関して、モンテスキューはヨーロッパ諸国の政治形態とし

て等族団体を基礎とする制限君主制を推奨し、ツアーリズム国家をアジア専制国家の亜種とみなし

たのに対して、訪11令の第 l章はピョートノレ大帝以降のロシアをヨーロッパ君主国家の一員として規

定し、続く第 2・3章はロシアに適合した国家形態として宮僚機構に立脚した専制君主制を提唱し

ている。また第 15章 f貴族身分についてjOf the Nobilityでは、貴族身分の条件として軍隊。官庁

への勤務活動を規定し、官等制度の存続と勤務制疫の復活を志向するとともに、家~~・出告ではな

く能力・実績に照応した専門宮僚の育成・新興貴族の創出を企図した。｛均

立法委員会のf全体会議JGeneral Assemblyは議長として武官貴族A • I ・ピピコブ AleksandrIlich 

Bibikov (1729 -74年）を選出する一方、｛幻） 3つの諮問会議（評議委員会 Directing Commission • 

支援委員会 ExpeditingCommission e 調査委員会 AnalyzingCommission) • 16の作業部会を設置し、

評議委員会の成員Z・G・ チェノレヌイシェフ、 I • G ・オルロフ、 D・V・ ヴォルコブ、 N・Y・

ムラヴ、イヨブ NikolaiY erofeyevich Muravev ( 1724 -70年）の指揮で編纂作業を開始したが、。2）勤

務制度の是非は一つの争点となった。まず 1768年 7月 10、評議委員会は全体会議に対して貴族特

権に関する原案を提出し、①貴族身分の特権として、強制奉仕からの自由、外国旅行・海外移住の

自自、司法における免罰＠上訴の権利、経済活動における土地・農奴・工場所有及び免税特権、等

々を保証した反語、②貴族身分の定義として、貴族身分の子孫であること、又は国家奉仕の代価と

してツアーリから貴族身分を付与されること、以上二点を規定し、宮僚国家を志向した女帝の訪II令

した。この原案lこ対して一般にベテノレベノレク拠点の勢力は賛意を示し、新輿貴族 I. p・コ

ゼノレスキ－ Kozelskyは国家勤務を放棄した家門貴族の特権享受を批判する一方、 I .ヴィロドブ

Vyrodovは勤務制度の麗止が菌防能力の低下を招く危験を指摘し、また自由農畏E・ フェディロフ

Fedilov、蔀人 1・クズネツオブ瓦uzne匂ov、 I.アントノブ Antonovも国家勤務の能力＠

応した身分昇格を支持している。｛お）対照的に保守＠反動勢力の拠点モスクワの家内貴族は勤務義

務の復活に強く反対した。なかでも武官貴族M・M・ シチェノレパートフ Mi始ail Mikhailovich 

Shcherbatov ( 1733 -90年）は、 1762年の貴族解放から需もなく所属部隊より除隊し、所領経営に

専念するとともに保守貴族の論客として多数の政治評論を発表していたのであるが、クーデターで

郎位した外来女性君主の正統性に疑問を示したのみならず、成り上り貴族の蔓廷に伴う伝統的な社

会秩序の解体を深く憂慮、し、貴族身分は官職保有に付鑓して自動的に付与されるべきではなく、む

しろ血統原理iこ基づいてツアーリから付与されるべきことを主張した。｛%）
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議論が紛糾するなか、折しも露土戦争が勃発するに伴い、全体会議は 1768年 10月6日に当該案

件に関する審議中止・原案棄却を決定する一方、エカチェヲーナ二世辻対土戦線に武官貴族を投入

する必要から貴族身分の軍隊勤務を維持せざるを得ず、 1768年 12月間自に立法委員会そのもの

の株会を通告した。（55）かくして勤務制度をめぐる問題は依然として解決を見なかったが、エカチ

ェリーナ二世時代の国家構造が、一方における貴族身分の階級利害と他方におけるツアーリ権力の

行政科書との激しい対抗関係を内包しつつ、構築されていったことに留意したい。｛%）

註
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〔亜〕経済政策： G • N扇子プロフと自由露易政議一一1766年英露通蕗条約の経済的背嚢一一

18世紀ツアーリズム国家の経済政策をめぐっては、ツアーリズム国家の本費を農奴主国家とし

て規定するマルクス主義史学・旧ソ連学界の場合、政策決定の原理を領主階級の土地利害に還元し

て把握する見方が有力であったが、対照的に貴族利害からある程度独立した官僚霞家の璃芽を認め

る欧米学界の場合、経済政策の方針としてある程変ブルジョワ的な要素を認める傾向がある。以下、

先に確認した経演構造に対応する産業・通商政策の展開を検討しよう。

( 1)幾多選政策

① 藤観制度の確立

ピョートノレ三世は 1762年 2月 18日の勅令によって貴族の国家勤務を廃止し、続く同年 4月 24

日（5月 5毘）の普露講和によって貴族の軍隊動員を解除する一方、同年 3月 29日の勅令で非貴

族身分の農奴購入・保有を禁止するとともに、同年 6月 19日の勅令で貴族身分の農奴独占を公認

し、験隊・婦還した貴族の農奴支配・所領経営を保証した。続くエカチェリーナ二世は支配体制を

確立する必要から貴族身分に配慮、した先帝の方針を継承し、まず 1762年 7月 3自の即位宣言では

上記 6月 19日勅令を尊重して貴族の身分特権・農奴保有を認め、先帝の貴族解放令に続く新帝の

農奴解放令を期待する農民の風説を否定するとともに、同年 8月 8日の勅令では上記 3月 29日の

勅令を再認して非貴族身分の農奴支配を禁止している。また 1763年 7月刊誌の勅令は、農民暴動

に参加した農奴に対して領主への損害賠償を命じ、続く 1765年 1月 17日・ 1766年 1月 28日の勅

令は領主の農奴流刑・軍隊送致を認め、さらに 1767年 8月 22日の勅令は農奴の領主告訴を禁じた。

かくしてヱカチェリーナ二世時代において農奴制度の法的基盤が確立することになった。 (I)

②農奴制震の蒋譲

i ）自由経済協会の設立

しかしながら過酷な農奴支配は一連の農民騒擾・国外逃亡を誘発したため、宮廷官策のなかには

批判的な見解が存在したことも事実である。まず女帝の寵臣G・G・ オノレロブ及びA ・G・ オノレロ

ブ兄弟は、 1763年 10月にノレター派牧師・官房学者の J• G .アイゼン JohannGeorg von Eisen ( 1717 

- 79年）を招轄し、同家所領における農民解放の試行を依頼しており、（2）また宰相M • I ・ヴ、オ

ロンツオフは貴族解放の検討に際してフランス啓蒙学者ブラ~ M. de Boulardに意見を求め、外務

参議会通訳D ・1・フォンピジンを通じてその覚書 f貴族身分の自由と第三身分の効用Jを翻訳さ

せたが、フランスの現状から経済発展の基礎として第三身分・自由農民を育成する必要を認識した。

同じく駐仏大使D・A・ ゴリツインは啓蒙主義者ヴォルテーノレ・百科全書派ディドロと接触して農

奴制度の弊害・農地改革の意義を実感し、その見解を伯父の副宰相A・M ・ゴリツインに報告して

いる。（3）また頻発する農民暴動・逃亡問題に対処するべく、 1762年 12月より武官貴族A・A・ ヴ

ャゼムスキー及びA・ I・ピゼコフ（後の換事総長＠立法委員会議長）がウラノレ鉱山地帯に、続く

1763年には将校p・I.パーニン（外務官様N • I ・パーニンの実弟）がポーランド国境地帯に、

それぞれ派遣されたが、いずれも農奴制産の存在を事態の背景として指摘している。（4)

以上の状況を踏まえてエカチェリーナ二世は農業。土地問題の研究を奨励する必要を認識し、

1765年に ー家政振興のための自由経済協会j Free Economic Society for the Encouragement of 

Agriculture and Husbandry in Russiaを設立した。会長には官房審記A・V・ オルスブエブが就任し、

会員には官房書記G・Ne テプロフ、寵臣G・G・ オノレロフ及びV・G・ オノレロフ兄弟、歴代検事

総長A・ I ・グレヴオフ及びA・A・ ヴャゼ、ムスキー、海軍参議会副長官 I • G ・チェルヌイシェ
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ブ、駐英大使A・R・ ヴ、オロンツオフらの宮廷貴族・高等官僚に加え、後には経済学者H・ シュト

ルヒやイギリス農政学者A・ ヤングA抗hurYoung (1741 -1820年）ら内外の学者も入会している。

協会は国内経済、なかでも農業活動に関して、様々な研究・啓発活動を展開した。（S)

まず研究成果を公表する媒体として、これまでベテルプノレク科学アカデミーの経済雑誌『月刊評

論~Monthly Compostion (1755 - 64 年）が存在してきたが、協会はこれに代わる後継雑誌『論議~Trudy

を創刊し、西欧の主要著作を穣訳して掲載する一方、会員の積極的な論文投稿を受け付け、誌上で

の政策論争を促した。（めなかでもポンメノレン出身の財務官僚T・ クリングシュタット Timofey von 

Klings詰dt(1710 -86年）は、七年戦争時代にロシア点領下のケーニヒスペルク都市財政を運営し

て進駐部隊司令p・I.パ｝ニンに財務能力を評価され、後述の通語・財政特別委員会の委員（1762

63年）、前述の司法参議会リーフラント・エストラント＠フィンランド部局の副局長 (1765-70 

年）を歴任したが、自由経済協会では副会長職を務めており、『論議J創刊号（1765年）には自ら

寄璃して持論を展開している。クリングシュタットは、歴史的・国襟的に見て 18世紀は f農村経

済の世紀j也ecen加ryof the rural economyに棺当し、西欧各国は農業＠家政の改善に尽力している

こと、とりわけロシアの場合、西欧諸国に匹散する工業生産の郎時実現が図難である反面、むしろ

国内に豊富な農業資源（大麻・煙草・葡萄・穀物）を保有している以上、今後は農民保護・農業援

輿を基礎として一次産品の輸出を促進する必要があること、その際ライ麦は主穀として園内需要が

高いため、国内需要が低く海外需要が高い小麦の増産・輸出を推進し、 f世界の小麦供給国jworld’s 

leading suppliers of wheatとして成長するべきこと、また輪出相手としてイギリスとの緊密な通商関

係を維持するべきこと、以上を主張した。その手段としてクリングシュタットは、仏独文献に依拠

しながら、畜産・菜園経営の方法や錆環農法の利点など農場経営＠農業技術の最新情報を提供して

おり、農業生産の意義を説く点でフランス重農主義と共通する側面をもっている。め

また協会はエカチェリーナ二世の提案で 1765年に農業改善に関する懸賞論文を募集している。

この懸賞には内外から合計 160本の論文が集まり、アーへン大学法学教授B・ アパイエ怠earde de 

i’Abayeが一等を獲得したが、その受賞論文は、農奴に対する土地分与と労働意欲の刺激による生

産拡大を主張するとともに、農奴による経済活動の上昇は領主の地代収入を拡大して結局は貴族の

経済利害に治うことを指繍している。また二等はロシア武官貴族の子弟A • I ・ポレノブ Aleksei

Iakovlevich Polenov (1738-1816年）が獲得した。ポレノフは科学アカデミーを修了した後、 1762

年よりストラスプール大学に留学して重農主義・啓蒙思想を吸収し、帰国直後に執筆した懸賞論文

「ロシア農民の農奴状態に関してj では、ロシア農奴制が社会契約ではなく暴力＠強棋に基づいて

いること、無産市毘は現状維持に対する関心を欠くため社会不安の温床であること、社会発展には

中産階級の育成・啓蒙が必要であること、以上を根拠として農奴に対する土地保有＠家内工業の承

認を主張している。ただしポレノブの立論は、農奴解放の効能として国家全体の繁栄を説く一方、

必ずしも領主階級の利益には言及しなかったため、協会は嚢族勢力の反発を考慮してその公表を見

合わせている。他方、領主階級の多くは農奴支配の強化＠工業活動の規制による生産効率の改善＠

農業生産の拡大を提唱したが、これらの論考は全て落選した。協会の選考方針に対して保守貴族は

反発を強め、なかでもM・M・ シチェノレパートブは一連の文筆活動によって貴族中心の社会秩序を

賞賛する一方、農奴の土地所有＠工業活動・都市流出に伴う伝統社会の崩壊を警告している。（富｝

註）農民身分の保護

以上の政策論争を通じてエカチェリーナ二世は、農奴制の拡大が政治的には農民一撲＠逃散を誘

発して国内不安を助長する一方、経済的には農業生産の停滞＠財政収入の低下を招いている事実を
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認識し、農奴身分の改善と農業生産の振興に関する一連の勅令を発布している。まず 1763年 5月 13

毘の勅令は逃亡農民に対する特赦と国有地への入植・ 6年間の免税を認め、農村人口の回復に努め

た。また先手苦ピョートノレ三世は 1762年 3月 21日の勅令によって教会所領の世俗化を宣言している

が、エカチェリーナ二世も 1764年 2月 26自・同年 8月 13自の勅令によって国家の教会統制を再

認し、聖界領主の農民支配を解消する一方、新設の f経済参議会jCollege of Economyを通じて当

該農民を管轄した。さらに 1766年 9月 29日の勅令は徴兵義務に対処する手段としての領主による

農奴購入を禁止し、続く 1767年 11月初毘の勅令は凶作＠鋭鋒の擦における領主の農奴扶養・穀

物錨蓄を義務付けている。なお領主の農奴流刑を容認した上記 1765年 1月 17日・ 1766年 1月 28

日の勅令は、一殻には領主の農奴支配を強化する措置として評価されている反面、同時に人口希薄

なシベリア地方の農業人口を拡充する効果をもち、農業振興の一環として機能したと言える。｛め

またそスクワ貴族の利害が及ばない辺境地帯、とりわけバルト海治岸地帯 e北西ロシアでは、

新派の知事が各種の農業政策を展開している。まずリヴォニア知事G・ ブラウンは官房学者J• G 

＠アイゼ、ンが作成した 1764年の覚書を参考として農奴解放を試み、 1765年 1月のジヴォ

を経た後、問年 4月 1213の法令で農畏の動産所有・上訴権を承認した。この措置は、政治的には

リヴォニア貴族の法的特権を縮小して知事の支配体制を強化する反面、経済的には農民の生産活動

を刺激する効果をもった。（10）またヱストニア出身のノヴゴロド知事J. J .ジープエノレスは、イ

ギリスでの駐在経験・王立協会との接触から農地改革の必要を認識し、県内の皇室寵轄地において

リヴォニア農畏解放を模範とした土地改革に着手する一方、 1765年の女帝宛て覚書では有償方式

の農民解放を提言し、また意見鐘対策として馬鈴薯の作付を奨励している。（II)

対する黒海北岸のステップ地帯では一連の入植活動が展開されている。当該地域は肥沃な黒土地

帯 BlackEa措ザ Chemozemに恵まれるとともに、温暖な気候から農耕期間が 7-8ヶ月の長期にわ

たり、バルト権沿岸地方・中部ロシアよりも効率的な農業生産が期待された。（ロ）エカチェリーナ

二世は百科全書派・官房主義者の人口理論に傾倒し、国力発展の基礎として入口増大・植民活動の

意義に注目しており、 1762年 10月 14日の勅令、及び同年 12月 4日の布告によって外国移民を奨

励する一方、続く 1763年 7月 22日の布告では f外国人保護局jO飴ceof Foreign Settlersを創設し

てG・G・ オルロアを局長に任命し、なかでも女帝の関脇たるドイツ人のヴオノレガ植民を推進して

いる。｛日）またG・N・ テプロアは、エリザヴェータ女子普時代においてウクライナ総督K ・G・ ラ

ズモアスキーに随行して現地に滞在した際、 p • I .シュヴァーロブのウクライナ鰹草生産・輸出

事業に参与し、その死去に伴い 1763年より埋草事業の独占特権を継承したのみならず、 1765年に

は題草栽培＠収穫方法に関するパンフレットを作成・配布して輸出向け生産を奨励している。｛対｝

③ 立法委員金と

1767年の脅!I令は、社会的な国家。貴族関係と並んで、経済的な領主・農民関係に関する多数の

条項を含む。まず第 11章「市民社会の秩序jThat a Society of Citizens問中i詑 sa certain fixed Order 

（第 250-263条）の第 256・257条は農奴の私有財産を承認する必要を指矯し、また第 12章 f国

家臣民の繁栄jOf the Propagation of the human Species in a State （第 264-292条）の第 269条は領

主の過大な地代要求を農奴閤窮 e 農民逃亡の元閣として批判する一方、続く第 270条は地代徴収の

帯j限による農業生産の拡大を訴えている。さらに第 16章「中産階級についてj Of the Middling Sort 

of People （第 376-383条）の諸条項は、臣民相互の経済格差を是正するツアーリの義務を指捕し

ながら、領主＠農奴関係、に対する国家権力の介入を正当な行為として擁護した。 (15）続く立法委員
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会は寄II令の規定する領主＠農民関係の是非をめぐって激しい議論を展開している。

まず 1767年 10月には市民身分の農奴購入・保有が討議された。これに関して富裕薦人は、工場

生産の促進には農村から労働力を諜達する必要があること、自由な賃金労働よりも農奴の強制労働

が効率的あること、以上を援拠に領主の農奴独占を批判している。対してシチェノレパートフは、農

業こそ臣民の従事するべき第一の職業にして国家存立の基盤・経済発展の基礎であること、貴族身

分は農業振興を社会的使命とし、この崇高な任務を遂行する必要から高度な身分的特権。政治的地

位を享受していること、農奴市jは家父長的保護関係を基調とし、奴隷制とは全く異なること、それ

故に農奴支配は貴族身分の専権事項とするべきであり、かかる社会的責任能力を欠く潜入身分は農

奴購入＠保有の資格を持たないこと、むしろ私的な営利追求を動機とする商人の農奴購入は農村人

口の減少・農業生産の縮小・食糧供給の危機を招きかねないこと、以上を主張している。 (16)

次に 1768年 5月には農民逃亡が議論された。まず自由農民の代表 (I.ツェレブトブ Zherebtsov、

A・D・ マスロブ Maslov、V・N・ キペンスキー瓦ipensky）は、領主の護沢な生活習慣に伴う貨

幣需要の上昇・地代徴収の強化が農民逃亡を誘発したとして、農奴制度の緩和を主張した。また女

帝の指名した開明糞族G・S・ コローピン GrigoryKorobin、 I • p・コゼノレスキー IakovPavlovich 

Kozelsky は自由農民の主張を支持し、領主権力の抑制、地代形態・総量の規制、農奴lこ対する土地

獲得＠世襲の保証、を主張するとともに、肥沃な農業地替では労働地代パルシーチナ（領主賦投×

適2君、国家賦役×適 213＂農民地労働× 2日）を、地力の劣る都市近郊では貨幣地代オブローク

（週 20コペイカ・年 10ノレーブリ）を、採用する原則を提案した。対して各地の領主代表 (I .ヴ

イロドブ、 N・ トノレマチェア Tolmachev, P ・ステブアノア Stepanov、A・ オポチニン Opochinin、

M・ コンディロブ Kondyrov,M ・グラゾフむlazov、A・ ポヴィスネブ Pohvisnev）は、農奴の貧困

状慈を、領主の搾取行為よりもむしろツアーリ権力の過重な徴兵・徴税活動、あるいは農奴自身の

怠慢・設費に求め、逃立問題に関する領主の糞任を否定して農奴支配の維持を主張した。間

また 1768年 7月 10日の評議委員会原案は、前節で見た如く貴族身分の義務として国家勤務を要

求した反面、貴族身分の権利として！日来の可法・経済特権を承認したのであるが、その際この原案

は貴族身分の新たな権利として農奴身分の解放（農奴村落を自由村落に転換する権利、農奴身分に

自由身分を付与する権利）を認定している。これを受けて 1768年 9月の全体会議では、前節で見

た如く貴族の勤務義務が争点となるとともに、領主の農奴解放も議論の焦点となった。シチェルパ

ートブは、啓蒙意識の欠如した農奴大衆に自由を認めた場合、組織的な農業生産が停滞するととも

に国家の求心力は低下し、 17世紀の動乱時代が再来すること、ツアーリが単独で高大な帯国領土

を統治するのが儲難である以上、地方貴族がツアーリに代わって農奴支艶を行うのは当然であるこ

と、領主階級が農奴解放に反対するのは狭障な身分的利害に盟執するからではなく、むしろ高度な

国家的観点に由来すること、以上を主張した。対して開明貴族コローピンは農奴身分の解放が最終

的には詔家・領主の利益になることを指識し、またL・N・ タティシチェア Tatishchevはイギリス

の事例を示しながら農奴解放に立脚した地主制度の利点を訴えている。（18)

一般に以上の論争を通じて、聖ベテノレブ、ノレクを拠点とする開明貴族・知識階級（G • S ・コロピ

ン、 1・p.コゼノレスキー、 L・N・ タティシチェア）に加え、構外の農業事構＠土地帯j度に精通

する高級官舘（封.I .パーニン、 D・A・ ゴリツイン、 I• p・エラーギン、 J• J・ジープエ

ノレス）は女帝の訪II令に間意し、農奴制度の改革を支持した。対してモスクワに結集する守IB貴族の

多くは反意を示し、なかでもその首領M・M・ シチェノレパートフは領主措綾を中核とする社会秩序

の解体は国家全体の衰退につながることを訴え、農奴解放に強く抵抗している。 (19)
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(2）護護政策

① 産議規制の整儀

ピョートノレ大帝は産業振興を図るべく商人の工場経営＝＝農奴占有マニュブアクチュアを支援し、

1721年 1月 18日の勅令で商人の農奴購入・保有を公認、する一方、 1723年より宮営工場の民間払下

を実施した。しかし商人の農奴保有・工場経営は、農村人口を吸収して領主の農奴支配・所領経営

と対立し、続く歴代ツアーリの対応は好余曲折を辿った。まずアンナ女帝は 1736年の勅令で寵人

の農奴購入を禁止し、領主の農奴支配を保証したが、エリザヴェータ女婿は 1744年の勅令で商人

の農奴保有を解禁し、商人の工場経営を保護している。ところが続く 1746年の勅令で非貴族身分

の農奴購入・保有を再度禁止し、 1752年 3月 12誌の勅令で商人の農奴保有を工場一件あたり最大

42名に制限する一方、 1758年には蕗人の農奴売却を強制するなど、一転して寵人経営の抑圧と領

主階級の保護に乗り出した。側並行してエリザヴェータ女帝は宮廷貴族に各種特権を付与し、な

かでも p • I .シュヴァーロブはウラノレ鉱山開発の特権を獲得する一方 R • I ・ヴォロンツオフ

は麻織物生産＠輸出の特権を享受し、また 1754年 7月 19日の勅令は穀物生産と密着する火器蒸留

を貴族身分の特権として認め、高人の事業参入を排除して巨額の独占利潤を保証した。（21）これに

対してピョートノレ三世は、国家勤務から離税した貴族の所領経営を保護するべく、前述 1762年 3

月 29日の勅令によって非貴族身分の農奴購入を禁止した反面、 1762年 3月 27日の勅令は貴族身

分の産業独占を規制し、この措置に対する貴族勢力の反発は向者失脚の遠因ともなった。間

エカチェリーナ二世は、郎位直後の国内不安から貴族階級の慎柔に努め、 1762年 8月 8日の勅

令によって従来の原則を再認し、非貴族身分の農奴購入＠保有を規制する一方、続く 1762年 10月

23日の勅令ではそスクワ・聖ペテノレプノレクにおける工場新設を禁止し、工業部門による農村人口

の吸収を抑制している。また貴族の産業特権についても、その期限が満了しない限り当面の存続を

認め、とりわけ軍需・輪出産業として重要なウラル鉱山事業に関してはデミドブ家内の独占特権を

維持し、また 1765年 8月 9自の勅令は貴族身分の蒸留特権を再認した。かくして農業同様、工業

部門においても貴族利害に配躍、した政策体系が整備されることになった。｛お｝

② 

i ）マニュファクチュア論争の展開

しかしながらエカチェリーナ二世は、啓蒙思想家D・ ディドロ Denis Diderot ( 1713 -84年）の

生産力論を受容するなか、貴族の産業独占を危模したのみならず、蔀人の巨大経営にも疑問を強め

ていた。周知の如くディドロ＠ダランベーノレ編の『百科全書~ （本文 17巻・図版 11巻）は 1751年

より刊行を開始し、 1759- 65年の発禁処分を経て漸く 1772年に先結するが、この関エカチェリ

ーナ二世はヂィドロとの私的交流を深め、まず女帝が即位した 1762年には発明j禁止の百科全書を

リガで代替出壊することを勧める一方、百科全書が再刊された 1765年よりディドロに対して

必要資金を援助し、さらに百科全書が完結した 1773年にはデ、ィドロが帝都を訪問しており、（24）こ

の過濯でエカチェリーナ二世は、 1764年の段階で、当時なお未発表で、あった『百科全書J第 10巻

所叙予定のディドロ執筆項目 f集中＠分散マニュファクチューノレjM加 ufac知re, I話回ie, Dis予ersee

の草稿を入手したとされる。その骨子は、 f分散マニユブアクチューノレjdispersed manufactureの場

合、独立の職人が自宅作業場において自ら生産活動に従事するため、企業経営への関心も高く、そ

の製品は品質向上＠価格下落を示すのに対して、 f集中マニュブアクチューノレjunified manufacture 

の場合、多数の職人が同一作業場において工場主。監察官の監替のもと生産活動iこ従事するため、
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企業経営に対する責任意識は低く、その製品は品質悪化・価格上昇の傾向を示すこと、また分散マ

ニュの場合、農閑期の季節的副業として農民の余剰収入を拡大する効果をもつのに対して、集中マ

ニュの場合、大量の恒常的労働力を農村から吸収して農民の生産活動を擾乱する危険を苧むこと、

全体として分散マニュは集中マニュに対して優位に立つこと、以上の点にあった。（鈎

1764年 4月 27日、エカチェリーナ二世は工業参議会長官D ・V・ ヴォノレコフ（1764- 76年）

を任命し、 f臣民から生計手段を奪うことなく工業生産を育成するj手段の検討を指示したが、そ

の指針として上記D・ ディドロのマニュブアクチュア論を提示している。これに対してヴォルコブ

は、巨大工場経営・独立手工業者の峻5jljに同意し、巨大資本・設備を要する三大織維工業（毛織物

・蘇織物・綿織物）については特権企業の帯続を支持する一方、他の諸部門（皮革。石験・錠前・

帽子・服飾）については独立手工業者の保護を是認したが、それでも品質悪化・生産過剰を防止す

る観点から同職組合の維持と工業・都市参事会の監督・統制を主張した0 (26）続く 1767年 4月 17

宮、ヴオノレコフは大部の覚書を作成し、集中マニュ形態の企業総織は高度な生産技箭＠複雑な生産

行程を含む三大繊維産業にとって不可欠であること、分散マニュ形態の手工業者に対しては品費・

価格維持の観点から国家統制が必要で、あること、とりわけ軍稼向け軍服供給・海外向け麻布輸出を

促進するには繊維産業iこ対する品質・価格統制が肝要であること、海外事清を見れば、フランスで

は財務総監コノレベールの強力な規制政策のもとで工業生産が成長した反面、オランダでは組織的な

国家統制を欠知したため繊維工業が急速に衰退しており、またロシアでもピョートル大帝の産業規

制を挺子として工業発展を実現した経緯があること、以上の点から国家統制の必要を訴えた。（27)

しかしながらエカチェリーナ二世は、ロシアの基幹産業が工業ではなく農業である以上、農業生

産と矛盾する集中マニュではなく、むしろ農業生産の延長線上にある分散マニュを推進するべきこ

と、フランスではコノレベール主義によって農業生産が表退した反省から現在では産業規制が緩和さ

れていること、ピョートノレ大帝以降における集中マニュの維持は爵家財政の膨張をもたらしたのに

対して、分散マニュの促進は何らの財政支出も伴わないこと、ピョートノレ大請の産業規制は当時の

国際環境に由来したのに対して、今後の産業政策は「国家の真の必要jthe true needs of the country 

を考露、して策定するべきこと、以上を指摘し、あくまで独立手工業者を保護する意向を示した。（28)

註）産業規制の撤廃

以上の論争と並行し、エカチェリーナ二世は f多数者の利益を少数者の手中にとどめずjwhat c加

be of benefit to many must not be le立inthe hands of a fewとの原則を揚げ、重需主義的な独占特権を

瀬次撤廃している。既に 1762年 7月 31日の勅令は海産物・梅獣＠煙車の貿易取引及び木綿捺染の

独占規定を廃止し、農民を含む一般臣民に対して当該事業への新規参入を承認した。続く 1762年 10

月 23日の勅令は、巨大高人・領主の地盤たる翠ベテノレブ、ノレク・モスクワ両市を例外として、あら

ゆる身分階層に対して地方都市・近郊農村での工場設立を認めている。また 1763年 2月四百の勅

令は期限の満了した金箔。銀箔・綴織工場の独占特権を失効し、同年 12月 15日の法令は全ての工

場主に対して新税を導入する一方、独立の手工業者を免税とした。（政）

また工業参議会長官D・V・ ヴオノレコフのもとで菌家の産業統艇も願次緩和された。まず 1767

4月 17日の勅令は「個人意思にをせることjleave it to the individual －「禁止・強制を行わないこ

とJdo not prohib註anddo not com予el、以上を原則として国家の産業干渉を禁止した。続く 176雪年時

月 3013の勅令は産業活動の自由を認め、ただしその条件として、営業許可の事前取得、及び当時

勃発した露土戦争（1768-74年）に伴う新税納入を義務付けたものの、戦後 1775年 3月 17自の

勅令では許可制度。新税納入とも撤廃されている。間
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以後 19世紀初頭にかけて中央工業地帯、とりわけ二大帯都の近郊で工場設立が続き、またウラ

／レ地域では金属・冶金工業が発展している。しかしながら経営形態の内訳を見れば、毛織物工場の

78 ~も、鉱山企業の 64%、製紙工場の 60 %、ガラス工場の 66%、灰汁工場の 80%は依然として

領主経営の企業であり、したがって産業の自由は必ずしもエカチェリーナ二世の志向した農民経営

の育成には帰結せず、実質的には工業生産における領主の主導体制を加速する結果になった。｛引｝

③立法委畏金と

1767年の謬司令は、経済条項の一角として第 13章 f手工業・商業に関してjOfHandic施設 Tradesand 

Commerce （第 293- 346条）を設定している。その第 295条・第 296条は、人間は他人の所有物

よりも自己の所有物に多くの注意を払う以上、直接生産者が自身の生産手段を保有しない状態にお

いて経済活動の繁栄はないこと、また第 313条は、臣民が拘よりも従事するべき職業は農業である

が、これに次ぐ産業部門は手工業にあること、さらに第 314条は、過剰な機械の鍍用は迩来手工業

を披壊する危険を内包していること、以上を指摘し、全体として独立職人の産業活動を保護する方

針を示した。（32）これを受けて立法委員会は 1767年 10-11丹に工業問題を審議している。

まず商人代表A・ ベキシェフ Bekishev, A ・ポポフ Aleksei Popovは、全ての身分はそれぞれ本

来の職業活動に専従するべきであり、抱の身分の職業領域に介入するべきではないこと、領主は農

業生産に専念するべきであり、臨入の活動領域である工場経営に参入するべきではないこと、領主

の産業活動を規制jして、商人の農奴購入。所有を承認するべきこと、以上を主張した。（33）また長

官D・V・ ヴ、オノレコブの派遣した工業参議会代表団は、特権商人の独占行為を批判する一方、

援輿と並行した工業育成の必要を訴え、領主の工場経営は農業生産の縮小を招く危験を苧む以上、

領主階級は工業活動から撤退して所領経営に専念するべきこと、工業部門を蕗人・職人の活動領域

として保証するべきこと、特権高人の産業独占も規制すること、以上を主張した。例これに対して

貴族代表の多くは、領主がその所領で生産＠採掘する天然織維・木材・鉱物を加工して工業製品を

。販売するのは生来の権利であること、関家勤務から離脱した貴族身分にとって工場経営は俸

給収入に代わる重要な生計手段であること、領主の工場経営・農奴雇用は国内産業を振興する手段

として有効であること、以上を根拠として貴族の工場経営を公認するよう主張している。なかでも

シチェルパートアは、自己所領で生産する大持率＠亜蘇を原料として自ら蘇織物工場を設立・経営す

るなか、領主の工場経営はあくまで農閑期の農奴労働を利用することから農繁期の農業生産を撹乱

する恐れはないこと、むしろ領主の工場経営は工業原料に対する需要を刺激して自己所領での農業

生麓を促進する効果さえもつこと、以上を指議して領主の工業活動を擁護した。〈お｝

また農民の家内工業に関して、商人代表は農村工業の勃興に伴う都市工業の危機を憂慮し、農奴

の工業活動を禁止するべきこと、工業活動に従事する者は全て同職組合に加盟するべきこと、以上

を主張した。（拘これに対して貴族代表A・P・ スマロコフ Ale主sandrPetrovich Sumaro主ov(l718-77 

年）及びM・ ベトキン Petkinは、基本的な生活用品＠農具の自給生産に対する規制は円滑な農業生

産に支離をきたすこと、土地の妃沃度に劣り年間日照時間の短い北部地域では農奴の工業活動が夏

期の農業収入を補填する露lj業・生計手段として重要な意味をもつこと、以上を主張して農奴の工業

活動を弁護している。（3η またシチヱノレパートフは、社会秩序を維持する観点から規制の必要を認

めた反語、自身の保有農奴 I・D・ ザトラベズノブ、 A・S・ アシャーティン Aleksei Semenovich 

Ashatinが家内工業によって蓄財し、自身の地代坂入が増大した経験を踏まえ、領主の経済基盤を

補完する手段として農奴の工業活動に一定の理解を示した。（38)
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( 3）遜蕗政策

①遜蕗規制の援活

エリザヴェータ女帝時代の通髄官銃p • I .シュヴァーロブは成長する海外繋易を支援するべく

1754年の関説改革で低率関税を採用したが、七年戦争iこ伴う軍事経費を調達するべく 1757年の関

税改革では 18世紀史上最大の高率関税を設定する一方、財糠基盤として寵臣・特権商人に対する

・特許制度を拡充し、また戦時下の食糧供給を確保するべく 1756-60年において穀物輪出の

規制を漸次強化した。この結果関内商業・外国貿易は撹乱され、 1760年の f商業委員会jCommission 

on Commerceでは、議長Y・P・ シャホブスコイ、副議長 I• G ・チェノレヌイシェアのもと、委員

D·V· ヴオノレコブ、顧問M· オダ~Mi鼠iail Odarらが高率関税＠貿易統制の撤廃を勧告している。

(39）続くピョートル三世は、特別顧問D・V・ ヴォノレコブの建議のもと、 1762年 3月28日に自由貿

易勅令を発布し、関税。専売制度の緩和と穀物輸出の解禁を布告したが、これまで独占利、潟を享受

してきた宮廷貴族。特権商人が専売。特許制度の蕗止に抵抗する一方、元老院は閣内向け原料・

糧供給の観点から原料。穀物輸出の自由に反対し、間帝失脚の一因となった。同）

エカチェリーナ二世は、支持基盤を確立する必要から貴族勢力＠富裕商人の利害に配議しつつ、

1762年 7月 3113 ~こ通高勅令を公布している。まず穀物輸出に関しては、貿易活動を間複する観点

から、原則としてアルハンゲリスク。バルト海3議（聖ベテノレブノレク＠リガ。レヴアノレ〉の穀物翰

出を解禁した反面、食糧供給＠穀価安定を保証する観点から、国内穀価が基準髄格を超過した場合

における穀物輪出の停止を規定した（第 1・2条）。また財源確保の目的から特定品畏（大黄rhubarb

－灰許 potash－楊脂 resin）の専売制度を復活する一方（第 6イ条）、産業保護の手設として繊維原

料（麻布。麻糸）に対する輸出制限・高率関説も温存したが（第 9・10粂）、これらは特権商人・

宮廷貴族の貿易＠産業独占を保証する効果をもった。他方、国内経済を振興する観点から先帝の自

由貿易路隷が継承され、専売品自（鱈・線。キャビア・煙草・ターノレ＠にかわ＠毛皮＠生糸）に関

する独占貿易の廃止（第 12・18条）、特定産業（砂糠精製＠織維捺染）に対する免税＠特権措援の

廃止（第 13・同条）、特許会社（ベルシア貿易会社・コンスタンチノープノレ繋易会社）の廃止（第 16

• 17条）、以上が確認されている。とはいえ全体として初期の貿易政策は、前述した農業・産業政

策の場合と同じく、支配階級たる貴族勢力の意向に沿うものであったと言えよう。附

② 

i ）商業委員会の改組

エカチェリーナ二世は 1762年 12月ヲ自に f通語・財政特別委員会JEx協 ordinaryCommissionを

設置し、 I • I・ネプノレイエブ、 N • I・パーニン、 I • E ・ミュニッヒ、 T・ クリングシュタッ

ト、 G・N・ テプロブ、以上5名を任命して通詣政策の基本方針に関する検討を指示した。（42)

まず 1・I.ネプノレイエフは、ピョートノレ大帝時代より駐土大使（1721- 34年）・オレンブノレ

ク知事（1742- 58年）を歴任した東方事構の識者であるが、経済政策の策定に際しては何よりも

財政科書を鐙先し、通高政策をあくまで国家財政を再建する手段として栓罷付ける一方、貴金属

specieを国富そのものとみなし、輪入抑制＠輪出拡大による貿易黒字の維持を主張した。また輸出

貿易を拡大する手段として農業産品の輸出よりも工業製品の輸出を重視し、したがって農業生産の

援輿・穀物輸出の解禁を否定する一方、工業生産の育成＠製品輸出の促進を強調し、なかでもウラ

ノレ冶金工業の保護・棒鉄輸出の拡大を主張した。また商業資本の青成については、ヨーロッパ貿易

において園内商人の介入が見込めない以上、アジア貿易における国内海人の参入を推進する必要を
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主張し、辺境地帯の経済開発と南東地域を経由する東洋貿易の将来を期待した。間

対照的にN ・I.パーニンは、 fロシア商業に関する覚書J(1764年）において歴代ツアーリの

独占体系・保護政策が特権商人・巨大企業の台頭と自由商人・手工業者の抑圧を招いた事実を批判

し、 f経済政策の基本方針j釦ndamentalprinciple of political economyとして、政治的な財政利害よ

りも経済的な蕗業利害を、すなわち特権階級の利得を保証する f国家的秩序jetatist order/ raison d’d蹴

よりも経済全般の成長を促進する「自然的秩序jnatural order/ sound sys旬mを重視し、 f国家の必要j

needs of s路te= r国産jtre部 U詑利害よりも「人民の必要jneeds of people = r国富jnational wealt訟

を優先するべきこと、したがって政治的な国庫収入の充実を目的とした輸入抑儒・輪出拡大を廃棄

し、経済的な国民的富の増大を目的とした自由貿易を推進するべきこと、以上を主張した。倒）

また I。E・ ミュニッヒ loannErnst von Milnnich ( 1707 -88年）は、幕僚B・C・ ミュニツヒ

の子弟として青年時代には海港都市リガ・ジェノヴァに留学し、バルト海・地中海貿易の現状を把

握する一方、アンナ女帝時代にはトリノ・パリ駐在大使として国際情勢に精通し、続くエリザヴェ

ータ女帝時代には実父の流刑とロシア人官僚の台頭によって失職するものの、親普派ピョートノレ三

世の即位とともに復帰し、エカチェリーナ二世時代にはヨーロッパ貿易＠関税制度の識者として税

関局長（1763- 84年）を務めた。ミュニッヒは工業優先の経済政策を批判して農業重視の政策展

開を主張し、その手段としてイギリス農業革命を模範とした品種改良・技術革新に加え、輪出規制

の解除＠輪出関税の緩和による農業産品の輸出拡大を主唱している。（必）

他方T・ クリング、シュタットは、ヨーロッパ工業諸国が工業人口・中産階級の増大と工業製品の

国内自給を前提として加工製品の輸出を展開しているのに対して、ロシア農業国家は農業人口の優

位・中産階級の欠如と一次産品の輸出を推進している以上、経済政策の策定においては異質なヨ｝

ロッパ諸国の事例を模範とするべきではなく、むしろ農業を「富の基礎j foundation of wealth iこ据

え、飽の全ての産業部門に対して農業部門を優先する政策体系の構築を主張している。｛柘）

最後にG・N・ テプロブは、エリザヴェータ女子普時代における科学アカデミ－ w月刊評論Jでの

文筆活動やウクライナ埋草事業の経験を踏まえ、高業活動の改善に関する三大覚書（1764・65年）

を作成し、経済活動において重視するべきは f交換jexchangeではなく「生産jproductionである

こと、農業は国内人口を扶養する食糧と議業資本が輸出する高品（生糸＠廓類・穀物・藷鶴）を生

み出す f国富の真の源泉j 出etrue soぽ ceof national wealthであり、商業活動はあくまで農業生産を

促進するものにすぎず、決して国富の源泉そのものではないこと、したがって国家の経済政策は何

よりも農業振興を基軸として再編されるべきであり、農業生産に従事する農奴身分を領主支配から

解放するとともに、農業生産・取引を国家統制から解放すること、以上を主張した。仰）

エカチェリーナ二世は通高・財政特別委員会の勧告を受けて 1763年 12月 8日の勅令を発布し、

！日東の商業委員会を元老院の下部組織からツアーリ直属の諮問機関へと改組するとともに、その権

限を既存の法的枠内での政策構想、から新規の法制整備を伴う政策立案へと拡充した。その活動目的

は、①通商活動の現状把握、②通高撹乱要因の究明、③通旗振興方法の検討、に置かれ、当面の課

題として、①国内産品（加工製品＠一次産品〉の輪出拡大、②国内商人に対する蕗業信用の供与、

以上二点が指示された。かくして商業委員会誌、財政科書に拘束されることなく純粋に経務規点か

ら通商問題を検討する一方、輪出貿易の促進に際しては加工製品とともに農業譲品を考癒すること

になった。側女帝は商業委員会の正規委員として、 Y 。P・ シャホフスコイ、 I• E ・ミュニツ

ヒ、 I• I ・ネプノレイエブ、以上3名を任命するとともに、 T・ クリングシュタット、 M・ オダ一、

M e プーシキン Mi鼠iai Pushkin、以上3名を頭掃として配置した。またG 。N・ テプロブは特定！J書
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記 executive secre鵠ryとして全体を統括し、 N ・I.パーニンは外交業務に専従して商業委員会よ

り離脱したものの、テプロブとの緊密な連絡は維持した。｛約｝なお商業委員会は 1764年 3月 31日、

任務の効率化から二大部局を設置し、議業問題全般を扱う第一部局にシャホフスコイ・ネプノレイエ

ブ両名を、関税問題を検討する第二部局にミュニッヒ・テプロブ高名及び顧問 3名を、それぞれ配

置している。また 1764年半ば、第一部局ではネプルイエブが引退して後任N ・Y・ ムラヴィヨフ

が就任する一方、第二部局では顧問クリング、シュタットが正式委員に昇格した。｛均

註）通商独占の廃止

まず商業委員会は商業活動の主体に関する問題、とりわけ外国商人の海外貿易及び農村商人の内

国高業に対して、商人身分の酪業特権を保護するべきか否かについて検討している。

まずシャホフスコイは、寵臣・富裕薦人の利己的な特権貿易を批判するとともに、外国高人の支

配体制を危慎し、その打開手段として、商業活動の実態に対応した薦人身分の階麗分化、外国貿易

に特化した園内商人の育成、以上による自国商人の独立的・対抗的な貿易活動を主張している。具

体的には既存の高人組合を基盤に国内商人を四つの f階級jklぉsy、すなわち①第一階級として年

間事業収入 30,000ループジ・保有商船 3隻以上の上層高入、②第二階級として問 20,000ループリ

・3隻以上の中層商人、③第三階級として同 10,000ループリ.1隻以上の下層商人、④第屈指級と

して間 10,000ループリ以下の末端商人、以上に整序し、第一階級に対してのみ外国貿易の独占特

権を認めることを提起した。（幻）またテプロフは、同じく国内寵臣・外国商人の優位を批判する一

方、その解決手段としてはむしろ f第三階級j出e出 rdes路.te= r中産階級jmiddle class/ middle order of 

peop訟を母体とする新興商人の育成を推奨し、農村手工業者に対する自由身分の付与、農民に対す

る商業活動の公認、新興商人に対する保護措置（人頭税。軍役の免除、法的権利の強化）、以上を

護案している。なおミュエッヒも商業振興の手段として農村商人の育成を支持している。｛匁）

飽方クリング、シュタットは、 fロシア通商の基礎に関する改革計画J(1764年）において、宮廷

官僚の貿易独占を蕗止する必要を認める一方、外国商人の支配体制を止揚する意義には疑問を示し

た。すなわち、確かに国民的商人層・商船団の育成による海外貿易の拡大が理想的であるものの、

ロシアが索。量とも十分な船隊・船員を保有せず、ロシア商人が必要な資本＠実務教育＠簿記技術

を欠き、むしろ徴税請負契約に伴う差益確保に執心するなか、西欧諸国とロシアの海運能力には圧

倒的格差が害在する以上、かかる状況においては莫大な経費を投入して独自の商業船団を創設する

よりも外国蕗人に依存して貿易活動を展開するのが得策であること、のみならず外層高人の自由繁

易は相互の価格競争を刺激してロシア輸出産品の価格上昇をもたらすこと、以上を指摘している。

また農村商人を育成する主張にも否定的克解を示し、むしろ伝統的な身分秩序＠領主支配を前提と

した輸出向け生産の拡大を志向した。以上の見解にはムラヴ、イヨフが賛意を示している。（到

なお宮廷貴族の特権貿易と関連して、この間エカチェリーナ二世は外務参議会通訳D • I ・フォ

ンヴィジンに対して、フランス貴族の商業論争を分軒したドイツ官房学者J・H・G・ ユスティ

Johann Heinrich Gottlob von Justi ( 1717 -71年）の著作 f蔀業貴族議jDer handelnde Adel ( 17 56年）

の翻訳を指示している。当時フランスでは、貴族の本務として国防活動を重視する身分観的な f武

官貴族議jla noblesse militaire、及び貴族の副業として商業活動を推奨する進歩的な f商業貴族議jla 

noblesse comme時ante、両者が激しい論戦を展開しており、ユスティの著作は両派の立論を比較検

討したものであった。うちフォンヴィジンは翻訳に捺して後者の商業貴族論を中心に紹介し、国家

勤務から引退した貴族身分の生計手設として藷業活動の意義を示唆している。開

高業委員会は審議の概要を答申したが、この問題に対する政策措置は当面保留された。
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議）穀物輪出の解禁

上記 1762年 7月 31日の通商勅令は、原則的には国内穀価が規定水準を下回った場合の穀物輪出

を許可したが、現実的には国内の食糧不足から穀物価格は常に規定水準を超過したため、穀物輸出

は一貫して停止された。その是非は既に通商・財政特別委員会において検討され、まず I・1・ネ

プノレイエブは、アノレハンゲリスクの穀物輸出を国内穀錨にかかわらず無条件で承認すること、同市

にその年間消費総量 3000 - 5 000チェズベノレティの穀物鏡蓄を義務付けること、他の港湾都市に

も同様の措置を漸次導入すること、以上を提案した。これに対してミュニッヒ・テプロブ e クリン

グ、シュタットは、イギリスの事例を援用しつつ、全港一律の制度を導入するべきこと、穀物輸出の

促進には穀物備蓄の確保よりも輸出関税の緩和・輪出奨励金の付与が有効であること、以上を主張

した。当該委員会は 1763年 6月 17日lこ最終報告を提出し、穀物輸出の禁止は農業生産の拡大・輸

出貿易の発展を臨書する恐れがあること、ただし現在の脆弱な生産基盤における穀物輸出の解禁は

むしろ食糧自給の抵下＠投機賀占の蔓延・穀物価格の急騰を招来する危験を苧む故、一定の条件の

もとで穀物輸出を解禁する必要があること、以上を提言した。その上で、①ナノレヴァの場合、穀物

輸出の総量は年間 5000チェズベルティを上限とし、輪出関説はリガ＠レヴァノレ両市と同率、内閣

関税は免除すること、また後背地（リヴォニア・インゲノレマンランド・ノヴゴロド・プスコア・グ

ドヴスク Gdovsk）より流入する穀物の 5%を市内向け食糧として備蓄すること、②アノレハンゲ、リ

スクの場合、輸出総量の上限は年間 200000チェズベノレティとし、輸出関税はリガ・レヴアノレ両市

の半分、内国関税は免除すること、また内陸地帯より流入する穀物の 20%を備蓄に充てること、

③他のバルト海諸識では開様の措置を当面見送ること、以上を具体的な条件として提示した。エカ

チェリーナ二世はこの勧告を受諾し、 1763年 6月21日の勅令として公布している。（的

しかしながら条件付きとはいえ穀物輸出の解禁は聖ベテルブ、ノレクにおける穀物価絡の上昇を招

き、ヱカチェリーナ二世は 1764年 9月 23日の勅命でR • I ・ヴォロンツォブ及びN ・y ・ムラヴ

イヨフ両名に事態の解決を指示した。両者は、海外向け穀物輸出の保進・帝都向け穀物供給の確保

を両立する手段として、帝都に流入する穀物に対して内国関税を免除するとともに、流入した穀物

の三分のーに対して海外輪出を許可＠輸出関税を免除するよう勧告している。この措置は 1764年

同月 12日の勅令によって実行された。｛%）これに対してクリングシュタットはさらなる穀物輪出の

規制緩和を指向し、 1765年より自由経済協会において穀物翰出キャンベーンを展開する一方、 1766

年 2月には蕗業委員会に対して小麦輸出の促進を提起し、①無条件の輸出解禁とあらゆる制限措置

（上限価格の設定・国内備蓄の確保・輪出関税の設定）の撤廃、②国内関税の撤廃、③上記原則の

国内全港における適用、以上を主張した。最終的にエカチェリーナ二世は 1766年 4月 13日の勅令

によって小麦生産・輪出の奨励を認め、①今後 6年間（1766- 72年）国内全港において国内髄格

＠産出地帯・輸出総量に関わらず小麦輪出を許可し、また輪出関税を免除すること、②アルハンゲ

リスクにおいては輸出自的で搬入された小麦の 20%を備蓄すること、以上を承認した0 (57) 

穀物輸出の解禁と並行し、輪出経路の整犠も進められた。エカチェリーナ二世は部位当初よりパ

ノレト海貿易の拠点都市ヲガを経由する穀物輸出の拡大を期待し、 1763年に fリガ貿易調査委員会j

Commission on the Riga Tradeを組織する一方、 1764年には女帝告らパノレト海沿岸諸果を視察し、

ヲガ貿易特権を縮小する意向を留めた。リヴォニア知事G ・ブラウン泣 1765年のりヴォニア議会

において、前述の如く農民解放を獣行して生産基盤を強化した際、同時にリガ通商規定の改定にも

着手している。この結果、ロシア領内から搬入される一次産品は関税を免除されること、また工業

製品は睦路輪送の場合は2%の低率関税のみ賦課される一方、海路輪送の場合は免税とされること、
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バルト海沿岸諸県向け輸出産品は 6＜｝らの通過関税を、またペテルブノレク・モスクワ向け消費産品は

既帯の内盟関税をそれぞれ賦課されること、以上が規定され、リガ経由輸出を臨書する関説捧援は

解泊された。またリガにおける外国商人への規制措置も緩和され、倉産保有・資金貸借・小売事業

の認可、各種課税の整理・緩和、以上によって外国商人の活発な穀物資付が期待された。間

また黒海を経由する輪出経路の開拓も試みられている。黒港北岸のステップ地帯は、前述の如く

土壌・気候の需面で穀物生産に最適であるのみならず、物流の点では複数の大河（ドン＠ヴォルガ

＠ドニエプノレ）と不凍港を擁し、冬季に凍結するバルト海誇港を販路とする北西＠中部ロシアより

も有利な農業生産＠海外輸出が可能であった。（鈎）既に先帝ピョートノレ三世は 1762年 3月 28日の

勅令において黒海貿易をエジプト・アフリカ市場への経路として期待していたが、（倒続くエカチ

ェリーナ二世も 1762年 7月31日の勅令において黒梅を穀物輪出の新たな動脈として注自し、とり

わけ地中海諸港（トリエステ＠レグホン＠マノレセイユ）への経路として重視した。｛叫高級官僚で

は駐土大使を経験した I• I ・ネプノレイエブが黒海進出を主張したほか、宰相M • I ・ヴオロンツ

オフも、黒海進出によるオスマン帝国への政治的優位の確立。地中海方面への経済的進出の達成を

期待したのみならず、ロシア黒海貿易・プランス地中海貿易の連結によるイギリス海外貿易への対

抗を展望している。｛む）またG 。N・ テプロブは、南部ロシアの経済開発に参与するなか黒海経由

の輪出貿易に強い関心を示し、なかでも自ら従事するウクライナ態草生産の販路として黒海経由プ

ランス向け輪出を構想、している。開）かくしてエカチェリーナ二世は甫方方面への植民活動と並行

して黒海貿易の振輿を試み、港湾都市テメルニク Tememikの貿易活動を開放して外国商人を誘致

したが、黒海北岸をオスマン帝国が領有し、黒海商業をオスマン住民たるギリシア識人が独占する

限り、ロシア商人の黒権参入は菌難で、あったと言える。（的

黒海経由の地中海進出が頓挫するなか、代替手段としてバルト海経由の甫欧向け輪出が画策され

ている。まず 1763年、聖ペテノレブ、ノレク商人（ロゴヴィコブ Rogovikov・シチューキン Shchukin• 

グブキン Gubkin）はフランス＠スペイン両国との通商活動に従事するべく、ボルドー・カヂィー

ス領事の設置を藷類した。これを受けて商業委員会はボルドー貿易事情を謂査したが、ロシア産品

への十分な需要は認められず、領事設蜜を棄却している。附また 1763年 9月 29司、トゥーラ商

人 (I .ヴォロディミロブ IvanVolodimirov、M・ パストウコア Mi紬ailP都知魁lOV, M.グリパノ

ブMi魁iailGrib加 ov、L・ ノレギニンLぽianLuginin）は、地中海貿易株式会社（資本総額 100,000ノレ

ーブリ口 500ループリ× 200株）の設立を計闘し、海軍麓誕の借用と輪出関税の減免を申請した。

エカチェリーナ二世は計画を支持し、女帝・テプロブ雨名がそれぞれ 20検（10,000ループリ〉を

出資する一方、海軍騒離を供与し、海軍＠外務参議会には護衛護隊の額成を指示している。（的さ

らに 1766年、商人A・ ウイットアース Arvid Wi託foo訟はボ、ノレドーにおけるロシア産品（木材・大

蘇＠棒鉄・獣脂＠油脂 e 蘇織物・キャピア。毛皮〉への需要上昇を報告し、領事設蜜を蒋護訴えた

が、エカチェリーナ二世はこの建議を了承している。かくして 1766年目見、ウイットアース自身

がボルドー領事に就任し、以後ロシア一次産品のフランス向け輪出＠プランス産葡鶴港及び西イン

ド植民地産品の輪入を促進する一方、仏露通蕗条約の締結を求める運動を開始している。 m

iv）保護関税の緩和： 1766年の関税改革

エカチェリーナ二世は上記 1762年 12月9自の勅令によって、前述の如く通商 e財政特別委員会

に対して通藷政策の検討を指示する一方、元老院に対しては工業製品の輸入縮小・輪出拡大を実現

する関税制度の再考を指示している。元老院は 1763年末に計画原案を提出したが、その骨子は輪

入貿易の持制（禁止品目の倍増）・国内産業の育成を手段として貿易黒字の拡大・黄金属貨幣の流
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入を図るものであった。エカチェリーナ二世は続く 1763年 12月 8自の勅令によって商業委員会を

ツアーリ直轄の諮問機関として再編した際、商業委員会に対して元老院原案の検討を指示した。こ

れに対して、シャホフスコイが原案を支持した以外、他の委員は基本的に反意を示している。｛鵠｝

まずミュニッヒは、過度な産業保護は品質改善・価格引下の自助努力を阻害し、消費大衆に悪質

・高値製品の購入を強制すること、輸入貿易の規制は外盟商人を駆逐し、対価たる輸出貿易を縮小

して関税収入の下落・輸出産業の衰退を招くこと、以上の点から産業保護・輪入規制に反対した。

続く 1764年の覚書では、北米植民地・口シア両者がイギリスの原料調達市場・製品販売市場とし

て機能している事実を指摘し、イギリス経済への誕議状態から脱却する手段としてコルベール主義

を模範とした先進技術の導入・輸出産業の育成を主張している。またテプロブは、国内原料を使用

する産業部門については生産保護・輪出促進を提唱した皮面、国内自給の困難な品目については輸

入解禁を認め、また輸出拡大の手段としては輪入貿易の制限よりも輪出関説の軽減を主張した。｛朗

他方クリングシュタットは、 1765年 4月 11日の覚書において、まず国内原料を使用する産業に

ついては積極的に育成する必要があるものの、輪入涼料に依存する産業部門（砂糖精製・絹織物業）

については一般大衆の消費科書を犠牲にしてまで保護する必要はなく、むしろ良質・安価な外盟製

品の輸入を奨励するべきであり、輸入関税は 25%を上限とするべきこと、また外国商人・外国産

業への依存は一議の f必要悪ja necessary evilであり、最終的には輪入に伴う支払よりも輪出に伴

う受取が上回っている以上、むしろ外国商人の活動を利用するべきこと、さらに労働配分・天然資

源の現状を踏まえ、工業国家イギリス・フランスに対する農業国家ロシアの特性を自覚した貿易関

係の構築が国富増大の f最も自然な道jmost natural wayであること、以上を指捕している。（70)

なお工業参議会長官D・V・ ヴオノレコフは 1764年 12月に覚書を提出して商業委員会の論争に介

入している。まず国産原料に基づく産業部門の育成を重視する反面、競争能力の低い産業部門の保

護を否定する見解に関しては、原料羊毛を自給するスペイン羊毛工業の衰退、権外生糸に依存する

プランス絹織物業の発展、以上の反証を提示するとともに、むしろベルシア生糸輪入の利点を生か

したロシア絹織物業の振興を主張し、外国製絹織物に対する輸入関税として品質に照応した 70・80

・90%の差別税率を提案した。また外国製品に対する高率関税が一般大衆を韓牲にしているとの

主張に関しては、高級外国製品の購入は主に富裕な特権階級に限られる以上、一般大衆に負担が転

嫁される恐れはないこと、さらに輸入貿易の制限が輪出貿易の縮小に帰結するという議論について

は、イギリスが能に有望な代替市場を保有しない以上、今後も一次産品をロシア市場に依存せざる

を得ず、関税制度の如何に関わらず輸出禁易の成長が期待されること、以上を指摘している。（71)

以上の論争を経て、商業委員会は 1766年 3月に個別品目の説率査定を終え、続く同年 5丹に関

税改革の最終報告を提出した。エカチェリーナ二世は原案を若干修正して元老院に送付し、商業参

議会によって 1766年 9Jj 1自に新たな関税規定が公布された。その接要は以下の通りである。（η）

まず翰入関税の場合、審修品に関しては、一部の高級者修品（宝石・レース）には密輸防止の観

点、から軽微な 10%の関税が賦課され、他の高級審修品（ワイン。高級食材・高級紙箆・大型鏡台）

には高率の 100%、その飽 150品慢の大衆的考修品（砂糖・コーヒー）には低率の 20%、国内で

自給可能な者修品には 200%、以上の税率が設定された。工業製品に関しては、国内生産の可能な

合計 206品告には 30%、国内生産が可能ながらも品質・価格が外国製品に劣る品目（蘇織物＠毛

織物＠絹織物）には 20%、国内生産の困難な商品には 12%、その他来分類の商品（続毛糸 worsted

e幅広布むroad cloth e染色＝無地毛糸＠毛布・靖子）には 15%、以上の関税がそれぞれ賦課され

た。なおイギリス羊毛製品に対する関税は抱の諸国に対する税率の 10%とされ、顕著な鐙遇措置
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が図られている。また各種果物・国内産業向け原料（種子・苗木・染料）は免税とされ、国内生産

の困難な各種必需品（食品・薬品）には4%、再輪出品には6%の関税が設定された。

次に輪出関税の場合、まず国内需要の高い各種原料には、国内産業の原料調達を保証する観点か

ら200%の禁止的な高率関税が導入されたが、海外需要が高く国内供給が十分な一次産品（穀物・

鉛舶用品・冶金製品・キャピア・塩漬魚肉・獣皮・柔毛）には、当該産品の海外輪出を促進するべ

く、 5%前後の軽微な収入関税のみ斌課された。ただし一部の必需品（穀物・食肉・木材）に関し

ては、器内供給・海外輪出を開立するべく、輪出拠点・取引総量の制限が維持された。また工業製

品にはその品質・海外需要に照志して個々に税率が設定されている。

なお関税の納入方法として、全ての外国商人は納税総額の半額を国際通貨ライとスターラーによ

って、残る半額を現地通貨ノレーブリによって、それぞれ納入することを認められ、その換算割合は l

ライヒスターラー＝ 125コベイカとされた。この権利は従来イギリス商人のみが独占的に享受して

きたが、今やこの特権を各国商人に開放することで、イギリス独占体制の解体と外国商人の棺互競

争が期待された。他方、ロシア商人は輸出・輪入関税を 1ライヒスターラ一口 90コベイカという 28

%ほど低い相場で納入する特権を認められ、外国荷人に対する国内商人の鐙遇が図られている。

かくして従来の特権商人・寵臣科書と密着した重商主義的な独占禁易・高率関税が廃棄された反

面、クリングシュタットの主張する如き外国資本に全面的に依存する無制限の自由貿易も拒否され、

むしろテプロブ＠ミュニツヒの提唱する如き国内産業・高人資本の育成＠穣遇に必要な適度な保護

措置を内包する自由主義的な関税制度が最終的に導入されたのである。

③立法護員会と

エカチェリーナ二世は 1767年の訓令・第 13章「手工業・商業に関してj において、前述の工業

問題とともに商業問題にも言及している。まず第 321条では、商業活動の自由は貿易独占の自由を

意味するものでなく また貿易商人の統制は貿易活動の抑制と間義ではないこと、また第 326条で

はロシアが通商関係、を強化するべき相手市場は、通商活動の目的を領土支配に置く諸国ではなく、

あくまで経務利益の獲得に置く諸国（イギリス）であること、続く第 330条では貴族身分が商業活

動に従事する際には国家の通商規制に従うべきこと、以上を指捕している。なお第 22輩の財政規

定・第 590条も、特定商人に対する貿易特権の撤廃を規定し、全体として商業活動への告由参入が

確認されている。（η）続く立法委員会ではとりわけ商業活動の主体をめぐって議論が展開された。

まず貴族の商業活動に関して、商人代表A・ ポポフ、 s.ソロドヴニク Solodovnikは、貴族の

商業参入は軍隊の人員不足＠国防範力の低下に帰結すること、また商人の経済活動と競合して園内

商業を撹乱すること、歴代ツアーリはこれらの観点から貴族の蕗業活動を規制してきたこと、以上

を指摘して高人の商業独占を主張した。対して貴族代表p. I .パーニン、 M・M・ シチェノレパー

トフは、商人身分は壁代ツアーリの保護措置にもかかわらず外国商人の攻勢に対抗できなかったこ

と、領主の商業活動は商品作物の生産と連動した商業活動を促進すること、また領主＠蕗人の鏑格

競争は国内物錨の低下＠安定をもたらすこと、以上の論点から嚢族の寵業活動を支持した。｛%｝

また農民の蔀業活動に関して、巨大都市の商人代表A・ ポポブ、 A・ プラツノブ Bl昭 lOVの場合、

都市近郊における農民の蕗業活動が都市隣人の農村進出を排除しているとして非難したが、対照的

に地方都市の中小商人の場合、地方農村では農民の高業活動が都市商人の地方選出を媒介している

としてむしろ評価している。これに対して農民代表は、都市から遠隔の農村地帯では商人の商業活

動に依存することが菌難であること、農業生産に不適な北方地帯では酪業活動の兼営が農民の貴重
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な副業収入となっていること、以上の観点から農民の蔀業活動を要求した。また貴族代表シチェノレ

ノ〈ートフも、領主の地代徴収を保証する意味から、当面は農民の商業活動を支持している。｛行｝
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〔W〕外交政策： N • I .パーニンと北方体制一－1766年英露遺構条約の政治的背驚一一

18世紀ツアーリズム国家の対外政策をめぐっては、国擦関係の本質を勢力均衡体系の観点から

把握する外交史学の場合、史実展開の要因を各国王室の家内利害・外務官僚の政治手腕から説明す

るにすぎなかったが、これに対して官察国家の形成を重視する行政史学の場合、外交戦賂の背景と

して経済活動の成長に留意する傾向がある。以下、先に確認した国際環境の枠組、及び前節で検討

した経済政策との連関に留意しつつ、エカチェリーナ二世時代前半の外交政策を考察しよう。

( 1)対外戦争の中止

ピョートノレ三世は 1762年 4月 24器（5月 5日）の翠ベテルブ〉レク条約でプロイセンと講和し、

多大の犠牲を払って獲得した占領地帯を無償で返還する一方、祖国ホノレシュタインのシュレスヴィ

ヒ奪還を支援するべくヂンマーク戦争の準備を進め、 1762年 6月 813 (19日）に普露密約を締結

した。この結果プロイセンはロシアに対して、デンマーク戦争への軍事支援＠シュレスヴィヒ領有

の承認を保証する一方、ロシアはプロイセンに対して、オーストリア戦争への軍事援助・シュレジ

ェン保全の公認を約束したほか、ザクセンココポ…ランド連合を解体するべく、①ポーランド次期間

王としてポーランド土著貴族（ピアスト Pi部 t）を推挙すること、②クーノレラント公園君主として

ホノレシュタイン公家ゲ、オルグ、・ルートヴィヒ Georg Ludwig （ピョートノレ三世の伯父）を擁立する

こと、③ポーランド国内の異宗派（新教徒・正教徒）に対して信仰の自由を保証すること、以上を

確認している。 (l）しかしながら一切の戦利を放棄した普露講和と国益から遊離した普露関盟は軍部

の不満を高め、同帝が失脚する最大の要国となった。

エカチェリーナ二世は、仏壊両国から向盟復活・戦線護婦を期待されたものの、即位度後の帝位

不安から内政問題に専念する必要を認識し、 1762年 6月 29日（7月 10日〉の布告によって七年戦

争に対する中立を各国に通達した。また続く同年 7月 1日（12日）、プロイセンに対して講和条約

の効力を再認する反面、軍事関盟に関する秘密条約の無効を通告し、デンマーク授路計画を破棄し

ている。かくしてエカチェリーナ二世は国擦問題への介入を控え、平和外交の維持に努めた。（2)

とはいえ既に後の積極外交の萌芽も確認される。すなわち 1763年初頭、国際的には列国の関心

が七年戦争の講和交渉に集中する一方、国内的には支配体制の基盤が確立するなか、エカチェリー

ナ二世は復権したA・P・ ベストゥージこにブ＝リユーミンの建議からクールラント出兵を実施し、

同年 1J=l 10 13 (21日）にザクセン公子＝公国君主カール a クリスチャンを追放するとともに、ア

ンナ女帝時代の罷庄E • J .ピロンを抑寝生活から忍喚して後任君主（復位： 1763- 72年）に任

命した。この結果クールラント公器はポーランドの臣従国家からロシアの健儲国家へと転換し、ロ

シアはバルト海への出口を拡充することに成功した。（3)

なお有力な盟邦ロシアを喪失した仏壌問盟は苦戦を余儀なくされ、 1763年 2J=l 10日のパリ条約

で北米の英仏戦争が、同年2月 1513のフベルトウスプノレク条約で大陸の普填戦争が終結する。

(2) 

① 

エカチェリ…ナ二世は クールラント出兵の成功以後、近い将来ポーランド王位継承問題が発生

した場合に備え、側近の宮廷貴族。高等官稼に外交方針の策定を掲示している。これに対してまず

宰相M • I ・ヴォ口ンツオフは、外務参議会長官を兼任して外交政策を統括する立場にあったが、

自身が主導した七年戦争期の外交路線を踏襲し、将来におけるオスマン帝国との戦争に対処する観

点から、フランス・オーストリア両国との同盟関係を維持することを主張した。また副宰棺A・M
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・ゴリツインは、同じく外務参議会副長官を兼任して外交政策を補佐したが、七年戦争期における

駐英大使（1755- 62年）の経験から、プロイセンの対露戦争を財政的に支援するイギリス政府に

対して強い反感を示しており、宰相ヴォロンツオフの誰奨する仏壊両国との友好路線を支持してい

る。（めこれに対してA・p・ベストゥージェブ口リユーミンは、エカチェリーナ二世から外交手続

を期待されるなか、自身の宰相時代におけるオーストリア継承戦争の場合と同様、スウェーデン・

ポーランド問題に対志する必要から、イギリス・オーストリア両国との友好関係を重視した。（5）か

くして現宰相ヴォロンツオフ・前宰相ベストゥ…ジェフは、それぞれフランスとの友好・イギリス

との接近を主張して対立したものの、いずれもオーストリアとの協調を擾先してプロイセンとの同

盟を否定する点では意見が一致している。

しかしながらエカチェリーナ二世は、先帝時代より留任した宰相ヴォロンツオブの忠義iこ対して

不信を強める一方、既に高齢なベストゥージェアの国際感覚にも不安を覚え、 1763年 8月にヴォ

ロンツオフが休職するに伴い、クーデターを先導した外交問題の識者N • I ・パーニンに対して助

雷を求めた。パーニンは北歌誇留に駐在した経験から何よりもフランスの脅威を実感しており、フ

ランスのスウェーデン・ポーランド＠オスマン帝国との同盟関係はロシアのバルト梅・黒海進出を

推進する上で重大な障害であること オーストリアとの同盟関採は宿敵フランスとの同盟関係、を意

味すること、他方プロイセンの領土拡張は既に終息傾向にあるためもはや脅威ではなく、むしろ今

後はプロイセンとの同盟関係がロシアのスウェーデン・ポーランド関係を維持する上で有効となる

こと、以上の観点からオーストリアとの翠事同盟を否定してプロイセンとの友好関係を重視した。

その上でパーニンは、普露関盟を支柱としてイギリス・北欧諸国・ポーランドと同盟体系を構築し、

最終的にはブ、ノレボン・ハプスブノレク同家のカトリック「南方体制j Southern Systemに対抗するべ

き非カトリック教国の「北方体制jNorthern Systemを形成する構想を提示した。（6)

またパーニンの北方体制構想は、重接的＠外交的には勢力均衡の外交原理に基づくフランス南方

体制への対抗措霞を意味したが、その盟邦に想定された諸閣はいずれもバルト海貿易の経賂鎮上に

位置するとともに、同盟体系の一角には最大の貿易相手国イギリスを含んでおり、間接的＠経、清的

にはパノレト海域の平和維持によってロシア海外貿易を促進する効果をもった。この意味でパーニン

の北方体制は、テプロブの自由貿易路線を支援。保障するものであり、究櫨的にはイギリス向け産

品生産に従事する名門貴族ココ領主階級の経済利害を体現するものであったと

② ポーランドま龍畿翠問題と十月

ょう 0 (7) 

七年戦争の終結からまだ間もない 1763年 9月 25日（10月 5日）、ザクセン選帝侯1 ポーランド

爵王アウグスト三世が死去し、現実にポーランド次期障王の選定が国際問題として浮上してきた。

すなわち、まずフランス・オーストリア両国の場合、プロイセンの領土拡張を牽制する必要からザ

クセンのポーランド支配を支援し ザクセン公太子フリードリヒ e クヲスチャン FriedrichChristian 

（アウグスト三世の長男）の王位t佐藤を期待していた。しかし当人はこれに先立つ 1762年 12月に

急逝していたため、急議その義兄ザピエノレ Xabierが代替候補に擁立された。これに対してプロイ

セン国王フリードリヒ二世は、ザクセンのポーランド支配を打破するべく土着貴族の即位を主張し、

またイギヲスのグレンヴイノレ内閣（在任： 1763 - 65年）もダンツイヒにおける通高利害からフラ

ンスのポーランド進出を警戒した。かくして英普両国・仏壊両国の対抗が再来する。（8)

事態が緊迫するなか、エカチェリーナ二世はいずれの陣営に婦属するべきか迅速な選択を迫られ、

1763年 10月に前述 f十月会議J(A ・p・ベストゥージェブ＝リユーミン、 A・M・ ゴリツイン、

N • I eパーニン、 Y・P・シャホブスコイ、 I • I・ネプノレイエブ、 A 。V・ オノレスフェア）を
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編成し、対応方針を検討した。まずベストゥージェフは、上述の如くオーストリアとの関係、を維持

する観点から、ポーランド新王には仏壌間盟の推挙するザクセン公家を支持することを主張した。

(9）対してパーニンは、北方体制の支柱としてプロイセンとの協調関係を重視し、プロイセンの提唱

するポーランド土着貴族の擁立を支持するとともに、ポーランド王国自体を北方体制の一角に編入

するべくポーランドにおける親露政権の樹立を志向し、新王候補として女帝の愛人スタニスラフ・

ポニヤトブスキ StanislasPoniatowski ( 1732 -98年）を提案している。 (10）なお国防参議会副長官Z

• G .チェノレヌイシェフもポーランド継承問題に関して覚書を提出し、国王の不在を機会としたポ

ーランド王国の領土分割を主張した。チェ／レヌイシェアはその根拠として、①ロシア・ポーランド

国境問題が未だ解決されていないこと、②ポーランド政府は逃亡ロシア人農民の返還義務を無視し

ていること、③ポーランド王国はロシア通商に不利な関税制度を設定していること、以上を指摘し

ている。しかしながらパーニンは、北方体制の盟邦・西部国境の緩衝地帯としてむしろ独立した健

犠国家ポーランドの樹立を志向し、他国（プロイセン・オーストリア）のポーランド支配を許容す

る領土分割には否定的見解を示した。このため当面のポーランド分割は回避されるが、後における

領土分割の実行を考える上で、当該段階からその計画が示されていた事実は留意されよう。（11)

かくして議論が衝突するなか、パーニンを支持する外交問題の権威B・C・ ミュニッヒはエカチ

ェリーナ二世に早急な対応を促す覚書を提示し、十月会議は二大派閥の代表から成る合議組織であ

る故、穏密、・迅速な情報収集・決断が求められる外交方針の策定には不適であること、十月会議は

いたずらに寵臣相互の抗争を助長する恐れがあること、以上を示唆してその鹿止を主張した。（め

この建議を受けエカチェリーナ二世は間もなく十月会議を解散するとともに、パーニンを外務参議

会の高級官舘に任命して外交活動に関する権限を集中し、間以後パーニンが外交政策を主導する

とともに、自身の構想する北方体制の実現に向けて外交交渉を展開することになった。州

( 3）北方体制jの形成

① プロイセン

プロイセンとの外交関係はスウェーデ、ン＠ポーランド問題に対応する上で重要な位置を占め、エ

カチェリーナ二世は駐普大使V・S・ ドノレゴノレコブ Dolgorukov( 1720 - 1803年・在荘： 1762 -86 

年）を派遣して同盟交渉を進めた。他方プロイセン国王フリードリヒ二世は、七年戦争末期にイギ

リス政府から資金援助の停止を通告されて以来、仏壊同盟・ザクセン選手管侯国に対抗する手段とし

てロシアとの紐帯を重視し、駐露大使V・F・ ゾルムス口ゾンネンヴアノレデ VictorFriedrich Solms-

Sonnenwalde （在任： 1762- 79年）を通じて同盟交渉を進めている。｛日）しかしながらパーニンが

外交政策の実権を握る 1763年 10月以前の段階においては、なお前宰相ベストゥージェフ・現宰相

ヴ、オロンツオフの主張する親オーストリア。反プロイセン路線が譲位を占め、交渉は停滞した。こ

れに対してフリードリヒ二世は、駐土大使K・A・ レクシン KarlAdolf Rexin （在任： 1756-65年）

を通じてオスマン帝国と軍事同盟の交渉を進め、この徴発行為によって普露交渉の博開を促してい

る。この結果、 1764年 3月 31 (4月 11日）の聖ペテノレブノレク条約によって普露関盟が成立し、両

国は第三国との交戦に際した相互の輩事援助を約束するとともに、①ロシアとオスマン帝国との戦

争、及びプロイセン西欧諸国（ヴェーゼノレ河以西）との戦争に対する軍事援助は 400,000ノレーブリ

の資金援助をもって代替されうること、②スウェーデン王国国制の現状維持、③ロシア皇太子パー

ヴェノレのホノレシュタイン公位継承権維持、④ポーランド王国国制の現状維持、以上を確認した。な

お脊効期限は 1772年までの 8年間とされた。（16)
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② イギリス

イギリスとの同盟関係は、外交的にはフランス主導の f南方体制J• r東方障壁j に対抗する上

で、経済的にはロシア一次産品にとって最大の販路を確保する上で、重要な位壁を占めており、パ

ーニンは英露関盟を上記の普露関盟と並ぶ北方体制の二大支柱とみなし、駐英大使A・R・ ヴォロ

ンツオフ（在任： 1762 -64年）を派遣して同盟交渉を進めた。他方G・ グレンヴイノレ内閣（在任

: 1763 - 65年）も駐露大使バッキンガムシャーを通じて同盟交渉を打診しており、パーニンは軍

事同盟の秘密条項として、①ポーランド王位継承問題の解決に対する資金援助、②スウェーデン内

政問題に対する共同歩調の維持、③オスマン帯国との戦争に対する軍事援助（所謂 fトルコ条項j

Turkish Clause）、以上の承認を要求した。（17）これに対して北部担当国務大臣サンドウィッチ4thEarl 

of Sandwichはイギリスの国益と直接関係、のないポーランド問題への介入に対して消極的である一

方、駐土大使J・マーリ Jo加 Murray（在任： 1765- 75年）は fトルコ条項j の受入がオスマン

政府の対英不信を招いてイギリスのレヴァント貿易を擾乱する危険を指嬬した。さらに首相グレン

ヴィルは、国内における議会改革運動（ウィルクス事件）の収拾と北米における植民地政策の強化

(1763年 f閤王宣言j・1764年 f砂糖条令ド 1765年 f印紙条令J）に忙殺される一方、七年戦争

直後の財政危機のなかで巨額の軍事支出を伴う同盟関係の締結に関して議会の承認を得ることは困

難と判断し、同盟交渉は頓挫している。続くロッキンガム内閣 Rockingh制（在任： 1765-66年）

の北部担当国務大臣グラフトン 3吋 D此eof Gra長onは駐露大使G・ マカートニー GeorgeMacartney 

（在任： 1764-67年）を派遣して交渉を進める一方、パーニンは駐英大使H －グロス Heinrichvon 

Gross （在任： 1765- 66年）を任命して対応した。しかしながらパーニンは、この間既に 1764年

の普露関躍を実現していたため、もはや対英交渉において譲歩する必要はなく、トルコ条項の挿入

に間執して交渉は難航している。（18）続くw・ピット内閣（在任： 1766- 68年）は、七年戦争期

に自らが主導した普露両国との友好賂線を踏まえ、ブルボン連合に対抗する英普露の f北方向盟j

Northern Allianceを提唱し、北部担当国務大臣H・S・ コンウェイ HenrySeymour Conwayは駐露大

使H・ スタンレ－ Hans Stanley （在任： 1766-68年）を派遣したが、交渉は依然停滞した。聞

かくして軍事同盟の締結こそ挫折したものの、イギリス麗代内閣は対露外交を決して軽視してい

たわけではない。なかでもイングランド・スコットランドの海軍技師・軍人はエカチェリーナ二世

の推進する海軍増強計画に大きく貢献しており、海軍将校s.グレイグ SamuelGreig、J.エノレフ

インストン JohnElphinston、C・ ノーノレズCharlesKnowles、T・ マッケンジー Thomas Mackenzie 

をはじめとする 30名以上の軍事顧掲＠海軍技師がロシア鑑践の建造・ロシア海軍の軍事教練に従

事する一方、逆にイギリス本国の海軍工騒はロシア人技師・将校の研修を受け入れている。（20)

③ 北致諸国

デンマーク王国との同盟関係は、スウェーデ、ンの復讐戦争を牽制するとともに、バルト海貿易の

動脈ズンド海峡の通行を維持する上で不可欠であったが、これにはシュレスヴイピ問題の解消が先

決であった。その手段としてパーニンはデンマーク外相 J.日.E .ベアンシュトノレブ Johan

Hartvig Ernst Bemstorff （在任： 1750-70年）の提案する領土交換を受け入れ、ホノレシュタインに

おけるホノレシュタイン家領とオノレデ、ンブ、ノレク・デノレメンホノレストにおけるデンマーク王様との相互

交換を承諾している。かくしてまず 17弱年 2月 28日（3月 11日）の聖ペテノレブノレク条約によっ

て了露関盟が成立し、両国は相互の領土保全を確認するとともに、第三留との交戦時における相互

の軍事支援（ただし露土戦争の場合は財政支援）を約束した。また新王クリスチャン七世（在位： 1766 

- 1808年）の即位に伴い 1767年 4月 11日（22自）のコペンハーゲ、ン条約が締結され、両留の領
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土交換を再認する一方、次期ホルシュタイン公位継承者の皇太子パーヴェルが成人する 1773年ま

で領土交換を猶予すること、それまでロシア海軍はホルシュタイン公国の首都キールに駐留するこ

と、以上を確認した。（幻｝なお 1766年にはイギリス国王ジョージ三世の妹カロリーネ・マテイルデ

Calorine Matilda ( 1752 -76年）が新王クリスチャン七世と婚姻し、この結果イギリスはデンマー

クとの友好関保を強化するとともに、関接的に北方体制の一角を講成することになった。間

スウェーデン王国はロシアが国境を接する隣留であるだけに友好関係の維持が不可欠であり、こ

れには親仏派ハット党政権の打倒が課題とされた。駐瑞大使 I・A・ オステノレマン Ivan Andreevich 

Ostennan (1725 - 1811年：在任 1760- 74年）は、同じくバルト海貿易を維持する観点からスウ

ェーデ、ンの親仏政権を饗戒していたイギリス大使J.ゴードリック JohnGoodricke （在任： 1764-

73年）と協力してその退陣を画策し、絶対王権の制限・議会権限の優位を規定した 1720年憲法の

遵守を求める一方、緊縮財政・対露友好を主張する穏健派のメッセ党を支援した。この結果、 1765

年 1月の王国議会ではメッセ党が優位を占める一方、続く 1766年には 1720年憲法の改正が屈身分

の同意を必要とすることが確認され、スウェーデ、ン国王権力の抑制に成功した。｛沼）さらに 1765年4

月iこはスウェーデン王太子グスタブ Gustavus（後の国王グスタフ三世）がデンマーク王女と婚婚す

る一方、 1766年 1月25日（2月5日）に英瑞関盟・通高条約（ストックホノレム条約）が締結され、

これらの血縁・同盟関採を媒介としてスウェーデ、ンもまた北方体制に接合された。（24)

⑧ポーランド

ノミーニンは義甥のポーランド駐在大使N・V・ レプニン（在任： 1763 - 69年）を派遣して新王

候補の選考を進め、親露派の名門貴族チヤノレトリスキ家Czartoryskis( f御一円jThe Family）との

協議を経て、同家の親族かっ女帝の寵臣スタニスワブ・ポニャトブスキを擁立した。以後レプニン

は多数派工作を進め、 1764年 8月 16日（27自）の国主選出議会・ 8月26日（9月6日）の国主選

挙・ 11月 1413 (25詩）の戴冠を経て、新王スタニスワフ・アウグスト StanislasAu思lSUt（在位： 1764

-95年）が即位する。ここに半世紀以上に及ぶザクセンコエポーランド同君連合は解体した。（間

以後パーニンはポーランドを北方体制の衛星国家として再編するべく、鵠犠君主の権力強化と議

会権限の抑制を支援する一方、ポーランド国内における親露派閥の形成に努め、その手段として「異

宗派jdissidents （非カトリックエコ新教徒・正教徒）の権利回復を画策した。他方、新王スタニスワ

ブ・アウグストは、 1764年 11月 22日（12月3日）の f戴冠議会jCoronation Dietにおいて議会

の「岳出拒否権j libertum veto （議員各人の拒否権を保証する全会一致原員lj) を緩和して多数決制

を採用し、これ以後一般関税の導入をはじめとする一連の改革政策に着手している。しかしながら

新王の革新政策は守！日貴族の反発を招き、また高率関税を財源とする軍隊増強は隣国プロイセンと

の繋易摩榛・軍事緊張を生む一方、多数決原理の導入はカトリック教徒の発言を強化してパーニン

の志向する f異宗派j の護権を妨害した。｛拘かくして普露両国はポーランド国王の内政改革に対

して警戒を強め、むしろ国内の不瀦分子と連携して改革の抑制に努めることになる。 1766年 9月24

自（10月 4日）、ロシア大捜N・V・ レプニンはポーランド領内の正教徒保護を口実としてポーラ

ンド領内にロシア軍隊を駐留させ、続く関年9月初日（10月6自）の召集国会では皮王勢力の「共

和派j Repめlicantを後援して議会の自由姫否権を混存する一方、 1767年 2月初日（3月 9日）に

はポーランド正教徒の復権とロシア正教会によるその保護を宣言した。以上の原則は 1768年 2月

13日（24日）の「永久条約jPerpetual Treatyによって確認され、また同年3月の f基本法J（全24

条）誌ツアーヲ政府の承認、無き国制改革を禁止した。（27）かくして以後ロシアは復権した親露派正

教徒を通じてポーランド議会に干渉する一方、混存した議会の告出拒否権を通じてポーランド国王
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の改革に干渉し、ポーランドを北方体制の一角として組み込むことに成功したのである。

⑤ 南方体制の犠桑

最後に南方体制に帰属する諸国との外交関係を見ょう。まずプランスの場合、陸軍卿ショワズー

ノレ・外務卿ラプランは仏露同盟の解消を受けて駐露大使ブ〉レタイユ Baronde Breteuil （在任： 1760

- 63年）を召喚し、引き続き駐端大使（主任： 1763- 67年）として配置する一方、駐土大使ヴ

エノレジェンヌ Comtede Vergennes （在任： 1755-68年）を通じて仏土関係を維持し、東方障援の

強化を試みた。対してパーニンは、プノレタイユの帰国に際して、自身の外交居的が戦争準備・領土

護得にではなく平和維持・通商促進にあることを説明し、数対意識の払拭に努めている。この結果

プランス政府は二年の空白を経て駐露大箆ボーセ Mぽquisde Bausset （寂任： 1765-67年）を派遣

し、国交関係を回復した。（お｝次にオーストリアの場合、宰相カウニッツはプロイセン・オスマン

両国との対立に備えてロシアとの協調関係を追求しており、パーニンも先の二大戦争iこ伴う 1746

年.1757年の壌露関躍を堅持した。｛初）またオスマン帝国に憶して、パーニンは駐土大使A ・M・

オブレシコブ AlekseiMikhailovich Obreskov ( 1718 -87年。在任： 1752-68年）を通じて露土関

採の安定に尽力する一方、南下政策に対する警戒を防ぐ必要からクリミア半島への植民活動を自

し、またZ・G・ チェノレヌイシェフの提起するポーランド分割計画も拒否した。｛苅）かくしてパー

ニンは一貫して中立＠友好関係を追求し、北方・甫方二大体制の軍事衝突を回避したのである。

以上の如くほぽ 1766年を環点としてパーニンの北方体制は完成し、エカチェリーナ二世治世の

ロシアはバノレト海世界における覇権国家としての地位を確立した。しかしながらパーニンの北方体

制は必ずしも南方体制の包盟・対外戦争の準備を意味せず、むしろバルト海貿易の展開に必要な通

商経賂を保全する一方、また国内産業＠海運活動の撹乱を招来する国際関係の緊張・翠事経費の膨

張を抑制し、かくして平和状態の確保による経済活動の振興を図るものであったと蓄えよう。
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(18) W. F. Reddaway，“Gr鵠 tBritain and Poland, 1762・72",Historical Journal, Vol. 4, 1932; idem，“Ma白地ieyin Russia, 

1765” 67”， Historical Joun昭I,Vol. 3, 1931; M. Roberts，“Macartney in Russia”， English Historical Review, Supplement 3, 

1974, pp. 47・59.なおG・ マカートニーのロシア論として、 G.Macar加ey,Account of Russia, London, 1767 (Reprint: 

Elibron Classics, 2005). 

(19) M. Robeはs，“Ma白血eyin Russia”， pp. 33”35, 60・61.

(20) R. C. Anderson，“British and American Officers in the Russian Navy”， Mariner's Mirror, Vol. 33, 1947; M. S. 

Anderson，“G詑atBritain叩 dthe Grow治 ofthe Russian Navy in the Eighteenth Century'', Mariner’s Mirror, Vol. 42, 

1956. なおT・ マッケンジーは有名なセヴァストポリ要塞の設計に従事している。イギリス人技師の設計した要

塞が後にクリミア戦争でイギリス軍隊に攻撃されることは、この間の英露関係の転換を象徴すると言えよう。

(21) D. M. Gri筒ths，“RussianCourt Politics”， pp. 40働 41;I. de Madariaga, op. cit., pp. 192欄 193;H. M. Seo民 op.cit., pp. 

12ふ 129,134・136;S. P. Oakley, op. cit., pp. 15ト 152；百瀬・熊野・村井鏡、前掲番、 176-177真。条約条文はそ

れぞれ、 C.Parry (ed.), op. cit., Vol. 43, pp. 137雌 158,467”・

(22) M. Robeはs，“GreatBritain, Denmark and Russia, 1763” 1770”， R. Hat旬nlM. S. Anderson (ed.), op. cit., pp. 244, 246. 

(23) D. M. Grif百ths，“RussianCourt Politics”， pp. 40-41; I. de Mad釘iaga,op. cit., pp. 194・195;H. M. Seo民 op.cit., pp. 

130・134;S. P. Oakley, op. cit., pp. 153・154.なお I・A・オステノレマンはアンナ女帝時代のドイツ人制宰相A・ I 

－オステルマンAndreiIvanovich Ostermann ( 1686 - 1747年）の子患である。

(24) M. F. Metcalf, Russia, England, and Swedish Par.ぴPolitics1762噸 1766:The lnterp／，砂 betweenGre.αt Power D伊・／om必ヂ

αnd Domestic PoliticsぬringSweden’S Age of Liberty, Toぬwa,1977; M. Roberts, British D炉1/omacyand Swedish Politics 

1758”1773, London, 1980.条約条文は、 C.Parry (ed.), op. cit., Vol. 43, pp. 255”260. 

(25) D. M. Griffiths，“Ru説部 CoぽtPolitics”， pp. 42岨 44;I. de Maおriaga,op. cit., pp. 191”192, 196”197; H. H. Kaplan, 

The First P例 itionof Poland, pp. 12・15,43・45.

(26) H. H. Kaplan, The First Partition of Poland, pp. 49・56;H. M. Seo民 op.cit., pp. 17ふ 182.

(27) H. H. Kapl組， TheFirst Partition of Poland, pp. 89・90;I. de Ma品計略a,op. cit., pp. 197・202;J. T. Lukowski, 

“Towards Partition: Polish Magnates and Russian lntervation in Poland during the Early Reign of Stanislaw August 

Poniaぬwski”， HistoricalJournal, Vol. 28, 1985；小山哲「消議した国家ポーランドJw岩波講盛・世界歴史J第 17

巻〔環大西洋革命〕岩波警j吉1997年所収、 83-86頁、白木太一『近世ポーランド f共和国jの再建』彩流社2005



鳥取大学大学教青総合センタ一紀要第 4号（2007) 57 

年、95- 103頁、伊東・井内・中井編、前掲番、 175- 176頁。永久条約の条文は、C.P；釘守（ed.),op. cit., Vol. 44, pp. 

148”162. 

(28) H. M. Scott, op. cit., pp. 165・173;D. L. Ransel, op. cit., pp. 145・146.

(29) H. M. Seo民 op.cit., pp. 118” 120. 

(30) Anonymous，“Obreskov, Aleksei Mi魁iailovich’＇， MERSEH, Vol. 25, pp. 169-170; R. E. Jon邸，ProvincialDevelopment, 

pp.28・29.

〔V〕遊商条約政策一一1766年英露i舗条約の成立一一

以上の経済・外交政策を背景として、 1760年代前半において一連の通商条約交渉が展開される。

その際、テプロブの自由貿易政策がイギリスを輪出市場の主力として想、定する一方、パーニンの北

方体制構想、がイギリスを同盟体系の中核として重視するなか、自ずとイギリスとの条約交渉が最大

の焦点となった。以下、 1766年の英露通商条約をめぐる交渉過程・条約内容の援要を確認しよう。

( 1)英露通趨条約交渉の展開

① J .バッキンガムシャーと条約交渉の難競

七年戦争末期の 1762年秋、ロシアでは新帝エカチェリーナ二世が即位する一方、イギリスでは

ピュート内閣が対仏包囲を強化する必要からロシアとの連携を求め、北部担当国務大臣G・ グレン

ヴィノレは駐露大使J.バッキンガムシャーを派遣して 1742年英露関盟の更新を交渉するとともに、

1734年通商条約の改正を強く要誇した。これに対して宰相M • I ・ヴ、オロンツオフは仏壊同盟の

回復を選好する一方、副宰相A ・M・ ゴリツインも英普同盟を嫌悪していたため、両者ともイギリ

ス大使ノミッキンガムシャーの同盟提案を一離したのみならず、イギリス以外の各国（オランダ・フ

ランス・スウェーデン）とも通商条約を交渉する用意があることを示唆し、イギリスに有利な交渉

の展開を牽制した。（I）続く 1763年 3丹、親英派のA ・p・ベストゥージェブ口リユーミンが外交

政策の実権を握って交渉が再開するが、同年8月、交渉に臨んだ副宰相A・M・ ゴリツイン及び宮

. v .オノレスブエブは、近い将来におけるポーランド継承問題の発生を念頭に寵きつつ、

通商条約の改正に応じる条件として軍事同盟の先行的な締結を要求している。その要点は、①イギ

リス政府はポーランド王位継承問題に関してロシア政府の推挙する新王侯舗を財政的・外交的に支

援し、ポーランドにおける蔑仏王権の成立を抱止すること、及びスウェーデン王国における親仏政

権の成立を妨害し、バルト梅域の平和・通商活動を維持すること、②イギリスは将来における

戦争の勃発に際して口シアを支援すること、以上の秘密条項を挿入することにあった。（2)

この間イギリスでは 1763年 2月にロシア会社総裁R・ ネトノレトンが対抗草案を作成し、リガに

対する通商条約の適用、イギリス商人のペルシア通商活動、イギリス蕗人相互の商品売買、以上の

迅速な実現を求めた。これを受けて首相ピュートもロシア会社の意向に配援した交渉を指示してい

る。（3）しかしながら商務院総裁へイ Hayi土、イギリス寵人への統制＠ロシア商人への優遇に抗議

する必要を認める反面、 1734年のi最高条約が既に f飽の諸国とのどの通商条約よりも多くの特権j

をイギリス商人に保証している以上、まずはその単純な更新を鐙先するべきであって、ロシア会社

の要求に器執するあまり条約交渉そのものを頓挫せしめる事態は回避するべきこと、しかもロシア

会社の要求するイギリス商人相互の取引行為は必ずしも現地イギリス商人一綾の意向を反映するも

のではないこと、以上の見解を示した。これを受けて後任の北部担当国務大臣ハリファクスは、新

たな権利の要求を放棄して既存条約の更新を急ぐようバッキンガムシャーに通告している。付）

続く 1763年 10月、 N ・1・パーニンが外交政策の権限を掌握し、これ以後パーニン＠説宰相ゴ
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リツイン・通商宮僚テプロフ・関税局長ミュニッヒが条約交渉を担当した。うちテプロブ・ミュニ

ツヒは、梅外貿易の振興・輪出産業の育成を図る観点から、通商条約の改正を挺子とするイギリス

向け輪出貿易の拡大に意欲を示した。他方パーニンはポーランド継承問題の緊迫を騒まえ、フラン

ス外交戦絡に対抗する北方体制の整備を急ぎ、通高条約の更新を交換条件としたイギリスとの同盟

関係の締結に強い関心を示した。（5）しかしながら 1764年 3月に普露同盟が成立する一方、民年 8

月のポーランド国ごと選挙によって親露派の新王スタニスラフ・ポニャトブスキが即位するに及び、

ノミーニンにとって英露関盟を実現する意味は減退し、間盟・通蕗条約の交渉においてもはや譲歩を

示す必要はなくなった。むしろ 1766年の関税改革に向けた商業委員会の関税論争を通じて、テプ

ロブ＠ミュニッヒは過度な保護関税を拒否して自由な貿易活動を指向する反面、イギリス商人の独

占体制を打破して独自の商人資本を育成する必要について認識を強めていた。かくしてパーニンは

通商交渉に強硬な態度で臨み、イギリスに対する最恵国待遇の拒否、イギリス商人相互における蕗

品売買の禁止、ロシア商人に対する低率関税の適用、 1756年リガ通商規定の維持、ロシア経由ペ

ルシア貿易の禁止、以上の主張を繰り返すとともに、イギリス政府がこれらの草案規定を受諾しな

い場合はイギリス商人の特権を一層縮小する用意がある旨さえ警告した。｛め

これに対して続くグレンヴイノレ内閣の北部担当国務大臣サンドウィッチは、イギリスがロシア市

場以外にも有望な原料調達地帯を豊富に保有している故、条約交渉が破綻しでも何ら打撃を受けな

いこと、むしろイギリスを最大の輸出相手とするロシアこそ英露通識の断絶によって致命的な損害

を受けること、以上をバッキンガムシャー経由でパーニンに警告した。これに対してパーニンは、

商業委員会の通商論争を通じて、英領植民地が十分な原料供給能力をもたないことを承知していた

のみならず、また駐英大使A・R・ ヴォロンツォアを通じて英領東部 13州の離反傾向も認識して

おり、サンドウィッチの主張を意構として無視した。（7）かくして条約交渉が停滞するなか、 1764

3月のイギリス議会は対抗措置としてロシア蘇織物への輸入関税を 20- 30 %程度強化するとと

もに、税額算出の基礎を輸入業者の申告価格から公定価諮へと変更する計画を審議している。しか

しながらこの措置は、ロシア蘇織物の販路をイギリス市場からオランダ市場へと転換させ、この結

果ロシア麻織物のイギリス経由北米向け再輪出を撹乱するのみらず、ロシア政府の報復関説を誘発

してイギリス織維製品のロシア向け輪出を組害する危険すら苧んでいた。（8）訴しも 1764年 3月に

おける普露関盟の成立は、ロシア市場におけるシュレジェン羊毛製品の進出・イギリス製品の駆逐

を招く危険を内包しており、かかる事態の回避には通商条約の早急な改正・更新が必要であった。

② 〈芸館マカートニーと粂約交渉の終結

続く 1765年、ポーランドでは新王スタニスラア＠アウグストが独自の内政改革を展開する

英領北米搭民地では大規模な印紙税皮対運動。本国製品ボイコット運動が高揚するなか、英露両国

は｛鬼儀国家・権外領土の混乱に対するブ〉レボン連合の干渉を防止するべく、相互提携の強化を志向

することになる。かくしてパーニンは駐英大使として日。グロスを派遣する

閣は駐露大使G・ マカートニーを派遣し、条約交渉は新たな農関を見せる。

グレンヴィノレ内

まずテプロブ e ミュニッヒはイギリス政府の強硬姿勢を嬢柔するべく条約草案の再考を進め、

1765年 1月に駐英大使グロスを通じて修正原案を提示した。この修正原案はイギリス政府の要求

に一定の譲歩を示しており、イギリスに対する最恵国待遇の復活、現地通貨での関税納入、商事裁

判に関する罰則・訴訟規定の整備、モスクワ・聖ベテノレブノレク＠アノレハンゲリスクにおける建物の

建設・購入＠賃借の自由、以上を承認している。とはいえ自立的な貿易活動を育成する観点から

内商人への優遇措置は堅持し、両国商人に対する対等な輪出関税の撤廃、及び現地イギリス商人相
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互における商品取引の禁止、以上を再度規定するとともに（第 4条）、領内経由ベルシア貿易に関

する条項を抹消した。さらに七年戦争に際して 1756年のデンマーク・スウェーデン武装中立同盟

が提唱した f中立商船の自由貿易jfree ships，合eegoodsを論拠として、兵器・弾薬以外の全ての商

品を禁輪品目の対象から除外する旨を通告した（第 10・11条）。。｝

この修正原案に対して 1765年 2丹、ロシア会社総裁R・ ネトノレトンも妥協の構えを見せ、通寵

条約の廃棄よりは現行条約の維持＠更新で満足するべきとの意向を示し、したがって現状に対する

後退を意味する第4条（英露寵人に対する平等課税の廃止＠イギリス薦人に対する相互取引の禁止）

についてはその撤回と現状復帰を要請した。他方、法務長官J.マリオット James Marriott ( 1730 

- 1803年）は、ロシア政府の主張する禁翰規定に関して、イギリス政府が齢舶用品（とりわけ翠

スト用木材）を軍需物資とみなして禁輸品目に指定する眼り、当該品目を運撤するロシア商鉛

に対する傘捕行為は合法であるとの判断を示した。かくして北部担当国務大臣サンドウィッチは、

ロシア会社の求める第4条の再考に加え、イギリス羊毛製品に対する優遊説率の維持、リガにおけ

る通高条約の適用、及び禁輸規定に関する第 10・11条の修正、以上を求めた。駐露大使マカート

ニーは以上の要求をロシア政府に伝達したが、パーニンはその受入に難急を示した。 (JO)

続く間年半ば、両国は相互に妥協を模索し、交渉は急速に進展する。まずロシア政府の場合、関

税局長ミュニッヒはイギリス商人に対する木材輸出関税の緩和を認め、またリガ知事G• ブラウン

は 1765年 12月にヲガ通商規尉を改正し、同市の穀物輸出を促すとともに、外国商人に対する規制

措置を緩和している。 (II）他方イギリスでは 1765年 7丹、植民地政策の失態と英露交渉の難航から

グレンヴイ／レ内閣が退陣してロッキンガム内閣が成立し、その北部担当国務大臣グラブトンは条約

交渉を打開するべく条約草案の再考に着手した。また 1765年のイギリス議会はロシア麻織物への

翰入関税を緩和し、 1660年トン税＠ポンド税法の規定する最低基準を適用している。 (12）かかる同

国の妥協を背最として 1765年 7月、パーニンとマカートニーは個別交渉を展開する。争点は両国

商人への対等課税をめぐる第 4条、及び禁輸品目の対象をめぐる第 10.11条、以上の二点に絞ら

れた。まずパーニンは、英露商人に対する平等課税を承認する交換条件として、ロシア政府がイギ

リス領内におけるイギリス統海条令の優越を承認している如く、イギリス政府もロシア領内におけ

るロシア海事法制の優先を認める「留保条項jthe reservation clauseの設定を提案した。マカートニ

ーはその受入を約束し、かくして両国商人への平等課税は実現した。しかしパーニンは禁輸規定に

関して一切の妥協を認めず、その受諾が不可ならば条約交渉を打ち切るとの最後通牒を通告した。

この結果マカートニーは最終原案を了承し、同年8月4日（1513）に署名している。｛問

かくして成立した通髄条約に対する両国の評価を見れば、まずパーニンの場合、当初からイギリ

スに対する経済的従襲の克服を目指して交渉を進めたにもかかわらず、結果的には依然として 1734

年の通商条約が規定するイギリス蔀人への擾遇措置の多くを再認せざるを得なかったため、この点

で大きな課題を残したものの、ともあれイギリスの支配体制からロシア蕗業利害を防衛することに

は成功したものと総括した。 (14）他方マカートニ一段、 fロシアが我々を必要としている以上に我々

は口シアを必要としているj We wanted Russia more由anRussia could ever want 回以上、ロシア政府

にこれ以上の譲歩を求めることは国難であること、むしろ宮廷内部において親払的なオノレロブ勢力

が政権を奪回する危験を踏まえる場合、親英的なパーニン派閥が外交政策を主導している間

交渉を完了しておく必要があること、また英露両国の条約交渉と並行してフランス e スペイン各国

が連崩協定を模索している現状においては、他国に先んじて通高条約を締結する必要があったこと、

等々を指摘して条約署名に対する本国政府の理解を求めた。しかしながらロッキンガム政権は主管
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大臣の事前承認なきマカートニーの独断的な署名を越権行為として非難したのみならず、留保条項

が規定するロシア版の銃梅条令は将来的にイギリス貿易活動に対して多大な損害を与えることを危

棋し、北部担当国務大臣グラブトンは批準を拒否するとともに、マカートニーに交渉再開を指示し

た。（15）しかしながら続く 1766年、ピット内閣・北部担当国大臣コンウェイは、当該条約が最低限

の要求事項を充足している以上、もはや条約交渉を延長する必要を認めず、 1766年 6月初日（7

月2日）、英露通商条約を批准した。かくして条約改正をめぐる一切の交渉が完了した。｛均

( 2) 1766年英露適欝条約の議要

以下、 1766年条約（全26条）の概要を、 1734年条約との差異に留意しながら確認しよう。 (17)

まず第 l条は、両国のこれまでの平和・友好関係を讃えるとともに、今後もこの関係を維持して

ゆくことを確認している。その対象は両国の本土のみならず、現在・将来における両国の海外領土

・属国を含み、この結果両国はそれぞれの領土拡張・海外支配を相互に尊重することになった。当

該条項は 1734年の通商条約（第 l条）を継承したものにすぎないが、 1760年代半ばの国際環境と

して両国がそれぞれ北米植民地・ポーランドの離反傾向に苦悩し、周辺各国の内政干渉・武力介入

を警戒していた状況を踏まえる場合、相互の安全保障に関する当該条項の更新は、交渉が挫折した

英露軍事同盟の機能を実質的に代苓するものとして重要な意味をもっている。

次に第2条は両国における航海・通商活動の自由を保証した。ただしその対象は荊国のヨーロッ

パ領土に限定され、両国の海外領土を含まない。当該条項も 1734年の通商条約（第 2条）を継承

するものであり、この結果イギリスはロシア商人の植民地貿易参入を抑制し、自国商人・特権会社

の植民地費易独占を維持する一方、ロシアもイギリス商人のベノレシア貿易介入を規制し、ロシア商

人のペルシア貿易独占を保護することになった。 1734年の通商条約はこの条項に対する例外規定

としてイギリス商人の領内経由ペルシア貿易を許可したため（第 8条）、実費的に両国の双務性は

機能していなかったが、 1766年の通商条約はこの例外規定を抹消したため、ヨーロッパ外部にお

ける相互の通商独占を名実ともに保証することになった。この事実は、イギリス国内においては、

ロシア経出ベルシア通商の開拓を追求するロシア会社の科書に対して、むしろトルコ経由ベルシア

貿易の防衛を志向するレヴァント会社の利害が優越したことを意味するが、国際的にはイギリス薦

人と対抗的にベルシア貿易を展開するロシア商人の利害が貫徹したことを意味している。

また第 3条は両国相互の最恵国待遇を確認した。この条項も 1734年の通商条約（第 3条）を更

新するものであり、この結果イギリス商人はロシアにおいて他の外国酪人と平等な関係を確保する

一方、ロシア商人もイギリスにおいて飽の外国蕗人と対等な地位を保証された。とはいえ英露賓易

が専らイギリス高齢によって展開されている事実を考慮、した場合、当該条項の患恵を被るのは専ら

イギリス高人であって、海運能力で劣るロシア商人に当面の利点はなかった。当該条項の是非は交

渉過程における一つの争点、で、あったが、これに関してはロシア側が譲歩したと言える。

続く第 4条は、ロシア産品の梅外向け輸出に際して英露商人が同率の輸出関税を負強することを

規定している。この原則も 1734年の通商条約（第 4条）を踏襲するものであり、これによってロ

シア領内のイギリス高入はロシア国内高人と対等な関係を享受したが、同時にイギリス国内のロシ

ア商人もイギリス蕗人と平等な地位を保証された。ただし 1734年の通商条約の場合、この条項に

対する留保条件としてイギリス国内におけるイギリス海事法制の譲先を確認したため、実際にはイ

ギリス領内のロシア蔀入はイギリス航海条令の規定する差別的な待遇を甘受してきた。これに対し

て 1766年の通商条約の場合、当該条項に対する同様な留保条件としてロシア国内におけるロシア
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権事法制の優越を規定したため、将来的にはイギリスR詩人に対して差別的な課税を導入することも

可能となった。当該条項をめぐる論争は批准の段階までもつれ込んで条約交渉における最大の焦点

となったが、最終的にイギリスは平等課税の更新に対する代償として留保条件の拡大を承認せざる

を得ず、この問題に関しでも自国商人の育成を図るロシア側の意向が尊重されたと言えよう。

第 5条はイギリス商人に対してロシア現地通貨による関税納入を認めた。この原則も 1734年の

通商条約（第 5条）を継承するものであり、他の外国商人は依然として国際通貨ライヒスターラー

による関税納入を義務付けられたから、イギリス商人は競合するオランダ臨人に対して有利な地位

を確保することに成功した。しかしながら通貨の換算割合は、 1734年の通商条約にならって 1ラ

イヒスターラー＝ 125コペイカの原則を維持しており、 1730年代以降におけるループリ相場の下

落傾向を踏まえる場合、ロシア｛聞に有利な取り決めだったと言える。なお第 24条はイギリス羊毛

製品の輸入に対する優遇税率の採用を承認した。この原員ljも1734年の通商条約（第 27条）を更新

したものであり、この結果イギリス製品はロシア市場をめぐって競争するプ口イセン・フランス製

品に対して絶対的な優位を確保することができた。とはいえ優遇関税の税率としてやはり 1734年

の通商条約の水準がそのまま採用されており、イギリスとしては不満の残る結果となった。

第 10条は戦時における敵国向け軍需物資輸出の禁止、及び民間物資輸出の許可を規定している。

この条項そのものは 1734年の通高条約（第 11条）を継承している。しかし 1766年の通商条約の

場合、直後に独立した第 11条を新設し、軍需物資の具体的な品目として兵器＠弾薬を列挙する一

方、船舶用品（木材・麻類・棒鉄）を禁輸品畏から除外した。当該条項をめぐってイギリス政府は

翠麓建造に転用される船舶用品を軍需物資として認定するよう求めたにもかかわらず、最終的にこ

の要求は退けられ、以後ロシアはイギリスの外交利害に左右されることなく船舶用品の輪出を続行

することが可能となった。禁輸規定の問題は上記の第4条と並ぶ条約交渉の焦点であったが、この

開題についてもイギリス国防利害に対してロシア通商利害を穣先する決着が図られたと言えよう。

他方第 14条はイギリス麗人のロシア領内全域における建物建設＠購入。賃借の自由を法認した。

当該条項は、 1734年の通繭条約（第 16条）が承認していた港湾都市における上記権利を領内全域

へと拡大するものであり、 1734年の通商条約と比較してイギリス商人の権利を拡充した条項とし

てはほとんど唯一のものである。しかしながら開時に当該条項は、自治特権を保持する都市につい

ては対象より除外することを規定しており、したがってイギリス商人の要求にもかかわらず、特権

都市リガは依然として通商条約の適用対象から除外されることになった。

以上の条約規定を 1734年の通商条約と対比した場合、まず従来通り温存された条項としては、

両国相互の最恵国待遇、現地通費による関税納入、英露商人に対する輪出関説の平等、イギリス羊

毛製品に対する輸入関税の優遇、散国向け輩需物資の輪出禁止、等々を指擁しうる。しかしながら

平等課税の保証に捺しでは交換条件としてイギリス商人に対するロシア銃海規則の適用が確認さ

れ、両国通貨の相場＠優遇税率の水準＠禁輸品目の対象についてはイギリス政腐の是正要求に反し

て！日来の水準がむしろ機械的に更新された。またロシア会社が更新を要請した領内経由ベルシア通

高、現地イギリス商人相互の商品取引、以上の権利は一切認められず、同社が新規に要求したベル

シア向け再輸出品に対する関税払戻、リガ＠ナルヴァに対する通指条約の適用、以上も全て却下さ

れている。イギリス商人に新たに承認された権利としては、わずかに領内全域で居脅する権利を指

捕しうるに過ぎず、これとてもリガは対象より除外された。全体として 1766年の通商条約は、イ

ギリスを主要市場とした自由契易の展開を想定しつつも、イギジス蕗業資本を媒介とした貿易関接、

の打破を展望する点で、直後に公布される 1766年の関税改革と連動するものであった。かくして
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1734年の通商条約がイギリス識人の通高特権を保証した fイギリスの勝利j であったとすれば、

これらの特権を大轄に縮小した 1766年の条約改正は逆にロシアの勝手IJであったと言えよう。（18)
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〔VI〕1766年英露遥鞠条約の効果

最後に 1766年英露通商条約の経済的・政治的効果を追跡し、当該条約の史的意義を確認しよう。

( 1)パんト海寅易の発援とイギリス藍議革命の始動一一1766年英欝遜商条約の鑓済的効果一一

まずイギリス海外貿易の趨勢を見れば（前掲図 1）、 1760年代の結績技術の革新を契機とした産

業革命の始動によって輪出＠輪入とも増大し、アメリカ独立戦争に伴う下降を経て、 1780年代に

は驚異的に上昇している。 (I）並行してイギリスの対露貿易も上昇し（前掲図 2）、なかでも輪入貿

易の場合、イギリスのヨーロッパ輪入全体に占めるロシア市場の比重は2割に達し、ロシアはイギ

リスにとって議領アイルランドに次ぐヨーロッパ最大の輪入相手となった（前掲函 3）。翰入品目

としては、アイルランド・スコットランド蘇織物業向け大蘇・亜麻が依然としてロシア市場に依存

し（前掲表 1）、また蘇織物は 1760年代の関税改革によって属領。国産製品が欝遇されるなか、ド

イツ製品の毅退とは対照的にロシア産品は従来の水準を保った。海運活動・海上訪衛に不可欠な蕗

斡 e羅挺向け木材はノノレウェーに代わってロシア市場の独占状態とな（前掲図4）、また紡績 e 工

作機械の製造に要される棒鉄は 1770年代にスウェーデン産品から口シア産品への移行が完了した

（前掲図 5）。食料自給の菌難に伴う穀物輸入は西欧＠パノレト海沿岸地帯を主要市場とし、ロシア

産品も一定の比重を占めたと推定される。地方、対露輪出も 1760-70年代に急増し、輪出全体に

占める地位は依然低いものの、 1780年代には 4倍の成長を示す（前掲図 2 • 3）。輸出品自として

は、植民地産品に対する国産製品の優位が顕著であり（図 17）、従来のヨークシャー毛織物のほか、

新興のランカシャー綿製品の拡大が推定される。 ω以上の如き翰入貿易におけるロシア産品の排地

的地位、対露輪出における繊維製品の基軸的地位は、構造的な生産経費＠品質の優位に加えて、 1766

年の英露通高条約が規定する最恵国待遇（第 2条）、ロシア輪出関税の税率。綿入方法におけ

（第4.5条）、イギリス織維製品に対する輪入関税の鐙遇（第24条）、以上の政策的な播置によ

るところも大きいと思われる。かくして当該条約は必要原料の供給・工業製品の吸収を探証し、イ

鴎17：イギリ
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ギリス産業革命の実現に貢献したのであった。

(£1,000) 次に口シア海外貿易の趨勢を見れば（前揚図

7)、1760年代より成長速度が加速し、

入とも取引総額は倍増した。貿易収支も

を維持し、その総額は増大額向にある。輪出市場

ではイギリスが依然半分を占める一方、翰入市場

でもイギリスが全体の 3割に達し、いぜれも残り

はオランダ及びオラン夕、商鉛の媒介するプランス

が占めたと思われる（前謁国 9）。輪出品目では

（前掲表 2 • 3）、斡鮪用品（大蘇 e 藍蘇＠木材

＠棒鉄〉がその地位を維持する一方、聖ベテノレブ

／レクでは蘇織物、リガでは穀物の上昇が注自され

る。翰入品呂では、最大の拠点である聖ペテルブ

ノレクの動向を見る限り（前掲表 5）、裁縫製品が

1765 1770 1775 1780 1785 1790 1795 
して全体の 3都を占め、！日来の毛織物に加え

て新たに綿織物が登場した。また審移的な飲料 e

食料翰入も急増し、 1780年代には工業製品を凌駕
〔典拠〕 A.Kahan, op. cit., p. 219. 
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して最大の取引品目となっている。原料では麻織物業の成長に伴い染料が倍増した。

個々の品目の取引総量・取引拠点・相手市場を見れば、まず輪出品自の場合、大麻・亜蘇は一貫

して上昇を続け、聖ベテルブノレクのイギリス向け輪出に加えてフランス向け輸出も漸増し（前掲図

10）、また加工製品たる麻糸・粗質製品（帆布・鉛結装具・奴隷衣料）の供給も急増した。 ω木材

は 1760- 70年代を通じて 1.5倍に上昇したが、その動脈はリガのオランダ向け輪出から聖ベテノレ

ブノレクのイギリス向け輸出へと移行している（前掲図 11）。（4）棒鉄は 1760年代後半より倍増し、

聖ベテノレブノレクのイギリス向け輪出が依然基軸を占めた（前掲図 12）。（5）穀物は不定期取引から笹

常的取引へと移行しつつあり（前掲図 13・表6）、搬出拠点としては、ライ麦の場合、リガ・レヴ

アノレ商港に加えて聖ベテノレブ、ノレクが参入する一方、小麦の場合、南部黒土地帯の黒海経由輸出が急

増している。バルト海経由の仕向け先としてはオランダ以外の市場が上昇しているが、その中心は

1760年代より穀物翰入を加速したイギリスにあると推測され、また黒海経由の輪出市場も不詳な

がら南欧諸国・フランスが主な販路として推定される。（6）また輸入品目の場合、羊毛製品は 1760

年代後半より取引を回復するが、その基軸は並質織物から上質織物へと転換し、また 1770年代に

は非毛織物が最大の品毘に台頭している（前掲図 14）。搬入拠点としては全ての品目で聖ベテルブ、

ノレクが 9割を占め、相手市場としては、毛織物では並質・上質製品ともイギリスが排他的地位を確

立してオランダ製品を駆逐する一方、 1770年代には非毛織物でもイギリスが筆頭をなし、その品

種は紡績機械の開発によって成長した木綿製品と推定される。また植民地産品・葡萄酒も 1760年

代後半に倍増し（前掲図 15・16）、搬入拠点としてはいずれも聖ベテルブ、ルクが依然として 8- 9 

割を占めるが、供給源泉としては、植民地産品におけるイギリスの瀬減とオランダ・フランスの伸

張、葡萄酒における中継陸オランダの激減と原産国フランスの羅進が顕著である。

全体としてバルト海経由のイギリス向け原料輪出・イギリス工業製品翰入を基調とする繋易構造

iこ変化はないものの、ロシア蘇織物業の成長に伴い製品輪出・原料輸入の萌芽が現れていること、

原料輪出＠者修品輸入の相手市場としてフランスが登場していること、穀物輸出の経銘として黒海

経由の販路が発生していること、総じてイギリス経済に従属的な通商関係、から脱却する傾向が認め

られる。この動きは、国内的には 1766年の関税改革における産業育成・商業振興の志向とともに、

国際的には 1766年の通高条約における領内通過貿易の禁止（第 2条）、数国向け禁輸規定の緩和（第

11条）、以上の条項に由来していると言えよう。

(2）北方俸制の蒋鰯とロシア禽下政策の震関一－1766年英露遺構条約の政治的効果一一

① 北方体制の危機：ポーランド＆乱と

N • I ・パーニンの平和外交は 1760年代末期より早くも動揺し、隣国ポーランド＠オスマン市

との関係が急速に悪化している。まずポーランドでは 1768年の永久条約・基本法に梓うロシア

支配体制の確立に対してポーランド貴族が反発を強め、 1768年 2丹に fバール連盟jConfederation 

of Barを組織して武力抵抗を開始した。エカチェヲーナ二位はパーニン派鵠の大使N・V・ レプニ

ンを解任してオノレロブ派閥の大使M・N・ ヴオノレコンスキー（在任： 1769- 71年）及びC eザル

ダン Cas手arvon Saldem （在任： 1771-72年）をj瞬次派遣し、国王スタニスワブ・アウグストに対

して永久条約の遵守を要求する一方、ポーランド王位＠領土の保全を約束している。しかしながら

武装蜂起は各地に波及し、鎮圧は難統した。めまたオスマン帝国では、ロシアのポーランド支記に

懸念を強めるなか、反乱鎮圧に向かうウクライナ＠コサック部隊のオスマン領土侵犯を契機として、

1768年 10丹に露土戦争が勃発している。（8）戦局はロシア譲位で進み、 p • A.；レミアンチェアの
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第一軍がポーランドよりバルカン方面に侵攻する一方、 p. I .パーニンの第二軍はウクライナよ

りクリミア方面に南下し、 1770年にはドナウ以北一帯を占領した。またバルト鑑隊はヨーロッパ

大陸を照回して地中海に遠征し、 1770年 6月 24自（7月 5日）のチェスメ海戦 Chesmeでオスマ

ン海軍を敗っている。かくして 1770年 9月 16s (27日）、エカチェリーナ二世は講和条件を提示

し、アゾブ・タガンローク領有、エーゲ諸島割譲、クリミア太守・モルダヴィア・ワラキア公園独

立、黒海自由航行、以上を要求した。しかしオスマン政府はこれを拒否し、戦線は謬着した。（9)

東方状勢の危機に伴い仏壊同盟は着実に対露包簡を強化している。まずフランスでは、ショワズ

ーノレ失脚に伴い外務騨デ、ギュイオン D’Aiguillon（在任： 1771-74年）が外交政策を牽引し、スウ

ェーデン・ポーランド・オスマン帝国を縦断する東方障壁を再興するべく、 1770年よりパール連

盟の反王・皮露活動を支援する一方、駐土大使サン・プリースト Saint-Priest （在任： 1768-85年）

はオスマン帝国のポーランド出兵を援助し、また駐土大使から異動した駐瑞大使ヴェルジェンヌ（在

任： 1771-74年）はスウェーデンにおける親仏派閥の復権・絶対王権の強化を後援した。（10）他方

オーストリア宰相カウニッツは、ポーランド反乱からハンガリーを防衛するべく、 1769年 2月に

ポーランド・ツィプス地方 Zips(Spisz）に軍事警戒線を構築し、続く 1770年 12月には当該地方

を併合した。（ll）またロシアのバルカン侵攻からトランシノレヴァニアを保全するべく、駐土大使F

• A.ツグート Franz Amadeus Thugut （在任： 1769-76年）を通じて 1771年6月25詞（7月6

日）に壊土問盟を形成し、オーストリアはバルカン出兵・オスマン領土保全を保証する一方、オス

マン帝国は派兵経費の支弁・ワラキア西部の割譲を約束した。かくして、従来オスマン帝留の脅威

に対するヨーロッパの防護として機能してきたオーストリアは、今やロシア南下政策の危機からオ

スマン帯留を保護する役割を担うに杢り、当該向盟は壌土関係史上の一大画期となった。｛ロ｝

対照的に北方体制の紐帯は急速に弛緩する。まずスウェーデンの場合、 1768年に親仏派のハッ

ト党が勢力を回復し、ポーランド反乱・露土戦争に便乗した失地回復を扇動する一方、国王アドル

ブ・プレードリックは対露戦争に備えて君主権力の強化を指向した。駐瑞大使 I・A・ オステノレマ

ンは 1720年の新政法体を擁護して当面の国制改革を阻止したが、続く新王グスタブ三世GustavIII 

（在位： 1771-92年）は 1772年 8月 8日（19日）の政変で 1720年の新政法体を停止し、半世紀

に及ぶ f自由の時代j を終結する一方、対露戦争の後盾として 1773年 2月に仏瑞悶援を締結して

北方体制より離脱している。（お）またデンマーク外相ベアンシュトルブはスウェーヂンの領土拡張

を危模して 1769年 12月 2s (13 s）に丁露同盟を更新し、スウェーテ、ン国制改革に対する共同

干渉を約束するとともに、丁露両国のノルウェー・フィンランド支記を相互に確認した。｛均しか

し続く 1770年、宮廷侍童三J • F .シュトノレエンゼー JohannFriedrich Stuensee ( 1737 -72年）が全

権を掌握し、エカチェリーナ二世に対して領土交換の即時発効を求めたため、両国関係はにわかに

緊迫することになった。｛時｝飽方プロイセン国王フリードリヒ二世は、スウェーデ、ンの失地回復を

して 1769年 10丹 12日（23日）に普露関盟を更新し プロイセンはスウェーデ、ンの憲法改正

・対露関戦に対する軍事干渉を、ロシアはプロイセンのポンメルン併合に対する支持を、それぞれ

承認、した。（［6）しかしプロイセンは自国利害と関採ない露土戦争への介入を拒否するとともに、プ

ロイセンの支援義務が発生する壊露戦争の勃発を警戒し、ポーランド問題・露土戦争の早期解決に

向けてオーストリアと接近している。この結果、普壊南国はまず 1769年 8月のナイセ会談にて第

三国間の紛争における棺互中立を確認する一方、続く 1770年 9月のノイシュタット会談では露土

講和を協議し、エカチェリーナ二世に講和交渉の仲介を提案するとともに、代撲としてポーランド

領土（ダンツィヒ・ガリツィア）の併合を要求するに至った。（Iη
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南方体艇の強化・北方体制の瓦解に直面したN • I ・パーニンはイギリスの介入を強く期待し、

歴代の駐英大使 I • G ・チェルヌイシェフ（在任： 1767 - 69年）及びムーシンコエプーシキン

Mus in幽 Pushkin（在任： 1769-79年）はグラフトン内関 Gra設on（在任： 1768 -70年）に対して英

同盟の締結と軍事援助の提供を要請している。これに対して南部担当国務大臣ウェイマス

Weimounth・駐土大使 J.マーリは英土関係の悪化を懸念して反対したが、北部担当国務大臣ロッ

チフォードRochford・ 駐露大使c.カスカート Charles Cathcart （在任： 1768-72年）は今後の英

露関係を考癒して対露支援を進言した。最終的に海相c. J .ブオックス Chぽles James Fox 

事支援を拒否して中立を維持した反語、パノレト麓隊のドーヴァ一議峡通行と英領諸港（ジブラノレタ

ノレ・ミノノレカ島）での物資捕給・修理作業を承認し、ロシア海軍の地中海遠征を間接的に支援する

ことになった。しかも作戦に参加した鑑飴の大半はイギリス海軍技部が建造し、また第二鑑隊は軍

J .エノレブインストンが指揮していたから、イギリスはパノレト鑑隊の勝手ljに大きく貢献した

と言えよう。間続くノース内関 Frederick North （在任： 1770-82年）は、北米東部 13州の分離

傾向が強まるなか英露関係の強化に多大な関心を示し、チェスメ海戦の勝手IJを祝福する一方、駐土

大使J.マーリを通じてオスマン政府に講和交渉を斡旋した。また駐露大使C・ カスカートはロシ

アの要求する黒海北岸併合・黒海自由航行を支持する一方 代価として北米。インドでの有事を想、

定した英露関盟の締結を打診している。｛閉また後佳の駐露大使R・ ガニングRobertGunning （在任

: 1772 -77年）もポーランド王権＠領土の現状維持を前提としたパーニンの反乱鎮圧を支持した。

側かくして北方体制が動揺するなか、 1766年の通高条約を契機とした英露関係の接近は、露土戦

争・ポーランド問題の有利な解決を実現する上で極めて重要な意味をもったのである。

② 対外危機の終患：ポーランド分割と

以後パーニンは対外危機を打開するため各国と一連の外交交渉を進めた。まずオーストリアに関

しては、バルカン利害をめぐるその懇念を払拭するべく、 1771年 10月 24日（11月 5日）にそ／レ

ダヴィア＠ワラキア公留に関する領土要求を撤留し、この結果宰相カウニツツは 1772年 5月に壌

土同盟の批准を掠否して対露包囲を解消している。（21）またプロイセンに対しては、 1764

盟（1772年満了）の更新（1780年期限）を求め、代畿としてポーランド領土の共同分割を認めた。

かくして普壊露三聞は 1772年 7月 25日抱月 5日）にポーランド分割条約を締結し、まずプロイ

センは茜プロイセンを獲得してプランデンプノレクコヱプロイセンの連結を達成する一方、英関両国に

して繋易拠点ダンツィヒ e トルンの領有は放棄し、またオーストリアは経済的に有用な岩塩地

帯ガリツィアを、そしてロシアは面積約に最大のベラルーシ東部を、それぞれ併合した。聞これ

を契機にパーニンはポーランド反乱の鎮圧にも成功し、新在大使0 ・M・ シュタッケノレベルク O役O

M待問SStackelberg ( 1736 - 1800：在任 1772-90年）は 1773年4月8(1913）の議会において告

由拒否権の存続を確認する一方、 1775年に常設評議会を創設して支配体制を維持した。｛沼）

次にパノレト海状勢を見れば、デンマーク王国では 1772年 4月の政変によってシュトルエンゼー

が失脚・ ]flj死し、新任外相A・P・ベアンシュトノレフ AndreasPeter Bernstorff （在任： 1773一部年）

は親露外交を再開している。また皇太子パーヴェルの成人に持い、 1772年 6月 l誌な213）のセ

ロ一条約によって懸案の領土交換を実行する一方、 1773年 8月 1日（12日）の聖ベテルブルク条

約によって丁露関盟を更新した。問地方スウェーデンに関しては、 1772年の秋、イギリス＠プロ

イセン e デンマーク・ロシア盟国が国制回復を共同勧告し、対露戦争の強行を牽制している。各自

の連携に対してフランス外務郷デギュオン e駐瑞大捷ヴェノレジェンヌはスウェーヂンに対する支援

を拒否し、後震を喪失したスウェーデンは最終的に復響戦争の野望を撮回している。（お｝
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ポーランド開題・パノレト海危機の解消に続き、パーニンは露土戦争の収拾に専念、し、 1772年 8

月iこブオクシャエ講和会議 Fokshanyを開催した。しかしながら、全権代表G・G・ オノレロフ・駐

土大使A ・M・ オブレシコフがクリミア太守の独立を要求したのに対して、オスマン政府はその宗

主権下におけるクリミア自治制度の導入を主張し、のみならずノミノレト海状勢の危機につけ込み黒溝

自由航行＠黒海北岸割譲も拒否したため、交渉は決裂した。続く 1772年 11月のカラスパザ／レ条約

Kar躍的a部 rによってクリミア汗留の健儀太守サリプ・ギレイ Salip Gireyはオスマン帝国に独立を

宣言する一方、ロシア軍隊の進駐・保護を受け入れ、実質的にロシアのクヲミア支配が成立する。

（お）しかしその直後、ロシアでは戦争続行に伴う新兵徴募。重税賦課への反発を背景としてE • I 

＠プガチョブ Pugachevの農民戦争（1773- 75年）が勃発する一方、オスマン帝国ではムスタブ

ァ三世が死去して新帝アブヂュノレ・ハミド一世（在位： 1774- 89年）が開設したため、両国とも

国内状勢に対応するべく早期停戦を模索し、問 1774年 7月 10自（21日）にキュチュク＠カイナ

ノレジ条約を締結する。この結果オスマン政府はクリミア太守に完全独立と黒海北岸（ブグ口ドニエ

ステ／レ河問地帯）の領有を認める一方、ロシア政府に黒海北岸（ドニエプノレ＝ブグ河開地帯トア

ゾブ海の都議、オスマン領内ギリシア正教徒の保護、 ＠ドナウ河＠ボスブォラス襟峡の自由競

行を承認し、逆にロシア政府はそノレダヴィア＠ワラキア両国を返還した。ここにロシアはパノレト梅

強国の地位に加えて「黒海強国JBlack Sea Powerの基礎を築いた。間）なおオーストリアは 1775年4

月 26日（5月 7日）のコンスタンチノープノレ条約によって、モノレダヴィア＠ワラキア公国の保全

を援助した代僚としてオスマン者間よりプコヴィナ Bucovinaを獲得し、 トランシノレヴァニア＠ガ

リツィアの連結に成功しており、壊露両国に対するオスマン帯留の後退は決定的となった。聞

かくして北方体制は、当初は普英両国との同盟＠友好関係を基盤として成立しながら、今や普填

両国との同盟関保、を枢軸とする体制へと されることになったと ょう。

( 3）支恕体観iJO)蒋議：パーニン議簡の後退

最後に霞内情勢を一瞥しよう。上記の対外危機は国内における主導勢力の交代を加速している。

第一にポーランド反乱・露土戦争の勃発に伴いパーニン派閥の権威が失墜している。エカチェリ

ーナ二世は対外危機を招いたパ…ニンの政策方針に疑問を抱き、その政数を含めた高級官僚から福

広く意見を収集する必要を痛感し、 1768年 11月に f特別会議Jad hoc conferenceを組織（1769年 1

月2213より f宮廷会議jCouncil attached to the Courtに改変）した。成員には持。 I.パーニン、

p・I.パーニン、 K・G・ ラズモアスキー Z・G・ チェノレヌイシェフ、 A・M・ ゴリツイン、

G・G・ オ／レロブ、 A・A・ ヴャゼ、ムスキーが任命され、北方体制を推進するパーニン派閥に加え、

これに批判的なオノレ口ブ派践の見解が政策決定に反映された。当該会議iま露土戦争の終結に伴い解

散されるが、以上の過程を通じてもはや外交政策はパーニンの専権事項ではなくなったのである。

側なお実弟の司令p • I .パーニンは、露士戦争の作戦方針をめぐる対立から、 1772年に前線指

揮を辞任して自己所領に引退しており、撃部に対するパーニン派関の権威も後退している。（お）

第二iこ皇太子パーヴェルの成人。婚姻に梓い脅権交代の危機が発生している。皇太子パーヴェル

は師匠パーニンの政治思想、・帝王教育によって強い影響を受け、自ら覚書 f統治原理jPrinciple of 

Government ( 1772年）＠「国家論jA Consideration of the State inむeneral( 177 4年）を執筆しており、

専制君主体制を批判して法治国家の実現を主張したのみならず、父帯どョート／レ三世と関様、プロ

イセン国王フリードリヒ二世を理想、の君主として尊敬し、普露関盟を支持していた。またパーヴェ

ノレは、父帝を暗殺した母后エカチェリーナ二世及びその寵置を嫌悪し、なかでも母后と寵臣む ・G



68 武田元有：エカチェリーナ二世時代におけるパノレト海貿易と北方体制

・オノレロフとの私生克A・G・ ポプリンスキーの存在は帝位継承権争いの危険を苧んでいたため、

女子告と皇太子パーヴェノレとの確執は強まっていた。他方モスクワの名門貴族は、先帝から帯位を事i

した外来君主エカチェリーナ二世の正統性に対してかねて疑念を抱く一方、女帝の重用する成り

上り糞族の台頭に強い反感を抱いていたから、先帝の直系男子パーヴ、ヱノレの早期即位に対する期待

は大きかった。とりわけ立法委員会の法典編纂によって農奴制度が緩和される危険が高まると、女

帝に対する守旧貴族の警戒は頂点に達した。聞かくして 1772年 6月、寵臣G・G・ オノレロフがフ

ォクシャニ講和会議に参席するべく帝都を不在とした際、近衛連銭の一部はエカチェリーナ二世の

廃位と皇太子パーヴェノレの部位を図り、クーデ、タ一計画を敢行した。これに対して女子告は露領フィ

ンランドに一時避難し、最終的に陰謀計調は失敗している。（お｝

エカチェリーナ二世は、クーデター未遂事件の背景にはオノレロブ勢力に対する名門貴族の反発が

あることを理解し、反乱部隊への厳罰を留保する一方、講和決裂の引責を理由としてG・G・ オノレ

ロブを更迭し、名門貴族の壊柔に努めた。（34）同時iこエカチェリーナ二世はパーニンの陰謀関与を

強く疑い、以後パーニンの後見義務を解消するべく皇太子の婚姻交渉を進め、 1773年 9月29日（10

月 10日）にヘッセン・ダノレムシュタット公患の公女ヴイノレヘミナ Wilhemina（露名ナタリア・ア

レクセイヴナNatalia Alekseyevna）を迎えるとともに、パーニンを個人教師から解任している。も

っとも対外危機のなかでパーニンの助言は依然必要であったため、エカチェリーナ二世は外相

Foreign Minister （在任： 1772-83年）なる官職を新設して当面は政務続行を指示した。（お｝

オノレロブ・パーニン二大派閥の失脚に伴い、エカチェリーナ二世は新たな支持基盤を確保してい

る。第一はスモレンスクの中流貴族G ・A・ ポチョムキン Grigorii Aleksandrovich Potemkin ( 1739 

一例年）である。彼は 1762年の政変に近衛騎兵として参与した功緩から侍従主ammer“ junkerの地

位を付与され、 1763年より宗務院の長官補佐を務める一方、 1767年の立法委員会ではタターノレ＠

少数部族代表の護衛任務を担当したが、その後 1768年より P・A・ ノレミアンツェフのもとで露土

戦争に従軍し、戦後その推薦で国防参議会副長官（1775-84年）・新ロシア総督（1775一例年）

を務め、南部ロシアの国境防衛・経済開発に従事した。間第二はウクライナ嚢族A・A・ ベズボ

ロドコ Aleksandr Andreevich Bezborodko ( 17 4 7 -99年）である。彼も司令P・A・ ノレミアンツェ

フから露土戦争での功績を評価され、戦後は官房書記（1775-93年）として外務参議会を統括し、

以後N • I ・パーニンに代わって外交政策を主導した。在外大使を歴任したパーニンとは対照的に、

ベズボロドコには外留経験が無く、したがって毘際感覚・外語能力は必ずしも高くなかったが、そ

れ故に西歌諸冨の国市u.経済機構に何ら撞環をもたず、むしろロシアの専制君主棋を富目的に支持

した。（37）またパーニン派の駐瑞大使 I・A・ オステノレマンはバルト海危機の解決を評価されて副

宰相（在任： 1775 -81年）に就任し、以後パーニンの外交路線には批判的態度を示している。（38)

以上の如き宮廷政治におけるパーニン勢力の後退と寵盟ポチョムキンの台頭は、外交的にはイギ

リス e北東欧諸国との協調関採を優先する平和的な北方体制からフランス・南東欧諸国とのオスマ

ン包囲外交を重視する戦略的な南下政策への政策転換に対応する一方、経済的には！日来のパノレト海

経由イギリス向け原料輪出から新たな黒権経由i者歌向け穀物輸出への移行過程に照、応しており、エ

カチェリーナ二世時代におけるロシア通蕗・外交関係の構造変化を体現していると言えよう。
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むすび

最後に 1766年英露通商条約の史的意義を確認し、続積への展望を示そう。

まずその成立過程を見る場合、当該条約は、経済的にはバルト海経由英露貿易の発展と通高宮僚

G・N・ テプロブによる自由貿易政策の展開、政治的にはポーランド王位継承・スウェーデ、ン国制

改革をめぐる英仏緊張＠普壊対立と外務官僚N • I ・パーニンによる北方体制の形成、以上を史的

としている。したがって当該条約は、経済的なバルト海貿易の延長線上に位置するのみならず、

政治的なバルト海状勢をめぐる勢力均街捧系の一角をも構成し、また単にイギリス政府の互恵通商

政策＠対仏包囲外交を基患として成立したわけではなく、むしろツアーリズム国家独自の経済援輿

政策・安全保障政策の一環として締結されたと言えよう。

またその展開過韓を見る場合、当該条約は、経済的にはパノレト海経由のイギリス向け原料輸出＠

イギリス製品輸入を促進してイギリス産業革命の展開を支援する一方、政治的には露土戦争に際し

た英露両国の好意的中立を保証してロシア南下政策の推進に貢献し、南部ステップ地番を拠点とす

る黒海経由の穀物輸出を実現した。したがって当該条約は、単にイギリス産業資本の成長を加速し

たのみならず、問時lこロシア農奴制度。穀物輪出の基盤を創出したと言えよう。

以上の如き当該条約の成立・展開を通じて、ロシア海外貿易の基軸はバルト海貿易から黒海貿易

へと移行する一方 ロシア外交政策の方向はパノレト海外交口北方体制からオスマン外交＝南下政策

へと転換し、また国家官援の中核はパーニン派閥からポチョムキン勢力へと交代する。この意味で

当該条約はエカチェリーナ二世時代の画期のみならず、近代ロシア史上の分岐点をなし、さらに国

際的にはオスマン骨子留をめぐる英露対立＝東方問題の史的能提をもなしていると蓄えよう。

〔付記〕本議は平成 19年度科学研究費捕助金（若手研究B）に基づく研究成果の一部である。

(2007年 10丹 15日受理）


